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はじめに

人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、経営基盤の
強化を図るとともに、こうした福祉ニーズに対応することが求められています。このよ
うな問題意識のもと、令和元年度に開催された「社会福祉法人の事業展開等に関する検
討会」により、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設について提言され
ました。その検討結果を踏まえ、令和２年６月に「地域共生社会の実現のための社会福
祉法等の一部を改正する法律」が公布され、令和４年４月に制度が創設されました。

社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域にお
ける良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強
化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢となる
ことが期待されています。

社会福祉連携推進法人は、２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その
創意工夫による多様な取組を通じて、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちな
がら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となることが考えられています。
令和４年４月の施行後、令和８年３月11日時点では36法人が設立されており、今後さら
に事例を蓄積して普及していくことが重要であると考えられます。

人口減少社会を迎える中、社会福祉法人は、引き続き、地域の福祉ニーズへの対応を
していく使命を果たすため、自らの経営基盤の強化が求められています。このような中
で、社会福祉法人間の連携は、今後の社会福祉法人経営を考える上で重要になると考え
ています。

本事例集は、そのような社会福祉法人間の連携に関する実践事例として、「社会福祉
連携推進法人」と「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」より取り上げ、
今後の社会福祉法人経営の参考にすることを目的として、作成されています。

読者の皆さんが、本事例集を参考に、より一層法人間連携について検討し、推進して
いただけたらと考えております。

※ 社会福祉連携推進法人の設立方法については、以下を参照のこと
・PwCコンサルティング合同会社（2024）社会福祉推進事業「社会福祉連携推進法人認定申請
マニュアル（2023年度版）」

・厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」資料２

１
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社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人とは

社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、①地域における良
質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、②社会福祉法人の経営基盤の強化に資する
ことを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。

参画する社員法人は、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対
応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進します。

社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちなが
ら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。

２
本章では、社会福祉連携推進法人の設立・運営等の検討にあたり参考としていただけるよう、

社会福祉連携推進法人に関する調査結果や具体的な事例をご紹介します。

調査結果とは、社会福祉法人や行政庁などが抱える社会福祉連携推進法人に対する疑問点

の解消にもなるよう、令和６，７年度に実施した社会福祉連携推進法人へのアンケート調査やヒ

アリング調査になります。

次頁以降において、それら調査結果等もとに、以下事項についてご紹介するとともに、計18法

人の設立経緯や取組詳細について掲載いたします。

ついては、社会福祉連携推進法人の設立・運営の検討にあたっての一助になれば幸いです。

【社会福祉連携推進法人概要（厚生労働省資料より）】

掲載内容

社会福祉連携推進法人紹介
～どのような連携推進法人があるか～

１

社会福祉連携推進法人の法人設立・法人運営方法紹介
～何のために設立し、どのように設立・運営してきたか～
※以下のプロセスを踏まえながら紹介
①仲間を作り、連携を図る
②連携推進法人設立を検討
③連携推進法人を設立
④連携推進法人を運営

２
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連携推進法人名 設立日

社
員
法
人
数

社員法人の所在地

1.すべて同一市区町村内
2.すべて同一都道府県内
（市区町村は異なる）

3.複数都道府県に所在

地
域
福
祉
支
援
業
務

災
害
時
支
援
業
務

経
営
支
援
業
務

貸
付
業
務

人
材
確
保
等
業
務

物
資
等
供
給
業
務

各法人
の取組
詳細

1 リガーレ 2022/5/10 5 3.複数都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.17

2 リゾムウェル 2022/6/17 2 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 p.23

3 日の出医療福祉グループ 2022/8/1 3 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.28

4 光る福祉 2022/10/13 3 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.34

5 一五戸共栄会 2022/11/4 3 3.複数都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.39

6 あたらしい保育イニシアチブ 2022/11/11 38 3.複数都道府県 〇 〇 〇 p.43

7 青海波グループ 2022/12/8 6 3.複数都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 p.47

8 黎明 2023/1/27 3 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.51

9 園経営支援協会 2023/1/30 3 2.同一都道府県 〇 〇 〇 p.55

10 福岡親和会 2023/2/3 5 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇

11 きょうと福祉キャリアサポート 2023/2/28 7 2.同一都道府県 〇 〇 p.58

12 幸輪ホールディングス 2023/4/1 3 1.同一市区町村 〇 〇 〇 〇 〇

13 乳幼児教育ユニティ 2023/4/3 10 3.複数都道府県 〇 〇 〇 〇 〇

14 ジョイント＆リップル 2023/5/9 6 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.61

15 共創福祉ひだ 2023/6/29 3 1.同一市区町村 〇 〇 〇 〇 〇 p.64

16 みらいグループ 2023/7/11 7 3.複数都道府県 〇 〇 〇

17 秋田圏域社会福祉連携推進会 2023/8/2 4 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.69

18 となりの 2023/9/19 4 2.同一都道府県 〇 〇 p.73

19 キッズファースト 2023/10/1 5 2.同一都道府県 〇 〇 p.77

20 人材育成振興会 2024/9/30 9 3.複数都道府県 〇

21 大和会 2024/3/26 3 3.複数都道府県 〇 〇 〇 〇 〇
22 いーまーる 2024/11/29 5 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.81

23 WTBASE 2024/12/27 4 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇 p.85

24 ありがとう安心サポート協会 2025/1/6 6 3.複数都道府県 〇 〇 〇 p.89

25 ルピナス 2025/1/9 2 1.同一市区町村 〇 〇 〇

26 東日本介保支援協会 2025/1/15 4 2.同一都道府県 〇 〇 〇

27 神戸繋がりの会 2025/2/20 2 1.同一市区町村 〇 〇 〇 〇

28 Mirai 2025/3/13 2 2.同一都道府県 〇 〇 〇 〇 〇

29 はあとライン 2025/7/25 3 3.複数都道府県 〇 〇 〇 〇 〇

※2025年７月設立済みアンケート調査回答法人について掲載している
※実施している又は実施予定としてアンケートに回答した連携推進業務に〇
※各法人の取組詳細は、ヒアリング調査を実施した法人のみ掲載

❶社会福祉連携推進法人一覧

１.社会福祉連携推進法人紹介

この項目では、どのような連携推進法人が設立されているのかをご紹介します
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❷社員法人

社員法人数 （n=29）

●社員法人数
社員法人数については、３～４法人で構成されている連携推進法人が、全体の約４割強と

多い状況です。

連携推進法人は、社員法人が集まってできるものです。
各連携推進法人はどのような社員法人が集まっているのでしょうか。

●社員法人の所在地
所在地については、約７割弱の連携推進法人が同一県内の社員法人で構成されています。

一方で、約３割強は、複数の都道府県にまたがって構成されています。
社員法人の所在地 （n=29）

14.3%

46.4%

32.1%

7.1%

3.6%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

２

３～４

５～８

９～10

11以上

13.8%

51.7%

34.5%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

同一市区町村内にある社員法人のみで構成

される

同一都道府県内にある社員法人のみで構成

される（所在市区町村は同一でない）

複数の都道府県に所在する社員法人で構成

される

48.3%

51.7%

6.9%

3.4%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

社会福祉法人のみである

社会福祉法人以外の社会福祉事業を経営す

る法人がいる

上記に該当しない、社会福祉を目的とする

福祉サービス事業を経営する法人がいる

上記に該当しない、社会福祉事業等に従事

する者の養成機関を経営する法人がいる

社員法人の法人形態（複数回答） （n=29）

●社員法人の法人形態
社会福祉法人のみという連携推進法人は約半数です。それ以外の約半数は、営利法人等を

含む法人で構成されています。
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❸実施している連携推進業務

実施している連携推進業務（複数回答） （n=29）

●実施している連携推進業務
１法人を除く全法人が、人材確保等業務を実施しています。そのほか多くの法人が、経営

支援業務、地域福祉支援業務、物資等供給業務を実施しています。
また、次頁で記載しているとおり、地域における公益的な取組等を連携推進法人において

協働で実施しているという取組も見られます。

連携推進法人は、どのような連携推進業務を実施しているのでしょうか

地域福祉支援業務 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援

災害時支援業務 災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者
の安全を社員が共同して確保するための支援

経営支援業務 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図る
ための支援

貸付業務 資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資
金を調達するための支援

人材確保等業務 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその
資質の向上を図るための研修

物資等供給業務 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

【連携推進業務の種類】

75.9%

72.4%

82.8%

3.4%

96.6%

75.9%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

地域福祉支援業務

災害時支援業務

経営支援業務

貸付業務

人材確保等業務

物資等供給業務
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Ⅰ取組の多い内容（アンケート調査より）
アンケート調査で回答が多かった上位３項目、（）内は実施していると回答した法人数

① 被災施設等に対する応急的な物資の備蓄・提供（15/29法人）
② 被災施設等で不足する人材の応援派遣の調整（12/29法人）
③ 各社員法人のいわゆる業務継続計画（BCP）の共同での策定・見直し（11/29法人）

Ⅱ具体的な取組の様子（ヒアリング調査より）

災害時支援業務

Ⅰ取組の多い内容（アンケート調査より）
アンケート調査で回答が多かった上位２項目、（）内は実施していると回答した法人数

① 地域における公益的な取組等の新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供（10/29法
人）

② 地域における公益的な取組等の実施（７/29法人）
地域における公益的な取組等の周知・広報（７/29法人）
各地域における公益的な取組等の実施状況の共有（７/29法人）

「公益的な取組等」の具体的な内容
法人後見の受任、高齢者等終身サポート事業、地域交流会の開催
地域住民への実践発表会や研修等の開催、地域イベントへの職員派遣 など

Ⅱ具体的な取組の様子（ヒアリング調査より）

連携推進法人として具体的にはどのようなことに取り組んでいるのでしょうか

地域福祉支援業務

●各連携推進業務において実施している具体的な内容

●となりの
愛知県豊田市を拠点に、複数の社会
福祉法人が連携して、成年後見の受任
を実施している。連携推進法人事務局
と各社員法人の役割分担のもと、各社
員法人の利用者等に対する後見活動を
実施しながら、地域の成年後見の担い
手不足解消や、各社員法人の職員の人
材育成の場になっている。

●一五戸共栄会
毎年３月に合同の研究発表大会を開
催し、各法人の取組を発表し合うこと
で、情報共有や成果の水平展開を図っ
ている。また、地域住民も参加可能と
なっており、事業所見学や住民説明の
場にもなっている。

●秋田圏域社会福祉連携推進会
能登半島地震に際して連携推進法人
として、社員法人から医師や看護師、
介護福祉士などの多職種チームとして
合計22 人の職員が志願し、現地支援
に向かった。現地の道路事情やライフ
ラインの状況、福祉施設の状況につい
て連携推進法人本部が中心となり情報
収集をし、富山県内にベースキャンプ
を置いて、被災地まで支援に行った。

●リゾムウェル
連携推進法人の設立前から、両法人
は共同で事業継続計画（BCP）を策定
していた。連携推進法人が設立された
後、そのBCPをベースとして、協働で
外部コンサルタントに依頼し、ブラッ
シュアップした計画を策定した。
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Ⅰ取組の多い内容（アンケート調査より）
アンケート調査で回答が多かった上位1項目、（）内は実施していると回答した法人数

① 社員に対する経営ノウハウ等に関する情報共有・助言・コンサルティングの実施（1/29
法人）

Ⅱ具体的な取組の様子（ヒアリング調査より）

●青海波グループ
運転資金の返済が困難な資金繰りの
厳しい社員法人に対して、一社員法人
が連携推進法人を通じて他の社員法人
へ３年間の貸付を実施し、経営の立て
直しを図っている。

Ⅰ取組の多い内容（アンケート調査より）
アンケート調査で回答が多かった上位３項目、（）内は実施していると回答した法人数

① 社員に対する経営ノウハウ等に関する情報共有・助言・コンサルティングの実施
（20/29法人）

② 社員の財務状況の共有・分析・助言（15/29法人）
③ 賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関する情報共有・助言・コンサルティング

の実施（9/29法人）

Ⅱ具体的な取組の様子（ヒアリング調査より）

●リガーレ
年２回、各法人が集まり、決算諸表
に基づく経営成績及び経営戦略の報
告・共有を実施している。財務諸表や、
重要な指標が一覧化された様式に各法
人が記入したものを用いて、各法人が
15分程度、決算報告や事業の統廃合な
どの戦略などについて発表し、有識者
も招く形で実施している。キャッシュ
フローだけでなく損益計算も重要であ
ることや、金融機関との付き合いの重
要性など、経営手法の認識共有を図る
場となっている。

●一五戸共栄会
事務局長が年３回程度、各法人を訪
問をしており、法人の相談等を受けな
がらコミュニケーションを図っている。
例えば、各法人の状況に係る全国との
比較や、中期経営計画策定に向けた助
言といった経営面での支援や、事業所
合併後に各事業所を巡回して事業所間
の統制を図れるようにするといった運
営面での支援など、社員法人の本部機
能を強化する支援を実施している。

経営支援業務

貸付業務

●各連携推進業務において実施している具体的な内容（続き）

●黎明
社員法人の本部機能の一部について
事務的な支援を行っている。具体的に
は、給与計算や会計入力、監査対応、
請求事務、補助金申請等の事務や、
ホームページ運営などの広報業務を
担っている。

●青海波グループ
職員約２名が、月に１，２回程度各
法人を巡回し、各社員法人が抱える課
題等に対して助言等を行っている。社
員法人において業務改善に向けたプロ
ジェクトチームが結成されており、巡
回時にはプロジェクトチームに対して
助言等を行っているという法人もある。
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Ⅰ取組の多い内容（アンケート調査より）
アンケート調査で回答が多かった上位３項目、（）内は実施していると回答した法人数

① 介護記録の電子化等 ICT を活用したシステムの導入支援・一括調達（14/29法人）
② 紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品の一括調達（8/29法人）
③ 事務機器の一括調達（6/29法人）

Ⅱ具体的な取組の様子（ヒアリング調査より）

●日の出医療福祉グループ
ICT推進部において、業務に使用す
るIT機器やサービスの調達・導入、イ
ンフラ整備、システム導入・開発に至
るまで幅広く支援し、業務における
ICT化を迅速かつ安全に提供している。
また、パソコン、無線機器、業務用ス
マートフォン、セキュリティソフト等
の一括購入を実施している。
また、連携推進法人が一括購入する

場合以外に、介護用品や事務用品など
について、連携推進法人として販売業
者と価格交渉をすることで、廉価な価
格で社員法人が購入できるようにして
いるものもある。

●園経営支援協会
クレヨンや材料等の保育教材等を一
括購入することで、社員法人が市場価
格より約１割程度安く購入できるよう
にしている。

Ⅰ取組の多い内容（アンケート調査より）
アンケート調査で回答が多かった上位2項目、（）内は実施していると回答した法人数

① 社員法人合同での研修の実施（20/29法人）
② 社員法人合同での採用募集（12/29法人）

出向等社員法人間の人事交流の調整（12/29法人）

Ⅱ具体的な取組の様子（ヒアリング調査より）

人材確保等業務

物資等供給業務

●各連携推進業務において実施している具体的な内容（続き）

●リゾムウェル
特定技能外国人を社員法人へ紹介す
る仕組みを構築し、出入国管理及び難
民認定法の規定により登録支援機関と
して登録をしており、併せて有料職業
紹介事業許可も取得し、リゾムウェル
として社員法人への紹介を実施してい
る。
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❹効果・メリット

連携推進法人による社員法人における効果・メリット（複数回答） （n=29）

効果・メリットとして、経営に関する気づきや経営意識の改善、人材育成力の向上などが
より多くの連携推進法人において感じられております。

連携推進法人は、どのような点に効果やメリットを感じているのでしょうか

72.4%

51.7%

48.3%

31.0%

27.6%

27.6%

27.6%

27.6%

24.1%

24.1%

20.7%

17.2%

13.8%

3.4%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

経営の現状や課題に関する気づきがあった

人材育成力が向上した

経営層における経営意識の改善が図られた

経営層における経営能力が向上した

収支改善が図られた

災害時対応力が向上した

物資の共同調達や業務集約化による経費削減が図られた

法人のブランド力が向上した

人材確保力が向上した

物資の共同調達や業務集約化の検討・実施を通じてコスト意識の改善が図られた

法人のガバナンスが強化された

事務処理の効率化による事務負担軽減が図られた

福祉サービスの質が向上した

特にない

●リゾムウェル
社員法人が相互に経営状況を把握・比較分析
をしながら、お互いの経営に遠慮なく意見し合
えるようになっていることや、それにより相互
牽制が働くようになったことが、連携推進法人
だからこそ実現できているものである。
また、合併等により法人が大規模化してしま

うと、小規模法人が行ってきた地域密着型の実
践がしにくくなる可能性があるが、連携推進法
人は社員法人の独立性を担保した形態でもある
ため、そのような活動を継続しやすいというメ
リットも考えられる。

●リガーレ
社員法人の業務内容や課題、会計状況などが公
式な場で公開され、議論されることになったため、
法人間での緊張感が保たれ、ガバナンスや説明責
任という意味では大きな効果があったと考える。
また、連携推進法人への加入が無ければ、人材

確保・育成、各研究活動、経営診断、共同購入等
の様々なものを放棄せざるをえない法人になって
いたという声が、社員法人からも聞かれるように、
独自に余力を持つことがますます困難となってい
る中小法人が、連携して成果を出していくことが
可能となっている。

●光る福祉
経営者は孤独であるので、連携推進法人とい
う枠組みの中で、直面している経営課題などに
ついて真摯に話し合うことができ、経営者とし
ての心の拠り所ともなっていることがメリット
として大きい。

●いーまーる
５法人で800 名の職員になるということで、仲
間意識が強くなった。他法人職員とも仲間意識の
中でより踏み込んだ話し合いや意見交換ができ、
他法人の取組方法を見て自法人でも同じようなこ
とをできないかという感化される場面も生まれて
いる。

連携推進法人の声 ～どんなところにメリットを感じているか～
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２. 社会福祉連携推進法人の法人設立・法人運営方法紹介

この項目では、どのように連携推進法人を設立・運営されてきたのかご紹介します

フェーズ
①仲間を作り、
連携を図る

②連携推進法人の
設立を検討する

③連携推進法人を
設立する

④連携推進法人を
運営する

69.0%

55.2%

24.1%

20.7%

13.8%

6.9%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

普段の業務における接点

設立者や理事長が設立や就任前からの

知り合いである等の縁故

関わりのある他法人からの紹介

設立者や理事長が同一や親族同士で

ある等の縁故

所在地域外における行政や団体が開催

する会議や研修会等への参加

所在地域における自治体や社協が開催

する会議や研修会等への参加

89.7%

79.3%

75.9%

58.6%

41.4%

41.4%

27.6%

27.6%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

人材確保・育成に関する相談

経営課題に関する相談

業務に関する相談

会議等における定期的な場における顔合わせ

連携・協働の取組の実施

地域課題の共有

食事等のインフォーマルな会合

不定期な顔合わせ

社員法人同士の出会い方（複数回答）（n=29）

関係性構築にあたり実施していたもののうち重要であったもの（複数回答）（n=29）

❶出会い方や関係性構築について
社員法人同士の出会い方で最も多かったのは、普段の業務における接点でした。また、関係

性構築にあたっては、人材面や経営課題、業務などに関する相談が重要であることが窺えます。
普段の付き合いから一歩踏み込んだ形で、胸襟を開いて悩みなどを相談してみるということが、
連携の第一歩なのかもしれません。

フェーズ１ 仲間を作り、連携を図る
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❷設立前の連携・協働の取組

約３／４の連携推進法人は、設立前に何らかの連携・協働の取組を実施していました。特
に合同研修等の実施が最も多く、そのほか様々な取組が設立前に行われている状況でした。
連携推進法人設立を検討する前に、まずは何かしらの取組を連携して実施するということも
有効と考えられます。

48.3%

44.8%

41.4%

27.6%

24.1%

24.1%

20.7%

20.7%

20.7%

17.2%

10.3%

10.3%

24.1%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

合同研修等の実施

職員（従業員）の人事交流

経営及び職場環境改善等に関する専門家からの助言

従業者の職場定着や職場の魅力発信に資する取組

人事管理システムや福利厚生等のシステム・制度の共通化

事務処理部門の集約・外部化

各種委員会の設置や各種指針の策定等

協働化等にあわせて行うICTインフラの整備

業務の外注

人材募集や一括採用

協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備

顧客の紹介・仲介

特に実施していない

●青海波グループ
社会福祉法人白寿会に社会福祉法人
よつばゆりかご会が新規事業展開の相
談をしたことが最初の契機となり、社
会福祉法人への経営支援を行うための
事業形態として、連携推進法人が選択
され、設立に至った。

●となりの
豊田市の職員と無門福祉会で、社会福
祉法人に連携推進法人を活用した法人
後見の実施について、地域内の各法人
を訪問して回りながら説明をした。ま
た、市内社会福祉法人に本構想につい
て手紙を書いて送ったうえで、説明会
を開催した。そのような中で、３法人
が構想に賛同し、社員法人として参画
することとなった。また、社員法人に
なることが難しいとなった３者も、賛
助会員として関わりを持つこととなっ
た。

設立前に実施していた社員法人間の連携・協働の取組（複数回答）（n=29）

連携推進法人の声 ～どのように社員法人同士が出会ったのか・集まったのか～

連携推進法人設立前の連携状況はどうだったのでしょうか。
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●設立動機

連携推進法人の設立動機としては、人材や経営に関する強化がより多く挙げられています。
また、連携・協働の多くの取組は、連携推進法人設立によらず実施可能なものですが、連携
推進法人設立だからこそできたという声も寄せられています。

フェーズ２ 連携推進法人の設立を検討する

連携推進法人の声 ～なぜ連携推進法人なのか～

●共創福祉ひだ
端的に言うと、合併はハードルが高く、緩
やかな連携では弱いことが感じられたことに
ある。
将来的に合併を目指すこととなっても、連

携推進法人から始めることで、そのハードル
を低くできると考えている。将来的に地域福
祉サービス維持のために、合併する可能性も
あり得る中で、まずは各社員法人において、
経営基盤の安定を目指しているところである。

●あたらしい保育イニシアチブ
本活動は、将来的には保育版青年会議所のよ
うな活動となることがよいと考えている。
法人同士の経営の独立性を維持しつつ、同じ

方向に進んでいくことが重要である。また、営
利法人やNPO法人も参画していくためには、連
携推進法人の法人形態が適していると判断した。

設立に至った直接の動機（複数回答）（n=29）

69.0%

69.0%

65.5%

44.8%

44.8%

41.4%

41.4%

31.0%

31.0%

31.0%

27.6%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

人材育成力の強化

経営ノウハウの共有等による経営力の強化

人材確保力の強化

災害時対応力の強化

事務処理の効率化

福祉サービスの質の向上

物資の共同調達

事業継続への危惧

法人のブランド力向上

法人のガバナンスの強化

業界全体の経営の質の向上

●キッズファースト
税理士法人としての業務（会計・決算・税

務申告）だけでは、処遇改善や賃金設計、人
事制度や職員配置、補助金申請といった、保
育園経営の実務的な課題に十分対応しきれず、
既存の税理士業務の枠組みとは切り分けた
「経営支援の器」が必要だった。
よって、税理士業務だけでよい法人と、それ
以上の支援を必要とする法人を分け、後者に
はキッズファーストとして対応する体制を構
築した。

●となりの
各法人は専門性や人材・ノウハウを活かすこ
とができる強みを持っている。しかし一つの社
会福祉法人で行うには限界があるため、チーム
で支援のできる連携推進法人の立ち上げに至っ
た。

何を目指して連携推進法人を設立してきたのでしょうか
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❶設立準備期間・設立費用
連携推進設立の準備期間としては最低でも３か月は必要であり、半年から１年間という期

間が一般的のようです。
また、設立費用については約３割の法人が20万円未満でした。内容としては、登記費用は必
須であるほかは、設立資本としてどの程度準備するかや、設立準備にあたっての職員等人件
費やコンサルタント会社等への業務委託費の支払い有無などに応じて、変動するものと見受
けられます。

フェーズ３ 連携推進法人を設立する

設立に要した期間（社員法人同士が設立検討を開始してから設立までの期間）（n=29）

0.0%

20.7%

62.1%

10.3%

3.4%

3.4%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

３か月未満

３か月以上半年未満

半年以上１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

31.0%

24.1%

6.9%

27.6%

6.9%

3.4%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

20万円未満

20万円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上

設立費用（n=29）

社会福祉連携推進法人の設立方法の詳細については、以下をご参照ください
・PwCコンサルティング合同会社（2024）社会福祉推進事業「社会福祉連携推進法人
認定申請マニュアル（2023年度版）」

・厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」資料２

※最大値：500万円 最小値： 10万円
平均値：103.4万円 中央値：40万円
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❷設立準備の内容
連携推進法人設立の準備としては、方針や具体的な連携業務等を検討するための会議開催

や、設立準備担当職員の配置などが窺えます。また、会議については、方針等を決定する会
議のほか、具体的な検討や手続きを進めるための担当者会議を開催している場合も見られま
す。 設立に向けた準備（複数回答）（n=29）

72.4%

62.1%

48.3%

17.2%

13.8%

10.3%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

方針等を決定するための会議を開催した

設立準備のための兼務の担当職員を設置した

方針等を決定するための会議以外に、担当者間で

具体的な設立準備を進めるための担当者会議を開催した

設立準備のためにコンサルタント会社等への

業務委託を実施した

設立検討のために外部有識者による助言を得た

設立準備のための専従の担当職員を設置した

75.9%

24.1%

行政からの支援があった

行政からの支援がなかった

77.3 

40.9 

9.1 

9.1 

4.5 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

設立に向けた手続き等についての助言

補助金や交付金の交付

法人間のつなぎ等の調整

設立に向けた会議等への参加

職員の出向

行政からの支援有無（n=29） 行政からの支援内容（複数回答）（n=22）

❸設立にあたっての行政との連携
連携推進法人設立にあたっては、所轄庁（行政）による認定手続きが必要です。設立にあ

たっての補助金等の活用ができる場合もあるため、早めの相談が望ましいと考えられます。

連携推進法人の声 ～行政からの支援～

●共創福祉ひだ
設立当初から、飛騨市が積極的に支援を実
施している。職員１名を出向させているほか、
運営交付金も交付しており、それにより、
様々な連携推進業務が実現できている。
吉城福祉会と東神会の両法人としては、

様々悩みがある中で、行政の後押しがあった
ことが設立に向けて大きな影響をもたらした
と感じている。

●となりの
連携推進法人制度の具体的な実現に向けて、
豊田市職員が支援を行った。認可に向けた愛
知県の担当者との協議にも市の職員が同行し
た。また、法人後見をやっていくうえで、地
元の信用金庫や家庭裁判所などの関係者への
説明の際にも、協力を得た。

%

%

%

%

%
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❶事務局職員

事務局職員は１名という法人が最も多く見られます。また、専従職員がいない法人は約７
割弱になっており、多くは社員法人との兼務の形で、事務局職員が置かれている様子が窺え
ます。

フェーズ４ 連携推進法人を運営する

事務局職員数（総数）（n=29）

連携推進法人の事務職職員は、どのような人が何名配置されているのでしょうか

10.3%

41.4%

27.6%

13.8%

3.4%

3.4%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

０名

１名

２名

３名

４名

17名

専従職員の有無（n=29）

34.5%

65.5%

専従職員がいる

専従職員がいない（事務職員がいない場合も含む）
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❷事業規模（R6サービス活動費用計）

サービス活動費用計（令和６年度実績）（n=20）

最小値は約１万円、最大値は約2.8億円と大きな開きがあり、約半数が年間500万円未満で
活動しているという状況でした。

20.0%

10.0%

15.0%

15.0%

25.0%

10.0%

5.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

１円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

※最大値：2億8453.0万円 最小値： 1.1万円
平均値：2161.6万円 中央値：611.7万円

※令和５年度以前に設立していた法人のみ集計

93.1%

6.9%

年会費がある 年会費はない

年会費の有無（n=29）

１社員法人あたりの年会費額（n=27）

❸年会費・業務委託費

35.0%

65.0%

業務委託費があった 業務委託費はなかった

14.3%

28.6%

28.6%

14.3%

14.3%

0.0% 25.0%50.0%75.0%100.0%

１万円以上100万円未満

100万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上3,000万円未満

3000万円以上

18.5%

55.6%

3.7%

14.8%

7.4%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%100.0%

１万円以上10万円未満

10万円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上300万円未満

300万円以上

業務委託費（令和６年度）の有無（n=20）

業務委託費額（n=7）

※令和５年度以前に設立していた法人のみ集計

※最大値：600万円 最小値： 1万円
平均値：74.9万円 中央値：20.0万円

※最大値：1億5,729.3万円 最小値： 12.5万円
平均値：3,085.5万円 中央値：1,172.5万円

連携推進法人の活動費については、年会費や、各取組ごとに社員法人から集める業務委託
費などによって賄われています。年会費は、社員法人の事業規模別に設定しているという
ケースも見られます。また、業務委託費は、ICTツールの共同購入費や合同研修開催にあたっ
ての外部有識者への謝金等の開催費など、各取組に応じて様々な費用が含まれます。
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職員体制 ：専従職員１名
兼任職員２名 ※社員法人と兼任

主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算会計、理事会等運営事務
社員法人の人材育成（専従職員あり）、人材確保・物資等共同購入事務局

１ リガーレ

リガーレは、理念に共有した５つの社会福祉法人が結集し、社会や地域か
らの更なる期待に応えるため、「人を育て、社会や地域とコミュニケートし、
これからの介護のあり方を変えていく」ことを目的として、活動している。

2022（令和４）年５月設立認定

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋
本部所在地：京都府京都市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人六心会
本部所在地：滋賀県東近江市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人はしうど福祉会
本部所在地：京都府京丹後市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人北桑会
本部所在地：京都府京都市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人宏仁会
本部所在地：青森県青森市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉、医療

連携推進法人本部
京都府京都市
社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋内

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事長等５名 学識経験者 １名
監事 ：２名 公認会計士１名 行政経験者１名
評議会構成員：３名 住民代表、地域福祉関係者、行政関係者役員体制

参画要件 ：特になし。理念を共感し、互いに信頼関係が構築されていること
入会金 ：入会金は特になし
年会費 ：業務にかかる経費を５等分した金額が年会費として支払われている
本部運営財源：年会費
設立費用 ：登記費用、設立に関する人件費
事業収支 ：令和６年度予算より

運営

収入 金額（円）
会費 9,400,000
計 9,400,000

支出 金額（円）
人件費 8,000,000
事務費・事業費 1,400,000
計 9,400,000

※令和５・６年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正
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2006（平成18）年からの地域密着型サー
ビスの制度化に先駆け、毎月開催されてい
る京都市老人福祉施設協議会の施設長会に
おいて小規模多機能型居宅介護サービス
（以下、小多機）の開設や特別養護老人
ホームにおけるユニットケアを推進するこ
とが決まった。

2004(平成16）年

市内における小多機30か所のうち約８割
が社会福祉法人により開設されたものの、
大規模法人による設立が中心であった。そ
のため、現代表理事の山田氏が中心となり、
中小規模法人での開設ノウハウを共有する
ためのグループ化がスタートし、先ずケー
ススタディとして地域密着型特別養護老人
ホームや小多機等で構成するグループ本部
の整備を決定した。そこで、土地確保、施
設設計、住民説明会、職員研修、職員募集
などのプロセスを共有した。

2010年（平成22年）

８月に、グループ本部である地域密着型
総合ケアセンターきたおおじを開設した。
この集まりは、社会福祉法人グループリガ
―レとして活動を続け、京都市内以外の法
人も参画した。

2012(平成24）年

グループ本部が社会福祉法人として認可
されたリガーレ暮らしの架け橋と合わせる
と、８法人体制となった。

2017(平成29）年

６月に、社会福祉連携推進法人が制度化
され、当法人グループでも社会福祉連携推
進法人を設立すべきかについて議論を重ね
た。その後、８法人による緩やかな連携で
ある「地域包括ケア事業研究会」の下でグ
ループ活動を継続することとなり、一方従
来通りのコアな複数法人で連携していくこ
とが必要だと判断した現在の５つの法人が
参画する社会福祉連携推進法人リガーレが
設立され、２つの類型の連携活動を行うこ
ととなった。

2020(令和２）年

2022(令和４）年

●設立の経緯

５月に５法人で設立した。

当連携推進法人は、京都市内での３法人に
よるグループ活動がその端緒であった。社会
福祉法人相互の活動の中で、理事長や職員が
議論を重ねることで、理念を共有し、信頼関
係を構築することで、連携推進法人構築の機
運が加速した。

役員・評議会構成員の人選
当連携推進法人は全国最初の認定というこ

ともあり、役員・評議会構成員の人選には時
間をかけて行った。対面で頻繁に会えること
を必要条件として、地元の人物を入れるとと
もに、福祉、介護事業に知見があり、評価す
ることができる人物に依頼をした。

役員・評議会構成員の人選
当連携推進法人は全国最初の認定というこ

ともあり、役員・評議会構成員の人選には時
間をかけて行った。対面で頻繁に出会えるこ
とが可能となるよう、法人事務局の地元から、
福祉、介護事業に知見があり、評価すること
ができる人物に依頼をした。
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緩やかな連携活動である「地域包括ケア
事業研究会」では、年会費２万円で３回の
制度・経営に関する勉強会、次世代の経営
人材研修会（いずれも連携推進法人リガー
レと共催）、そして個別な経営支援を実施
している。また、制度・経営研修会では毎
回、福祉業界等で著名な講師を呼んで講演
会中心の活動を行っており、次世代の経営
人材研修会は年３回、20人余が参加するよ
うな形で実施している。
当初は８法人でスタートしたが、現在20

の社会福祉法人・社会医療法人・NPO法人
が加盟して活動が継続している。
このような法人間の緩やかなつながりは

今後も拡大を目指しており、希望する法人
が連携推進法人に加わる可能性も視野に入
れている。

緩やかな法人同士のつながり

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
それまでのグループ活動を通じて、理事長

同士や職員同士の信頼関係がすでに構築され
ており、その関係性を継続的に発展させる仕
組みとして、社会福祉連携推進法人を設立す
ることが妥当と判断された。連携推進法人の
設立に向けた旗振り役がいたことも大きい。
一方、「地域包括ケア事業研究会」は、そ

の後20法人に拡大し、緩やかな連携活動が行
われている。

連携推進法人の設立過程から、協議を進
めてきたことから、５つの社員法人は理念
も共有しており、委員会活動を通じた職員
間の協働活動も進んでいる。連携推進法人
の理事である、社員法人の理事長も毎月１
回は協議する場が設けられており、それぞ
れの事業の進め方についても、情報共有が
なされている。
そのため、決定しているわけではないが、

法人機能の一部の統合を検討するなどの強
いつながりを持っている。

法人機能一部統合の可能性

●連携推進法人としての活動
連携推進法人前から、人事交流や委員会活

動といった活動は実施されており、連携推進
法人設立後も、特に大きく活動内容は変わっ
ていない。連携推進法人となることで、５つ
の業務ごとに多くの職員が参加するようにな
り、理事会、評議会などガバナンスが確立し
たことにより活動の位置づけがより明確に
なった。
現在も５つの業務ごとに活動を担っている

委員会活動を中心に、活動内容について社員
法人の職員が企画運営している。

経営支援業務

委員会活動
当連携推進法人は、①地域福祉推進委員会、

②災害等支援委員会、③経営対策委員会、④人
材戦略委員会（人材確保部会・人材育成部会）、
⑤介護みらい検討委員会（物資等共同購入）の
5つの委員会により連携推進業務を遂行してい
る。各委員会委員長は５名の理事長等が務め、
委員も５法人の職員で構成している。各委員会
の活動目標に応じて、研修や調査を行うなど、
それぞれの取組を行いつつ、毎月の代表者の集
まりで進捗の共有と相互に助言を実施している。

年２回、各法人が集まり、決算諸表に基
づく経営成績及び経営戦略の報告・共有を
実施している。財務諸表や、重要な指標が
一覧化された様式に各法人が記入したもの
を用いて、各法人が15分程度、決算報告や
事業の統廃合などの戦略などについて発表
し、有識者も招く形で実施している。
キャッシュフローだけでなく損益計算も重
要であることや、金融機関との付き合いの
重要性など、経営手法の認識共有を図る場
となっている。
また、令和４年度からは、５つの定量的

指標（①新規採用職員の過去３年間の離職
率、②正職員の前年度の離職率、③有給休
暇の取得率、④年間の休日日数、⑤超過勤
務時間）についても報告・共有している。
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スーパーバイザーによる巡回
社員法人が抱える課題について、スー

パーバイザーが介入、助言、伴走をしてい
る。具体的には、研修体系の整理やOJTの
仕組みづくり、会議体系の整理などを行っ
ている。
スーパーバイザーは、連携推進法人の活

動を専任で活動しており、連携推進法人リ
ガーレの人材に関する事業の中核的な役割
を担っている。

地域福祉支援業務

各社員の地域課題が異なることから、地
域公益的取組の企画・立案や調整のため、
地域公益的取組の分類及び見直し、深化し
たい地域公益的取組の研究、実施項目の可
視化を通じて、各社員が行う取組のノウハ
ウを共有しており、共同で実施する地域公
益的取組を検討している。

実践報告大会
社員法人の現場職員が年１回集まり、

サービスの質の向上を目的に、各社員法人
の実践を報告する大会を開催している。
毎年、「看取り」や「口腔ケア」など異

なるテーマを設定し、そのテーマに見合っ
た外部の研究者を助言者として招いて実践
発表を行うことで、ケアの質やチームのあ
り方などを考える機会となっている。また、
他の社員法人の実践を聴講することで刺激
を受け、職員のモチベーションアップに繋
がり、連携推進法人としてケアの目指す方
向性を共有する場にもなっている。

統一研修
連携推進法人が共同で確保した専任職員

（スーパーバイザー）を中心に、５法人の
施設長クラスの職員が研修企画を行い、年
間を通じた研修を実施している。小さい法
人単独では実施が難しい経験別・階層別研
修を、年間60回余り実施している。具体的
には、採用時の新人研修、入職１年目、２
年目それぞれの専門研修、採用５年目以降
の職員を対象としたOJT研修、リーダー・
役職者研修などが行われている。更には介
護福祉士、介護支援専門員などの資格取得
支援研修も行っている。

人材確保等業務

人材確保共同事業
人材確保のために、各法人から総務部門

責任者等で構成される人材確保専任職員と、
採用２～３年目の若手職員によるリクルー
ターを選出し、学生とともに社員法人の施
設を巡るバスツアーの企画や就職フェアへ
の出展、学生向けオープンカンパニー等の
企画開催、広報ツールの作成、大学・専門
学校への訪問、ホームページ作成、リク
ルーター育成などの取組を行っている。
さらには、外国人技能実習生の受入も共

同で行っている。
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〇メリット
連携推進法人設立前よりグループで連携して活動を行ってきており、連携推進法人設立に伴う活動

内容に大きな違いはない。しかし、社員法人の業務内容や課題、会計状況などが公式な場で公開され、
議論されることになったため、法人間での緊張感が保たれ、ガバナンスや説明責任という意味では大
きな効果があったと考えられる。
また、連携推進法人への加入が無ければ、人材確保・育成、サービスの質の向上等を放棄せざるを

えない法人になっていたという声が、社員法人からも聞かれるように、独自に余力を持つことがます
ます困難となっている中小法人が、連携して成果を出していくことが可能となっている。

〇法人経営や法人運営における効果
①経営姿勢の変化

  経営者として経営全体を見る視点や姿勢が変わった。経営支援業務の取組により、各法人が毎
月の事業実績をきちんと把握して、課題への対策を迅速に行えるようになっている。また、従前
ではキャッシュフローばかりを見ていたが、管理会計を重視した経営分析をするようになったり、
きちんとコストを意識するようになったりなどの経営意識の変化も見られる。

② ICTや介護ロボット導入の後押し
  ICTや介護ロボット導入に関して、連携法人ならではの親密な情報交換により、積極的に見学
会や公開討論会を行うなど、導入への機運が高まってきた。それにより、機種選定、補助金申請
のポイント、職員への働きかけのコツなどを学び合い、その効果の一例として、導入に慎重で
あった法人が、最も積極的に導入をすすめるなど、全法人が、ともに確実に歩みを進めている。

③社会的信用度の向上
  現段階では厚生労働省がホームページにて連携推進法人の設立状況を公開していることから、
社員法人の社会的信用度が高まる効果がある。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
①実践の振り返りによるサービスの見直し

 実践報告大会により、日頃の実践を振り返り、言語化することで、サービスを見直すきっかけ
にもなり、サービス向上につながっている。

②研修の充実
 年間60回余りの役職別や選択制の研修は単独法人では実現しえず、スーパーバイザーを共同雇
用して共同実施していることで実現できているものである。

③採用情報の共有
 通常、採用に関する動向や情報は重要事項であるため、法人を越えて共有されることは多くな
いと考えられるが、社会福祉連携推進法人という公益性の高い法人へ参画することで、安心と覚
悟をもって、採用に関する情報の開示や相談が可能となっている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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今後に向けて
・人事交流
将来的には社員法人間の異動や出向などの人事交流を進めていきたい。ただし、異動や出向する職

員の旅費や居住地の事務的な負担をどうするか、職員の「移動や出向」に対する考え方の違いや、人
選の方法、目的を職員に適切に伝えるための準備が必要であると考えている。

・外国人介護人材の採用・育成
外国人スタッフの採用・育成について社員法人でノウハウが蓄積されつつある。雇用長期化を見据

えつつ、国家資格へのトライなど個々の専門性の向上、働きやすい職場環境の整備と生活支援など、
社員間の連携を更に強めたい。

・介護ＤＸの導入・バックオフィス共同化の検討
介護の生産性向上や事務の共通化は社員法人の中で各々先駆的に取組が行われている。しかし、5法

人が利用しているソフトウェアが違うため、共有化できていない現状がある。
この点については、経営対策委員会・介護みらい検討委員会（物資等共同購入業務）にて検討を進

めており、費用対効果の最大化を目指して、現在検討を進めている。

・提供サービス統合・再編等の検討
社員法人の多くが過疎地の人口減少地域に所在しているため、提供サービスの統合・再編等の研究、

制度の緩和措置等の提案などの検討を行っている。

調査協力 当法人代表理事 山田尋志氏

連携推進業務を実施する上で、中小規模の法人としてはより負担感のある費用負担や職員の業務負
担が課題である。社員法人職員による講師の養成やオンデマンド映像教材の作成、法人ごとのファシ
リテーターなどの育成などにより、コストを伴う事業の実施コスト低減について前向きに取り組んで
いる。

連携推進法人としての課題
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職員体制 ：専従職員１名 ※社員法人からの出向
主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算会計、理事会運営事務

※具体的な実務面では、社員法人の事務職員の協力も得ている。

2 リゾムウェル

社会福祉法人桃林会と社会福祉法人豊悠福祉会は当初から協力関係にある
中で、法人経営について、情報共有、人的交流、研修の合同実施などを重ね
る関係であり、連携推進法人制度の全体像が見えてきたタイミングで、イン
フォーマルな連携をフォーマルな形にすべく、連携推進法人を設立した。

2022（令和４）年６月設立認定

社会福祉法人桃林会
本部所在地：大阪府摂津市
実施事業 ：高齢者福祉

障害福祉、医業

連携推進法人本部
大阪府摂津市
社会福祉法人桃林会内

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事２名含む
監事 ：２名 社員法人の監事１名 財務知識を有する他法人取締役１名
評議会構成員：３名 社員法人の評議員 外部の人材育成専門家、役員体制

参画要件 ：特になし 現時点では社員法人を増やす予定はない
入会金 ：20万円
年会費 ：20万円
本部運営財源 ：入会金と年会費で運営
実施業務運営財源：社員法人から業務委託料が連携推進法人に支払われている
設立費用 ：主に登記費用
事業収支 ：令和５年度決算より

運営

連携推進法人としては、協働での地域福祉支援業務を行うとともに、人材開発などの分野で
「経営」の視点で、共通の法人改革を進めており、連携推進法人がその結節点となっている。

社会福祉法人豊悠福祉会
本部所在地：大阪府豊能町
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

障害福祉、医業

収入 金額（円）
会費 400,000
サービス収入 8,150,000
計 8,550,000

支出 金額（円）
人件費 120,000
事務費・事業費 3,015,320
計 3,135,320

※サービス収入は各事業実施に当たり必要な経費に対する社員法人から徴収分。
また、次年度支払い分も徴収している関係で収支は合っていない。

※令和５・６年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正
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2014(平成26）年

連携推進法人制度の大枠が見えたタイミ
ングで「連携推進会議」を中心に、本格的
に連携推進法人開設に向けた検討を開始し
た。

2020(令和３）年

●設立の経緯
社会福祉法人桃林会と社会福祉法人豊悠福

祉会は当初から協力関係にある中で、法人経
営について、情報共有、人的交流、研修の合
同実施などを重ねる関係である。
連携推進法人制度の全体像が見えてきたタ

イミングで、両法人の連携を公的な位置づけ
とすべく、連携推進法人を設立した。

役員・評議会構成員の人選
連携推進法人の代表理事を社会福祉法人桃

林会から選任した。社会福祉法人豊悠福祉会
からは理事を選任した。その他、社会福祉法
人豊悠福祉会の事業統括などを理事とした。
また、連携推進評議会の構成員は、過去人材
確保業務で協力してもらった人物等に担って
もらうこととした。
なお、連携推進法人の役員等の選任につい

ては、両法人の理事を兼務する者が多いため、
その中から絞るのが難しかった。

社会福祉法人豊悠福祉会が地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護事業、障が
い事業生活介護、就労継続支援B型の事業
を開始した。

2012(平成24）年

2017(平成29）年
両法人において、法人制度改革およびガ

バナンス強化の一環として、理事会および
評議員会を刷新し、両者が連携して経営を
行っていくための「連携推進会議」を設置
した。「連携推進会議」では、財務、人材
育成、人材採用等を議題として年に３回程
度定期的に開催することした。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
設立経緯から社会福祉法人桃林会と社会福

祉法人豊悠福祉会は相互に連携関係にあった
ものの、相互の独立性を維持したまま、経営
することを重視している。そのため、現時点
では合併は考えておらず、現在の連携推進法
人の形態が最も合致していると考えている。
また、今後は法人格が異なる法人との連携な
ども視野に入れていることから、合併だけで
はない連携の在り方が検討できると考えてい
る。
連携推進法人として、連携していることを

公式に対外的に発信することで、人材確保に
特にプラスの効果があったと思われる。特に
特定技能制度などの外国人の就労などに効果
があると考えている。

2015(平成27）年
地域密着型サービスへのニーズの高まり

を受け、府内二拠点での事業を効率的に実
施すべく検討し、豊能町での高齢者介護事
業を廃止し、社会福祉法人豊悠福祉会が豊
能町での事業の指定を受け、事業所、利用
者、職員等も引き継ぐ形で事業を開始した。

社会福祉法人豊悠福祉会が設立され、通
所事業を開始した。

社会福祉法人桃林会が大阪府摂津市に設
立され、保育所等の事業を開始した。

1952(昭和27）年

1999(平成11）年
社会福祉法人桃林会が大阪府豊能町にて、

高齢者福祉事業を開始した。

年明けごろから大阪府と協議を開始し、
大阪府でも前例がなかったため、お互いに
情報を密にして協議を進めた。その後、６
月に連携推進法人を設立した。

2021(令和４）年
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●連携推進法人としての活動

地域福祉支援業務

連携推進法人の設立前から、両法人は共
同で事業継続計画（BCP）を策定していた。
連携推進法人が設立された後、そのBCPを
ベースとして、協働で外部コンサルタント
に依頼し、ブラッシュアップした計画を策
定した。今後は、この計画と合わせて、災
害時の支援拠点的な位置づけとなれるよう
に活動することも視野に入れている。

災害時支援業務

アプリシエイティブ・インクワイアリーの
手法を用いた合宿会議
令和６年度より、１人１人が考える強み

や希望、理想のストーリーなどを対話しな
がら共有することにより組織の未来を創造
する、新たな組織開発の手法であるアプリ
シエイティブ・インクワイアリーを導入し、
対話型組織開発法を活用した経営ビジョン
の先鋭化に着手している。
両法人の理事長や施設長などの経営層が

１泊２日の合宿形式で集まり、この手法を
取り入れながら経営ビジョンを作り、事業
計画書への反映を実施したところである。
また、その後両社員法人内でも、連携推

進法人が各法人が実施する上での調整役を
担いながら、両法人の次世代リーダーを対
象とした１泊２日の合宿を実施して、この
手法を用いた将来的なビジョンの検討を実
施した。各法人16名程度が参加した。また、
その際に、人事制度のリニューアルや職場
環境改善、外国人支援といった具体的な取
組の必要性も生じたところであり、それら
については、その後プロジェクトチームと
いう形で引き続き検討が進められてきてい
るところである。

相互コンサルテーション等
社員法人の中には、MBA（経営学修士）
保有者が数名おり、彼・彼女らを中心とし
て相互にコンサルテーションを実施し、経
営の視点を両法人に入れることで、早期の
経営改善やブラッシュアップにつなげてい
る。
また、両法人を一体とした連携推進法人

としてアニュアルレポート（年次報告書）
を作成している。

経営支援業務

地域住民を巻き込んだファッションショー
地域住民の方がモデルとなってファッ

ションショーを実施した。このプロジェク
トでは、社員法人の職員が企画段階から関
与して、当日の運営までを実施した。連携
推進法人としては、両法人が公益的な取組
として実施したこのプロジェクトの調整役
を担った。

社会福祉連携推進法人リゾムウェルは、地
域を行政単位で定義づけるのではなく、「住
民の暮らし」単位で捉えるべきと考えていま
す。そのため両法人は、各々が所在する地域
でのコミュニティの維持・活性化に資する活
動を展開し、地域住民を巻き込んだファッ
ションショーの開催、こども食堂と宿題カ
フェや定期市と地域イベントの定着等、「縁
のある暮らしの中に群れを成して蔓延る幸
せ」を目指して取り組んでいます。

「こども食堂と宿題カフェ」
両法人が実践するこども食堂や宿題広

場の活動は、単一の目的活動ではなく、
様々な目的を持ち合わせていることを重
要視しています。こども食堂が、こども
の孤食予防というだけではなく、住民同
士のコミュニケーションの場であったり、
災害への備えにつながったり、宿題カ
フェが、学力低下への対応だけではなく、
学びの格差への対応であったり、こども
が安心して過ごせる第三の居場所の役割
を果たしたりと、目的の豊富さの意義に
も着目しています。
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特定技能外国人の受入体制
特定技能外国人を社員法人へ紹介する仕

組みを構築し、出入国管理及び難民認定法
の規定により登録支援機関として登録をし
ており、併せて有料職業紹介事業許可も取
得し、リゾムウェルとして社員法人への紹
介を実施している。
また、モンゴルのウランバートルでの養

成学校運営にも参画している。

その他の人材確保等業務
外部有識者を呼んで、保育士を対象とし

たキャリアアップ研修を実施しており、連
携推進法人が他法人と協働で行うことで、
保育に関する共通の知見をもとにしたスキ
ル向上につなげることができた。
また、社員法人合同によるミドルマネー

ジャー育成を実施しており、課題分析とア
クションプランの構築・実践などを実施し
ている。
また将来的には、成年後見制度における

法人後見や他法人への外国人材受け入れ支
援（特定技能制度）を実施することの検討
を進めている。なお、現時点では明確に人
事交流をしているわけではないが、新規事
業設立時の相互のサポート体制の構築など
の下地はできつつある。

人材確保等業務

両法人で必要となる備品の共同購入等の
調整業務を行っている。豊悠福祉会が実施
する介護保険上の福祉用具貸与・販売事業
の本格稼働に伴い、桃林会との備品の共同
購入が活性化し、連携推進法人による調整
機能が定着した。

物資等供給業務

今後に向けて
現在も当初の計画にのっとり、社員法人が共

通の理念のもと活動を続けている。今後は、連
携推進法人としての人材確保や育成、物資供給
などの活動を実施していきたいと考えている。
今後、課題になると考えられることとして、

連携推進本部の事務局体制がある。それほど多
くの事業を実施していないので、専従職員１人
の体制で対応できているが、今後外国人材の受
け入れなどを開始すると、登録支援機関として
の事務量・外国人の相談業務が大幅に増えるこ
とが予想される。そのため、業務を分散させる
必要があると考えている。
また、今後、職員の交流を進めようとすると、

相互交流するための規程等の定めがないことか
ら、仕組みをまずは構築する必要がある。
なお、現在保育士キャリアアップ研修を行っ

ているが、社員法人のみの参加であれば、連携
推進業務における人材確保等業務となるが、他
の法人が参加することによりその他の業務とな
る。社員法人でなくても参画できた方が効果は
高いと思われることから、今後の運営方法につ
いて検討したいと考えている。社会福祉連携推
進法人は、社員法人の“連携”というスケールメ
リットを活かし、社員法人が有する経営資源を
駆使し、機動性や柔軟性による地域ニーズへの
対応を可能とするとされていますが、介護保険
が施行され四半世紀が経過し、変遷する地域
ニーズへ対応する次のフェーズを迎えていると
考えます。そしてその方向性は、「量」の福祉
から「質」への転換であり、福祉組織のなすべ
きことは「共生」から「共創」にあると考えま
す。そして共創とは共に活動することであり、
両法人が所在するエリアでのコミュニティ・
ソーシャルワークの実践こそがその具体化であ
り、今後の社会福祉連携推進法人に求められて
いる役割であると考えます。リゾムウェルが、
地域福祉支援業務、経営支援業務、災害時支援
業務、物資等供給業務、人材確保業務を継続す
ることはもとより、暮らしの活性化や制度の間
に埋没する人がないようセーフティネットとし
ての活動を目指してまいります。

外国人技能実習生の受入体制等
技能実習制度による監理団体の登録に着

手し、ベトナム人技能実習生を社員法人へ
受け入れる仕組みとして、現地送り出し機
関との関係構築・連携を強化し、令和６年
度に４名の受入、令和７年度に４名受入を
予定している。

26



調査協力 当法人事務局 井口仁氏 ・林真紀氏

〇メリット
社員法人が相互に経営状況を把握・比較分析をしながら、お互いの経営に遠慮なく意見し合えるよ

うになっていることや、それにより相互牽制が働くようになったことが、連携推進法人だからこそ実
現できているものである。
また、合併等により法人が大規模化してしまうと、小規模法人が行ってきた地域密着型の実践がし

にくくなる可能性があるが、連携推進法人は社員法人の独立性を担保した形態でもあるため、そのよ
うな活動を継続しやすいというメリットも考えられる。

〇法人経営や法人運営における効果
①共同での経営分析

 財務状況や稼働率などの運営状況について、法人同士で定期的に確認して比較することで、分
析することができるほか、指摘や改善案を提示し合うことでのガバナンスや組織運営に関する効
果も感じている。例えば、報酬改定の影響をどのように受けているかについて、各社員法人の財
務状況を比較することで、財務状況の変化が報酬改定によるものなのかどうかの分析ができた。

②いい取り組みの共有・伝播
 いい取り組みについての共有・伝播がなされるという効果がみられる。例えば、１つの社員法
人で実施していた内部監査の手法を他の社員法人でも取り入れ、現在では相互に監査し合うとい
う取組に進化してきた。また、１つの社員法人で取り入れていたリハビリ機器を、他法人でも取
り入れるようになったり、放課後等デイサービスを他法人でも実施するようになったりなど、
様々な取組が法人間で共有され、伝播している。

③円滑なICT導入による業務効率化やペーパーレス化
  ICT導入について、補助金活用の方法を横展開するとともに、連携推進法人が一括して業者選
定等を実施することで、業務効率化やペーパーレス化などを実現できている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
①効率的な技能実習生の受入れ

 技能実習生の受入について、通常であれば各法人が監理団体に依頼して技能実習生の受入調整
をする必要があるが、連携推進法人を１本の窓口として両法人の受入調整を実施できるほか、今
後連携推進法人が直接監理団体となることで、直接受入調整ができるようにもなる予定である。
実際に両法人で、令和６年度に４名を受入れ、令和７年度にも４名を受入予定である。

②合同研修の実施
 外部講師を呼び合同研修を行うことができるようになるなど、お互いの経験を話し合う場を作
ることができた。

〇その他の効果
 連携推進法人としてアニュアルレポートを発行し、周知広報を図ることで、サービス領域が単
独法人よりも広がって見え、魅力に感じられる要素となっている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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職員体制 ：専従常勤職員 11名（主にIT関連職員）
専従非常勤職員 ２名 兼務職員３名

主な業務 ：ICT化に関連した業務（専従職員を配置）連携推進法人の運営統括
予算決算会計、理事会運営事務 等

3 日の出医療福祉グループ

創業120年を超える老舗みりん醸造会社が、社会貢献のため、1992年に社会福祉法人日の出福
祉会を設立したことを始めとして、長く地域の社会福祉事業を展開してきた。より地域への貢
献を進めていくためには、このような理念を同じくする法人が集まり、より強固に連携して事
業展開することが重要であるとし、連携推進法人制度が設立する以前より、一般社団法人を設
立し地域での活動を続けてきた。現在も、地域を中心としたさまざまな活動やICT化の促進等に
おいて、本連携推進法人が中心となり活動が行われている。

2022（令和４）年８月設立認定

社会福祉法人日の出福祉会
本部所在地：兵庫県稲美町
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

教育事業

連携推進法人本部
兵庫県加古川市

本部体制

理事 ：６名 学識経験者、施設経験者、行政経験者等
監事 ：２名
評議会構成員：４名 弁護士、他法人役員等役員体制

参画要件 ：賛助会員等での状況を踏まえ、理事会で承認
入会金 ：100万円
年会費 ：240万円 ※前年度のサービス活動収益額計30億円以上の法人の場合
 ※賛助会員（独自制度）は 年会費 12万円、入会金10万円
本部運営財源：入会金および年会費 社員法人からの委託費等
設立費用 ：連携推進法人ができる前に、協働事業を行うための一般社団法人を設

立していたため、連携推進法人の設立に要した費用は特にない。
事業収支 ：令和５年度決算より

運営

医療法人社団奉志会
本部所在地：兵庫県加古川市
実施事業 ：医業、高齢者福祉

社会福祉法人博愛福祉会
本部所在地：兵庫県加古川市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

障害福祉、その他

収入 金額（円）
会費 8,430,000
サービス収入 234,051,134
その他収入 40,653
計 242,521,787

支出 金額（円）
人件費 62,154,952
事務費 126,204,354
事業費 39,037,356
その他支出 8,184118
計 235,580,780

※令和５・６年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正
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兵庫県稲美町にあるみりん醸造会社が地域
貢献で、社会福祉法人日の出福祉会を創設。
同年に医療法人社団奉志会も医院を開業。

1992(平成４)年

1993(平成５)年

社会福祉法改正を受け、これまでの一般社
団法人での取り組みをより組織的に運用する
ため、連携推進法人設立の方針を決定した。
兵庫県との協議も開始し、具体的に動き出す
ために事務局準備のための人材採用を行った。
その翌年には、グループ内に連携推進法人設
立準備室を設置し、設立準備に着手した。

2020(令和２)年

●設立の経緯
老舗みりん醸造会社が創立90年を契機に社

会福祉法人を設立したことが契機となり、そ
の後、理念を同じくする３つの法人が社員法
人となり連携推進法人を設立し、地域貢献活
動や人材確保のための取組を進めている。

役員・評議会構成員の人選
本連携推進法人の理事は、社員法人の元理

事長、みりん醸造会社の代表取締役のほか、
兵庫県の元職員、学識経験者などが役員と
なっている。

他法人から事業譲渡を受け、社会福祉法人
博愛福祉会が創設。

2016(平成28)年
社会福祉法人日の出福祉会、医療法人社団

奉志会、社会福祉法人博愛福祉会の共同事業
体として「一般社団法人日の出医療福祉グ
ループ」が設立された。当時は、IT人材を確
保しようと試みるも各法人単体での採用は難
しく、母体となった醸造会社でも採用が難し
いと感じていた。そのため、IT人材を複数名
採用し、福祉や医療でのIT化を促進すること
を目的としての設立であった。
また、具体的な共同事業として、日の出塾

（兵庫大学と連携した公開講座）の開催や、
ICT化の共同実施（グループ各法人のICT化
サポート、Web広報など）を実施した。さら
には、子ども向け職業体験テーマパークのパ
ビリオン出展などを行ってきた。

●社員法人の今後
今後、本連携推進法人の理念に賛同し、社

員法人の同意が得られれば、社員法人を増や
していきたいと考えている。ただし、ICT化
の共同実施等を考えると、一定程度の負担金
の支出が必要となることから、社員法人とな
るには剰余金等が一定程度必要である。よっ
て、負担金のために利用者サービスや職員の
福利厚生が低下してしまう事態が起きかねな
いことから、参画に当たっては一定の収入の
規模があったほうがよいと考えている。その
ため、まずは賛助会員からスタートし、経営
が軌道に乗ってきてから参画してもらうこと
を期待している。

グループの３法人が30周年の節目を迎えた
７月に兵庫県に認定申請を行い、８月に認定
を受けた。

2022(令和４)年

賛助会員
本連携推進法人では、独自に賛助会員制度

をとっており、会員外法人に対して、経営相
談を通じて、当連携推進法人の理念や主旨を
伝え、賛助会員への入会を促している。賛助
会員入会後の実績を踏まえ、当該法人が希望
し、理事会で承認された場合、社員法人とな
る道筋を提示している。
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●連携推進法人としての活動
社会福祉推進法人の制度が設立する以前よ

り、一般社団法人が設立されており、その法
人において幅広く活動していた。
連携推進法人として、設立を契機にICT化促

進のための人材を雇用し、社員法人と一体的
にICT化を進めている。

経営支援業務

• 業務で使用するパソコン・モバイル
機器などの調達・管理

• システム導入支援。開発・保守によ
る業務の工数・経費削減、効率化

• 会計処理システムの導入支援・開
発・保守による経理業務の工数・経
費削減

• サイバーセキュリティ対策業務
• 新規事業所開設時のIT導入支援・イ
ンフラ整備

• 既存事業のIT関連全般の保守業務
• IT関連の各種契約状況の見直し・最
適化により経費削減

• ヘルプデスク業務

• Webサイトの作成・更新・保守
• パンフレット・チラシ・名刺等、印
刷物の制作

• 施設・サービスのPR動画、採用動画
等の制作

• インターネット広告・SEO対策・新
聞折込・ポスティング等を駆使した
集客・採用支援

• 広報誌の発刊（隔月１回、年６回）
• プレスリリースの活発化による新
聞・テレビ他マスメディアへの情報
提供

地域福祉支援業務
地元大学との連携
兵庫大学（加古川市）との連携により、

介護人材に係るニーズを把握し、同大学の
入学希望者及び学生を対象とした奨学金制
度（社員法人は、職員採用により、勤務年
数・月数に応じて返還免除）を創設するな
ど、社員法人と共同による企画立案を行っ
た。この制度は他の大学等にも拡大し、さ
らなる展開を進めている。

業務におけるICT化の推進
ICT推進部を設置しており、業務に使用

するIT機器やサービスの調達・導入、イン
フラ整備、システム導入・開発に至るまで
幅広く担当し、業務におけるICT化を迅速
かつ安全に提供することで、社員法人が将
来にわたり事業継続可能となるように支援
している。具体的には次のような業務であ
る。

Web広報等の推進、広報活動の推進
社員法人から、Webサイト・広報物等の

制作や広告運用などを受託し、医療・介
護・福祉施設もしくは受託企業のPR支援並
びに利用者獲得を図っている。具体的な業
務は次のとおり。

• 社会福祉事業運営者の人的交流支援
 自立支援を進めるための取組指導
 システム化等効率化を図った利用者
確認のノウハウ提供

 リハビリ機器の選定及びリハビリメ
ニューの作成

 運営管理システムの構築支援
• 専門的知識を有する者の助言等
 導入機器の使用及び機種の選定
 財務、経営相談
 人材教育(危機管理、感染症対策等)

コンサルティング事業
本連携推進法人の社員法人及び職員は、

医療及び社会福祉事業運営に関する高度な
ノウハウを保有していることから、これら
のノウハウをもとに、医療・介護・福祉の
レベルアップを図るとともに、連携強化を
するため、各法人の医療施設及び社会福祉
施設に対してコンサルティングを行ってい
る。主に以下のような活動を行っている。

地域住民への周知広報
「日の出塾」（公開講座）を開催し、地

元住民や学生への講座も実施する中で、本
連携推進法人や社員法人の取組の周知、広
報を行っている。
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人材確保等業務
人材確保業務として幅広い活動を行って

おり、以下にあげるような活動を行ってい
る。この他にも、地元サッカーチームと連
携した「スポーツ枠」採用による介護人材
の育成・確保、福祉系・医療系大学との連
携による介護・福祉人材の育成・確保、奨
学金制度の実施などを行っている。 物資等供給業務

前述のとおり、ICT推進部において、業
務に使用するIT機器やサービスの調達・導
入、インフラ整備、システム導入・開発に
至るまで幅広く支援し、業務におけるICT
化を迅速かつ安全に提供している。また、
パソコン、無線機器、業務用スマートフォ
ン、セキュリティソフト等の一括購入を実
施している。
また、連携推進法人が一括購入する場合

以外に、介護用品や事務用品などについて、
連携推進法人として販売業者と価格交渉を
することで、廉価な価格で社員法人が購入
できるようにしているものもある。

研修等の実施支援
資格取得支援講座として、教育研修の実

施を支援しており、社員法人による共同実
施や、賛助会員等にも参画を促している。
今後も、幹部職員研修、日の出塾等で、ハ
ラスメント等の研修などを実施していく予
定である

インドネシアによる特定技能者養成
インドネシア政府（労働省）と本連携推

進法人との間で協定を締結し、インドネシ
アの職業訓練校での介護人材の養成、特定
技能者（介護）の受入を支援している。具
体的には、インドネシア政府の役割は職業
訓練校及び訓練設備の整備や生徒の募集で
あり、連携推進法人では、カリキュラムを
組んで現地に法人職員を講師として派遣し
たり、社員法人が登録支援機関になり受入
調整をしたりしている。さらに、同国の国
立大学とも協定を締結し、介護人材の養成
を開始している。

人材確保・人材交流支援等
社員法人に対し、人材確保・人材交流を

目的として、エキスパート人材（管理職、
介護支援専門員、看護師、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士、介護福祉士）を出
向させ、各法人の支援の質の向上を支援し
ている。また、これらの人材の交流も進め
ている。

社員法人からの人材採用業務の受託
社員法人からの人材採用業務を一括で受

託しており、専用求人サイトの立ち上げ、
運営や、就職セミナーの開催などを行って
いる。

介護業務への理解促進による人材確保
小学生等を対象に、介護福祉士の仕事を

体験できる「ケアサポートセンター」パビ
リオンを、兵庫県の協力により職業体験
テーマパーク（西宮市内）に出展し、介護
の仕事の普及と啓蒙を進めている。

本連携推進法人において、「日の出医療
福祉グループ災害対応指針」を策定してい
る。同指針に基づき、台風・地震等の危機
管理事案に対して、利用者の安心安全を守
るため、社員法人が連携して、危機管理
（災害）対策本部を合同で設置し、被害を
最小限にとどめるとともに、一刻も早い事
業継続と早期復旧を目指すこととなってい
る。
このほか、大地震等の自然災害や感染症

発生時のBCP（事業継続計画）の作成を支
援している。

災害支援業務
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関東や関西などに約170の事業所があるため、全事業所における情報共有がきちんとなされること
が重要であるが、毎月会議を実施しているものの、スムーズにいかないときもあるという課題がある。
また、ICT導入も事業所によってレベル差がある。そのような中で、社員法人共同で10のエリア制を
導入しており、エリア長等を通じて、それぞれの管内の情報共有やサービスの平準化を図っていると
ころである。

連携推進法人としての課題

〇メリット
連携推進法人設立により、以下のような様々な効果を生むことができる。

〇法人経営や法人運営における効果
① ICT部門集約化等による業務効率化や経費削減

 ICT部門を連携推進法人に集約しており、約10名のICT人材を雇用して、ハード系とWebペー
ジや映像などのコンテンツを作成するソフト系の２部署体制を敷いている。それにより、 ICT機
器・セキュリティソフト等の一括購入やヘルプデスクの設置等によるICT業務の効率化が実現し、
社員法人が単体で取り組むよりも、経費削減が図られている。また、介護用品等の販売業者との
価格交渉や、採用ツール（求人サイト）の活用・契約についても、同様に連携推進法人に集約す
ることで、経費削減効果が生まれている。

②金融機関からの信用力向上
 社員法人は、いずれも事業活動収入が50億円超の規模の法人であるが、３法人を合わせると200
億円弱の規模の法人となることで、連携推進法人及び各社員法人の金融機関からの信用力がさら
に高くなるというメリットがある。また、賛助会員についても、グループ法人としての位置付け
があることで、信用力が高まるといったメリットがある。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
①研修の共同実施によるスキル等の均質化・向上

 研修の共同実施等による社員法人の職員の能力やスキルの均質化を通じて、サービスの質の向
上が図られている。また、職員が他法人へ異動したときでもハラスメントなどの共通認識がもた
れていることや、ノーリフティングケアなどの業務実施方法が全社員法人において共通して導入
されていることなど、業務実施の継続性における効果もある。

②法人間異動によるキャリアパスの実現幅の拡大
 就業規則や給与形態などの様々な規程の統一化により、社員法人間の異動のハードルはかなり
低い状況が生まれている。それにより、毎年職員が記入する自己申告シートの中には、将来の自
分自身がどうなりたいかや異動希望についても書くこととなっているが、キャリアパスの実現幅
が広くなっているという効果がある。

③１法人では実現が難しい取組の実施
 １法人では実現が難しいインドネシア政府との協定締結等の国際的な取組や、職業体験テーマ
パークへの出展などの取組を実施できている。例えば、インドネシアについては、これまでに約
340名（受講中を含む）の特定技能外国人の養成を進めてきているほか、全体で115名の同国の特
定技能外国人を受け入れている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果

調査協力 当法人事務局 山本氏、雁金氏
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ヒアリング実施後の主な変化
〇大学との連携については、地元の兵庫大学に
加え、関西福祉大学、神戸常盤大学、神戸女子
大学と連携協定を新たに締結し、産学連携の取
組の充実を図っている。
〇特定技能（介護）人材の養成・確保について
は、兵庫県と新たに「公民連携による外国人介
護人材の活躍に向けた取組に関する連携協定」
を締結し、取組を進めている。
〇スポーツを通じたブランディングの強化、人
材の確保・育成を図るため、実業団卓球チーム
の創設、「卓球枠」採用による介護人材の確保、
事業所における卓球療法の活用などに取り組ん
でいる。
〇推進体制としては、事務局総務室、ICT推進
部、みらい戦略部、コンプライアンス推進本部、
内部統制部の５部門に強化し、連携推進事業を
さらに推進していく。

（令和８年３月現在）
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職員体制 ：兼務非常勤職員 ２名
主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算会計、理事会運営事務

※具体的な実務面では、社員法人の事務職員の協力も得ている。

4 光る福祉

光る福祉は、設立当初から連携して法人運営を行っていた２つの社会福祉法人が中心となり、
そこに株式会社が加わった連携推進法人である。千葉県内を活動の拠点として、社会福祉事業
を展開する３つの法人が、地域福祉や経営改善等の視点で活動を続けている。

2022（令和４）年10月設立認定

社会福祉法人開拓
本部所在地：千葉県八街市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

障害福祉

連携推進法人本部
千葉県八街市

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事長３名 県内の社会福祉法人理事長等
監事 ：２名 元教育長、県内の社会福祉事業運営株式会社代表

※社会福祉法人光明会の監事を兼務
評議会構成員：６名 県内の社会福祉事業関係者 利用者の家族
                              弁護士 大学教授 社会保険労務士 等

役員体制

参画要件 ：特になし 法人本部での活動関連費用
入会金 ：10万円
年会費 ：24万円
本部運営財源：入会金および年会費
設立費用 ：主に登記費用
事業収支 ：令和５年度決算より

運営

社会福祉法人光明会
本部所在地：千葉県八街市
実施事業 ：障害福祉

株式会社グッドライフ
本部所在地：千葉県八千代市
実施事業 ：障害福祉、児童福祉

収入 金額（円）
会費 720,000
サービス収入 4,406,906
寄付金収入 10,000
計 5,136,906

支出 金額（円）
人件費 385,000
事務費 115,000
事業費 4,552,459
計 5,052,459

※令和５・６年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正
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社会福祉法人光明会が設立。
1998（平成10）年

2007(平成19）年

●設立の経緯
設立当初より関係が深かった社会福祉法人

同士が、独立性を担保しつつ、公的に認めら
れた協力関係を構築することを目的として設
立した。また、連携推進法人制度創設のタイ
ミングで、設立に賛同する株式会社も加わり、
３者で設立した。今後は、理念に共感した社
員法人を増やしていくことも視野に入れて、
より有益な活動を進める予定である。

役員・評議会構成員の人選
連携推進法人の役員等の人選については、

社員法人の代表者の他、もともと接点のある
千葉県内の社会福祉法人や弁護士、社会保険
労務士、大学の教員等に依頼をしており、特
に人選に困ることはなかった。監事は所轄庁
である千葉県にも確認し、社員法人の監事で
も問題ないとのことから、社会福祉法人光明
会の監事に依頼をした。
また、連携推進法人の役員等の人選につい

ては、社員法人の理事会・取締役会にて、特
に異論なく了承が得られた。

社会福祉法人開拓が設立。社会福祉法人
開拓の設立当時の理事長（現理事長の兄）
と社会福祉法人光明会の理事長は、八街市
議時代の同期関係であり、法人設立当初よ
り協力し合いながら社会福祉事業を展開し
ていた。具体的には、災害時の協力、職員
研修の合同開催などの活動を行っており、
連携推進法人の認定を受ける前から、連携
協力協定を結ぶなどの協力体制が築かれて
いた。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
連携推進法人は、フォーマルな関係性のも

と、社員法人同士の独自性を維持して事業を
展開できることの意義が大きい。対外的にも
連携していることを示すことができることで、
人材確保の面でもプラスに働くと考えられた。
また、社会福祉法人だけではなく、株式会

社も連携できるというメリットがある。社会
福祉法人だけではなく、株式会社等の民間の
経営の視点が入れられることもメリットと感
じた。
なお、社会福祉法人開拓と社会福祉法人光

明会においては、設立の経緯やこれまでの関
係性を考えると合併という選択肢も可能性と
してあるが、現時点では独立性を保ったまま
経営することが重要であると考えられること
から、すぐさまの実施は想定していない。

当時インフォーマルな関係であった両法
人の関係を、お互いの独立性を保ちつつも
フォーマルな関係にするために、連携推進
法人制度の全体像が見えてきたことから、
連携推進法人設立に向けた準備を始めた。
連携推進法人創設の準備を進めていたと

ころ、千葉県内で障害福祉事業を展開して
おり、千葉県社会就労センター協議会
（SELP協）の活動でも接点があった株式
会社グッドライフの代表取締役が、連携推
進法人への加盟に前向きな意向を示した。
株式会社グッドライフの代表取締役はオー
プンなマインドの持ち主で、経営に関する
様々なノウハウを有しており、社会福祉法
人にはあまりない経営感覚を持っていると
考えられたことから、連携することでプラ
スになると考えられた。社会福祉法人開拓
と社会福祉法人光明会の両者とも、もとも
と同社に接点があったことから、株式会社
グッドライフの申し出を受け入れ、３者で
協議を進めた。

2021(令和３）年

所轄庁の千葉県には一般社団法人設立の
タイミングから相談し、10月に連携推進法
人の認定を受けた。

2022(令和４）年
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●連携推進法人としての活動
当連携推進法人における連携推進業務とし

て、社会福祉協議会と連携した地域福祉支援
業務、人事評価システムの共通化などが活動
の特徴として挙げられる。
また、理事会の他に、コアになる人材が集

まって開催する「経営研究会」も特徴と言え
る。連携推進業務の展開は当研究会を軸に進
めており、今後の様々な業務を模索している。

人材確保業務

当連携推進法人では、社会福祉法人に義
務づけられた「地域における公益的な取
組」を効果的に遂行するために、困窮者等
事業対象者のニーズ把握にかかる研究や、
社員法人単独より共同実施の方がその効果
が期待できるケースの研究等を実施するこ
ととしており、今後連携推進法人において
推進していくこととしている。
具体的には、令和５年度に、八街市社会

福祉協議会からの依頼に基づき、生活困窮
者自立支援事業の「学習支援」を実施する
ための会場提供を実施する方針を固め、令
和６年度に「学習支援のための会場提供」
をした（参加児童延べ30名）。また、八千
代市社会福祉協議会にも同様のスキームで
の実施を提案しており、この他にも、地区
社協と連携した取り組みを今後実施してい
くことを検討している。

地域福祉支援業務

参画する３法人の幹部が社会福祉事業の
経営について学ぶ場（経営研究会）を設け
ている。令和５年度はインナーブランディ
ングについて共同で研修受講し、これを基
に令和6年度にかけて数回にわたりブラン
ドイメージの深化を進めた。この中で、顧
客ニーズの捉え方や外部環境の捉え方など
経営理念について検討するとともに、株式
会社のノウハウを生かした法人経営改善に
関する勉強会を開催してきた。
また、経営研究会では。例えば賞与の問

題など、社員法人が直面している事案につ
いても取り上げて議論することもある。

経営支援業務

社員法人間共通の人事評価システムの導
入（光明会と開拓）や福祉の専門技量実践
研究発表会などの取組を行っている。将来
的には、人事交流や協働での採用説明会の
実施などを検討している。

連携推進法人の運営を担う経営実務者会議
連携推進法人としての活動経過や今後の事

業計画の策定といった法人の意思決定は理事
会で行っているが、この他に「経営研究会」
を実施している。
「経営研究会」は社員法人の理事長等が参

加して３者で開催するとともに、頻繁にやり
取りをして、研修等の活動内容について検討
をしている。
この研究会活動の輪を広げていくことで連

携推進法人に参画する社員を結果として増や
していく道を模索したい。

共通の人事評価システムを導入
人事評価制度の運用自体は、現在は各法

人で行っているが、連携推進法人の社員法
人間（光明会と開拓）で共通の人事評価シ
ステムを導入した。これにより将来的には
人事交流や人材育成にもつながると考えら
れる。
また、将来的な人事評価制度の共通化な

ども視野に入れて、外部講師に依頼して、
社員法人のリーダークラスを対象とした
フィードバック研修を実施している。

発表会の開催
福祉の専門技量実践研究発表会を連携推

進法人として社員法人の職員を対象に実施
している。事前にエントリーした職員が実
践研究レポートを提出し、発表会にて実践
報告プレゼンをした（令和６年度の発表は
３法人等から10名が実施）。事前査読に加
え、当日のプレゼン後において連携推進法
人役員等が審査し、優秀者を表彰すると
いった活動を行った。本発表会を通じて、
他法人の事業内容の理解が進むとともに、
職員間の相互交流も進むと考えている。
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今後に向けて
連携推進法人への加盟について、株式会社からの加盟への意思が寄せられたが、構成社員の社会福

祉法人の割合が50％以上という要件から見合わせざるを得なかった。設立して間もないということも
あり、今後さらなる事業展開を進めていきたいと考えている。

調査協力 当法人代表理事 内藤晃氏

〇メリット
経営者は孤独であるので、連携推進法人という枠組みの中で、直面している経営課題などについて

真摯に話し合うことができ、経営者としての心の拠り所ともなっていることがメリットとして大きい。

〇法人経営や法人運営における効果
①経営上の望ましい検討・決定

 財務の健全化に取り組む上では、社員法人間での状況比較をしたり、真摯な話し合いの中で信
頼できる人から助言等をもらったりすることで、経営の決定方針に対する確信をより持つことが
できるということがある。例えば、処遇を見直さざるを得ない場面であっても、職員に対する遠
慮を経営者として感じることもあるが、処遇の見直しを適切に実施することで、令和６年度に赤
字経営から脱却できたという社員法人もある。

②共同購入によるシステムの安価導入
 人事評価システムについて、共同購入することで安価で導入できた。元々各法人で購入するこ
とも検討されていたが、個別購入では収支が合わないと販売業者に交渉したところ、安価で共同
購入できることとなった。

③労務等の事案対応能力の拡大
  顧問税理士や社会保険労務士、会計ソフトなどを共通にすることで、労務等に関する相談の共
有ができ、事案に対する対応能力が拡大している。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
①取組や人材の共有

他法人の取組や人材についてお互いに知る中で、相互交流が生まれるという効果がある。例え
ば、１つの社員法人に所属する理学療法士の職員が、実践発表でプレゼンを実施したところ、別
の社員法人から注目をされ、その法人でも業務に関わることとなったということもあった。

②求人活動のコスト低減・求職者に対する信用力向上
  共同で求人活動を行うことでコスト低減の効果もあるほか、求職者から見た信用力の向上にお
いても効果があると感じている。

③人事評価の円滑化
  人事評価において同じシステムやプロセスとすることで、スケジュール管理もしやすくなるほ
か、サポーター（上司などの評価者のこと）としてどのような関わりをすべきかなど、サポー
ター同士の相談も社員法人間でできるようになっている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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ヒアリング実施後の主な変化
株式会社の加盟について
構成社員の過半数が社会福祉法人、という条

件のため参加希望の株式会社については賛助会
員としてオブザーバー参加を認めることとした。
令和７年度より株式会社１社が参加した。
賛助会員の参加費は実費用の按分負担とし、

特段の年会費は定めていない。また経営研究会
への参加を認めるとともに、参加実績が評価さ
れ、期中退任した監事の後任に補欠選任された。
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職員体制 ：兼務職員２名 ※連携推進法人の設立にも関与。普段の関与率は２割程度
※理事会前後には関与率が上がる

主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算会計、理事会運営事務
※事業を実施する際は社員法人の職員が中心に実施。
防災事業の際は、社員法人の１つがホストとなり事務局を担う。

５ 一五戸共栄会

同じ創業者であるというルーツが同じ法人が集まり、連携推進法人を設立
した。各法人の地域特性に合わせた活動の独自性を維持しつつ、公式にも連
携が認知されることを目的として、連携推進法人を設立した。

2022（令和４）年11月設立認定

社会福祉法人一誠会
本部所在地：東京都八王子市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人五常会
本部所在地：岐阜県中津川市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人戸井福祉会
本部所在地：北海道函館市
実施事業 ：高齢者福祉

連携推進法人本部
東京都八王子市

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事長３名、学識経験者、施設経験者、事務長等
監事 ：２名 サービス内容がわかる人、財務がわかる人
評議会構成員：３名 医師、施設管理者、財務がわかる人役員体制

参画要件 ：特になし 現時点では社員法人を増やす予定はない
入会金 ：100万円
年会費 ：120万円 ※事業規模に応じて変動あり
本部運営財源：入会金および年会費
設立費用 ：連携推進法人立ち上げのためのコンサルティング費用の他、登記費用、

印紙代他雑費、連携推進法人のホームページ開設・作成費用
事業収支 ：令和５年度決算より運営

収入 金額（円）
会費 3,000,000
計 3,000,000

支出 金額（円）
人件費 1,260,000
事務費・事業費 981,413
計 2,241,413

※令和５・６年度にヒアリングを実施。（記載内容はヒアリング時点）
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３法人合同防災協定を締結し、以降、毎
年、合同で防災訓練を行うなどして親密な
協力関係を築いてきた。この他にも、各法
人で行事やイベントを行うときは、五平餅
やジャガイモなど、各法人の地域の特産品
を持ちより、ふるまったりしていた。また、
社会福祉法人五常会を設立する際には、社
会福祉法人一誠会で施設管理者が研修を受
けるなどを行っていた。その後も、生産年
齢人口の減少、深刻な過疎化の進行など
年々厳しくなる経営環境に対応するため、
法人間で理事を相互に擁立し、様々な視点
から経営課題を解決する取組を行ってきた。

2020(令和２）年

４月に連携推進法人設立に向けた検討を
開始した。連携推進方針や事業計画の大枠
を固め、外部コンサルティング会社の協力
も得て、同年９月には一般社団法人を設立
し、11月に所轄庁である東京都より正式に
連携推進法人の認定を受けた。
東京都における初めての認定であったが、

適宜相談しながら進めることができ、ス
ムーズにやり取りすることができた。

2022(令和４）年

１月から、事務局長が着任し、本部事務
局体制も整ったことで、本格稼働すること
となった。
設立時に、社員法人の理事への説明が一

部不足していた点があり、その説明のため
に時間を要したが、丁寧に説明することで
理解を得ることができた。

2023(令和５）年

●設立の経緯
３つの社会福祉法人の創業者が同じである

ことがきっかけとなり、連携推進法人を設立
することとなった。

役員・評議会構成員の人選
理事は、社員法人の各理事長と学識経験者、

地域の代表者、現任施設長等を選任した。選
任にあたり、各法人の業務内容の他、法令等
の知見などがある人を探そうすると、対象と
なる人が限られてしまい、適任者を探すのに
苦労した。また、社員法人の理事の位置づけ
についても整理する必要があった。社員法人
の理事が、連携推進法人の理事とはならない
場合でも、連携推進法人のアドバイザー的な
位置づけで意見をもらうことにする等の役員
体制に関する調整を行った。
監事は、過去に接点があった人物のうち、

高齢者福祉や介護事業で行うサービスに関す
る知見がある人物と財務に詳しい人物に依頼
をした。
連携推進評議会の評議会構成員については、

医療介護の理解がある岐阜県内の医師と、北
海道で施設管理者の仕事をしている人物、財
務に詳しい人物の３名に依頼をした。評議会
は事業の実績報告の際にその評価をしてもら
うことになるため、連携推進法人や社員法人
と近い関係にあると機能しなくなると考えた
ため、そのようにならない人物を選任しよう
とした。しかし、適任者が見つからず、人選
には苦労した。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
創設者は同じではあるが、地理的に離れて

おり、各法人が地域に根差した活動を行って
いることから、それぞれの法人が独自性を
もって活動したほうが各法人や地域にとって
有益であると考えられた。そのため、合併で
はなく、各社員法人の独立性が維持される連
携推進法人を選択した。独自性を活かしつつ
も、公的に連携できる点が、連携推進法人を
選択した大きな理由である。
また、早い段階で連携推進法人を構築する

ことで、広報宣伝できる効果があると考えた
ため、早いタイミングでの連携推進法人の設
立となった。
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●連携推進法人としての活動

連携推進法人ができてからまだ間もないこ
ともあり、連携推進業務の活動は調査時点で
は一部計画段階のものもある。
引き続き、経営支援業務、地域福祉推進業

務など、連携推進法人の事務局が中心となっ
て展開していく予定である。

物資供給業務

３法人に共通で、資格取得の支援や相談
員、事務職員、介護職員のスキルアップさ
せていくための指導方法などについて、各
法人のノウハウを共有している。育成のた
めのチェックリストも作成しており、各職
員の育成のポイントを３法人共通で可視化
できるようにしている。
また、事務局長が年３回程度、各法人を

訪問をしており、法人の相談等を受けなが
らコミュニケーションを図っている。例え
ば、各法人の状況に係る全国との比較や、
中期経営計画策定に向けた助言といった経
営面での支援や、事業所合併後に各事業所
を巡回して事業所間の統制を図れるように
するといった運営面での支援など、社員法
人の本部機能を強化する支援を実施してい
る。

経営支援業務 衛生用品などの調達価格を調査の上、３
法人で共同購入した場合の見積もりを徴取
し、データベース化することで社員法人に
対して水平展開するとともに、共同購入に
向けた資料を作成している。具体的には、
介護機器や衛生用品などの一括調達、ICT
を活用したシステムの一括調達、人事・財
務などの経営システム改善に向けたコンサ
ルティングの一括発注などを考えている。
今後、連携推進法人で購入するとなると、

保管場所の確保が必要となるが、その費用
負担をどうするかなど、検討が必要な事項
がいくつかある。地理的に離れているため、
共同購入しても、保管場所から各法人に輸
送することを考えると、個別に購入したほ
うが効果的であることもあり、実施方法に
ついて模索中である。

自然災害や感染症などの災害に対し、各
社員法人が継続的に福祉サービスを実施可
能とするために、相互支援体制を構築して
いる。
具体的には、災害時支援ニーズの事前把

握、被災社員法人に対する人材の応援派遣
の調整、被災社員法人に対する応急的な物
資提供の調整、利用者の他施設への移送支
援の調整、避難訓練の共同実施やノウハウ
提供などを実施する予定である。
また、その訓練結果で見えた支援の課題

や障害、改善点などに基づき、各法人の
BCPを検証していく予定である。

災害支援業務
人材確保等業務

社員法人の社会福祉事業従事者の確保・
育成のための支援を行っており、必要に応
じて、合同での採用募集、人事交流の調整、
合同での研修の実施、外国人受け入れの相
互協力などを行っている。
合同研修については、テーマ別研修会や

次世代管理職研修などを実施している。次
世代管理職研修は外部講師を招く形で年に
２回実施しており、令和６年度は各社員法
人から合計十数名が参加した。合宿形式で
ワークショップを通じながら、自分が所属
する事業所・法人の経営分析や改善策の検
討などを行っている。また、地理的に離れ
た社員法人の職員が対面で集合することで、
顔合わせのほか、災害時の相互対応を見据
えた地域や施設状況の把握などにもつな
がっている。

毎年３月に合同の研究発表大会を開催し、
各法人の取組を発表し合うことで、情報共
有や成果の水平展開を図っている。また、
地域住民も参加可能となっており、事業所
見学や住民説明の場にもなっている。

地域福祉支援業務
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調査協力 当法人事務局 平出肇氏

社員総会の実施や理事会の開催、社会福祉連携推進評議会などのガバナンスルールが、現在の事業
規模に比して負担であると感じており、社員法人の事業規模を拡大していくことや、新規社員法人の
加入促進に向けた検討を進めているところである。なお、その際、新しく連携推進法人に参画するイ
ンセンティブがなく※、連携推進法人設立後に構成法人が増えにくいといったことや、事務体制が十
分でないため連携推進法人の取組を十分に周知できないなどの課題があるといえる。また、連携推進
業務のための財政支援も十分とは言えないと感じているところである。

連携推進法人としての課題

〇メリット
地域福祉ニーズに対応したサービス展開や各法人の経営基盤の強化が重要であり、連携推進法人に

より、各法人がそれらを実現するための経営ノウハウを共有しながら、互いに活用できるようになる。
また、全国規模の連携に対する信頼や信用が人材確保につながっているほか、社員法人間で担当者

同士が気軽に相談できる体制が構築されており、日々の事業運営がよりスムーズに行うことができる
ようになっている。

〇法人経営や法人運営における効果
①連携推進法人としての第三者的な立場でのコミュニケーションによる経営検討

 経営支援業務の中で、事務局長が各法人の経営者を訪問して、データを提示しながら第三者的
な立場でコミュニケーションを図ることで、経営の検討や議論の活性化につながっている。

② 経営ノウハウの共有
 経営ノウハウを共有することで、よりよい経営につながっている。例えば、各法人の加算取得
状況を一覧化して共有しており、加算の取得方法について相互に聞き合うことで、実際に新たに
加算を取得できるようになったという事例もある。また、生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得に
向けて、ICT機器の導入方法やタイムスタディ調査の実施方法なども、連携推進法人内で共有す
ることで、各社員法人の取組が加速化されている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
① 採用の融通

採用について、一部社員法人間で融通し合うということが実現している。例えば、ある社員法
人が４名の外国人技能実習生の募集をかけた際に、必要数を超える６名の応募があったことがあ
り、必要数を超える分については、他の社員法人につなげて面接を実施したということがあった。

② 採用面でのイメージアップ
 採用面のイメージアップにつながっていることを感じる。例えば、連携推進法人のインターン
シップの枠を設けるなどしてインターンシップの登録数が以前より増えていたり、「東京だけの
法人ではないのですね」というコメントがあるなど、学生から興味を示してもらうポイントが増
えたりしている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果

※ヒアリング時点の話である。なお、厚生労働省の令和６年度補正予算では、連携推進法人が先駆的な連携推進業務
を検討・実施する際の経費補助において、新たに設立された法人だけではなく、社員法人を２以上増やした連携推進
法人が実施する場合も補助対象としている。
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職員体制 ：兼務職員３名 ※社員法人からの出向
うち１人は、設立当初において業務委託で業務に従事

主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算会計、理事会運営事務

６ あたらしい保育イニシアチブ

保育業界をよくしたいというヴィジョンに賛同する機関や団体が幅広く集結し、設立された。
活動を通じて、保育業界を変えていくためのムーブメントを起こすことを目的としている。

2022（令和４）年11月設立認定

本部体制

理事 ：６名
監事 ：２名
評議会構成員：３名役員体制

参画要件 ：特になし 理念の共有と推進を行い、積極的に社員法人を拡大中
入会金 ：5万円
年会費 ：6万円
本部運営財源：入会金および年会費、その他、委託料、会費等
設立費用 ：約100万円

※登記等の費用、設立準備期に稼働した職員の人件費
事業収支 ：令和５年度決算より

運営

：児童福祉実施事業者
：児童福祉以外の実施事業者

収入 金額（円）
会費 2,000,000
サービス収入 110,000
寄付金収入 1,000,000
計 3,100,000

支出 金額（円）
事務費 600,000
事業費 1,000,000
その他支出 400,000
計 2,000,000

※寄付金収入は、賛助会員からの会費である。

社会福祉法人ウイステリア
本部所在地：兵庫県明石市

社会福祉法人檸檬会
本部所在地：和歌山県紀の川市

社会福祉法人愛耕福祉会
本部所在地：島根県出雲市

社会福祉法人桜光会
本部所在地：茨城県竜ケ崎市

社会福祉法人鎹
本部所在地：愛知県春日井市

社会福祉法人徳丸福祉会
本部所在地：大分県別府市

社会福祉法人にこにこ福祉会
本部所在地：香川県高松市

認定特定非営利活動法人フローレンス
本部所在地：東京都千代田区

株式会社フロンティアキッズ
本部所在地：埼玉県戸田市

株式会社リアリノ
本部所在地：大阪府大阪市

一般社団法人NECQA
本部所在地：大阪府大阪市

ソフトバンク株式会社
本部所在地：東京都港区

社会福祉法人芳美会
本部所在地：東京都町田市

学校法人正和学園
本部所在地：東京都町田市

社会福祉法人アバンダンティア
本部所在地：東京都八王子市

社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会
本部所在地：栃木県栃木市

社会福祉法人美樹和会
本部所在地：京都府京都市

学校法人東谷学園
本部所在地：山形県天童市

株式会社プロケア
本部所在地：東京都新宿区

特定非営利活動法人おれんじハウス
本部所在地：神奈川県横浜市

※令和５・６年度にヒアリングを実施。（記載内容はヒアリング時点）
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連携推進法人設立以前、東京大学で「あ
たらしい保育イニシアチブ2022」という
1,100名が参加するイベントを開催した。同
イベントでは、将来、待機児童が解消され
る未来でこどもが幸せだと感じられる社会
を実現できるか、そのために保育業界は何
をすべきかを考えることを目的に、先駆的
な実践者や有識者、著名人に登壇してもら
い、時代に先立つ保育について語り合った。
このイベント後において、単に話を聞い

ただけのイベントで終わらせることをせず、
実際に社会に対して動いていくための組織
体として、当連携推進法人を設立した。

2022(令和４）年

●設立の経緯
保育業界をよくしたいというヴィジョンに

賛同する機関や団体が、幅広く集結する連携
推進法人である。活動を通じて、業界を変え
ていくためのムーブメントを起こすことを目
的としている。

社員法人の拡大
同連携推進法人のヴィジョンは保育業界を

よくするためのムーブメントを起こすことで
あるため、社員法人は増えており、今後も社
員法人を増やしていく予定である。令和６年
度の１年間で、社員法人は６法人増えた。
実際に前述のイベントを通じて参画したい

との意志を示した法人もあり、理事会を通じ
て参画法人を増やしている。ただし、参画法
人を増やす際には、連携推進法人の理事会で
都度承認を得る必要があり、手続きが煩雑に
なるため、加盟のための審議は年に２回とし
ている。
加盟のしやすさを考え、年会費、会費はそ

れほど高くない水準で設定しており、加盟す
るだけではなく、実際に関わってほしいと考
えている。

●イニシアチブのめざすもの
このような活動等を進めていくために、当

連携推進法人では、「あたらしい保育ビジョ
ン2030」を発表している。同ヴィジョンでは、
①自園の子どもだけではなく、地域の全ての
子ども達に開かれた存在に、②限られたこど
もだけでなく誰ひとり取り残さないように、
③地域の中にあるだけでなく自らコミュニ
ティを生み出す装置に、④単体で存在するの
ではなくネットワークを形成するハブに、と
いった４つのコンセプトを示し、保育園に代
わる「地域おやこ園」という考え方を提示し
て活動をしている。
同連携推進法人では、このヴィジョンに賛

同する法人を広く募り、社会にムーブメント
を起こしたいと考えている。
イベント自体は、営利を目的とした活動で

はなく、実行委員等が有志で開催している。
保育業界をよりよいものにするという理念に
共感した人物や機関を対象として開催してお
り、同連携推進法人に加盟する第一条件とし
て、参画を希望する法人がそのような理念を
共感できることとしている。
現在、社員法人となっている法人は20法人

であり、ヴィジョンに共感する社会福祉法人
に限らず、保育事業に関連するサービスを提
供する株式会社等も参画している。幅広い業
種や法人格の機関が集まることで、「保育業
界をよくする」という動きにつなげていきた
いと考えている。

2024(令和６）年
2024年には「あたらしい保育イニシアチ

ブ2024」も開催され、盛況のうちに終了し
た。

役員・評議会構成員の人選
連携推進法人の理事は、イベントの発起人

が中心となって６人が就任している。監事は
社員法人の理事が接点のあった公認会計士と
弁護士の２人が就任している。
また、連携推進評議会の評議員には、保育

業界に詳しい３人の方が就任している。
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●なぜ、「連携推進法人」なのか？
本活動は、将来的には保育版青年会議所の

ような活動となることがよいと考えている。
法人同士の経営の独立性を維持しつつ、同

じ方向に進んでいくことが重要である。また、
営利法人やNPO法人も参画していくためには、
連携推進法人の法人形態が適していると判断
した。

●連携推進法人としての活動
「選ばれる」保育園を一緒につくることを

目標に、社員法人への経営支援業務、物資供
給業務、人材確保業務をメインの活動として
行っている。

経営状況を改善するために、社員法人か
らの事務処理委託を受け、社会福祉法人会
計上の特徴を踏まえたリースの活用や、法
人の特徴を踏まえた補助金や助成金を取得
するためのサポートを実施している。また、
児童発達支援の多機能化に関する支援や事
務の代行支援といった業務を行っている。
また、例会として２月に１回、法人持ち

回りで施設見学や法人運営手法の発表会を
実施している。例えば、動画サイトを活か
した広報啓発の手法や、処遇改善加算の取
得方法など、様々な内容が共有されている。
また、弁護士や社会保険労務士を連携推

進法人で顧問契約し、各法人が活用できる
ようにしている。

経営支援業務

連携推進法人として、採用フェアへの共
同出展を行っている。採用を進めるために
は、ある程度ブランド力が必要であること
から、地方の法人や小規模法人は有効に活
用できると考えられる。なお、求職に関す
る応募があった際は、求職者の希望勤務地
や事業の種類等を踏まえて、個別に社員法
人に紹介している。
また、ウェブによる合同研修会も実施し

ており、講義内容や講師は連携推進法人が
社員法人のニーズを踏まえて選定している。
研修プログラムを社員法人に示し、参加希
望者を公募している。

人材確保等業務

加盟法人の中には電子決済システムサー
ビスを提供する大手通信会社等も参画して
おり、規模が小さい保育事業者が電子決済
システムを活用できるようにするために、
連携推進法人としてそれら民間企業と
キャッシュレス化の推進の連携を進めてい
る。具体的にはキャッシュレス決済のシス
テム開発・導入について、連携しながら実
施している。（なお、同大手通信会社は、
保育園手帳アプリを無償で貢献しているな
ど、子どもを支援するプロジェクトを展開
しており、その縁でつながりを持った）。
この他にも、大手物販会社と共同して共同
購入の仕組みを開発中である。
管理コストをできるだけ削減し、保育そ

のものに労力をかけられるようにするため、
ICT等の導入は必須事項であると考え、大
手企業等との取組を進めている。大手企業
もサービスの対象規模が大きい方が新規
サービスを開発しやすいといった事情があ
ることから、連携推進法人としても、賛同
者を増やしていきたいと考えている。この
ような保育DXの促進は、当連携推進法人
として、特に検討を進めていきたい分野で
あると考えている。

物資供給業務
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調査協力 当法人事務局 酒井氏

運営コストの捻出が大変であり、会員や寄付の拡大を続けていきたいと考えている。

連携推進法人としての課題

〇メリット
福祉業界は法人格によって団体や連携が築かれるが、連携推進法人は法人格によって分けることな

く、また連携推進法人という公的な枠組みの中での安心のもと、理念や価値観を共有する法人が集う
ことが出来る。

〇法人経営や法人運営における効果
①低コストの相互相談による相互成長

 社員法人としては、実施方法がわからない新たな取組を始める際に、従前は保育博などのイベ
ントに参加したり、コンサルタント会社に依頼したりする必要があったが、連携推進法人への参
画により、低コストで色々身近に聞けるというメリットを享受することができ、相互成長にもつ
ながっている。

② 士業の一括契約による効率化
  一法人では負担の多い士業の顧問契約を、連携推進法人が請け負うことによって、事業の専門
領域の法務や労務に関する相談について、各社員法人が安価で依頼できるようになっている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
① 法人同士の取組の横展開

他法人の取組の横展開を図ることができるという効果がある。例えば、児童発達支援を保育園
に併設する形で実施している社員法人の事例が共有されたことを受け、実際に令和７年度に保育
園併設型の児童発達支援を開業するという社員法人が２法人ある。また、東京のある法人で実施
されていた共同送迎サービスの取組についても、新たに山形のある法人で導入されたという事例
もあった。

② 現場同士の共感や刺激
  隔月で各法人の職員に向けた研修事業を各社員法人が持ち回りで開催することにより、現場同
士の共感を得られるとともに、刺激を受ける機会にもなっている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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職員体制 ：兼務職員２名 ※社会福祉法人白寿会職員が兼務
主な業務 ：連携推進法人の運営統括、会計業務

※社会福祉法人白寿会が中心に実施。

７ 青海波グループ

当連携推進法人は、社会福祉法人白寿会が中心となり、社会福祉法人の経営
支援を主目的として設立された。地域の社会福祉事業が継続的に提供される
よう、加盟法人を募り事業を展開している。

2022（令和４）年12月設立認定

社会福祉法人よつばゆりかご会
本部所在地：埼玉県朝霞市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人大和会
本部所在地：千葉県柏市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人白寿会
本部所在地：東京都足立区
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、児童福祉

連携推進法人本部
東京都足立区

本部体制

理事 ：６名 うち社員法人の理事長２名、社会福祉事業関係者
監事 ：２名
評議会構成員：３名役員体制

参画要件 ：特になし ※現時点では明確な基準がないが、参加協議中の法人は複数存在する。
入会金 ：なし
会費 ：２万円／月
本部運営財源：会費
設立費用 ：主に登記費用
事業収支 ：令和５年度決算より運営

社会福祉法人千葉シニア
本部所在地：千葉県四街道市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人常盤会
本部所在地：千葉県千葉市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人常盤会
本部所在地：埼玉県朝霞市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

収入 金額（円）
会費 1,435,000
サービス収入 6,750,000
計 8,185,000

支出 金額（円）
事務費 3,876,221
その他支出（減
価償却費） 88,128

計 3,964,349

※令和５・６年度にヒアリングを実施。（記載内容はヒアリング時点）
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保育所等を運営していた社会福祉法人よつ
ばゆりかご会が、新たに介護保険事業に参入
することとなった。その際、よつばゆりかご
会の理事長が、長年介護老人福祉施設を経営
していた白寿会を見学し、両法人が接点を持
つようになった。その後、白寿会の理事が、
よつばゆりかご会に対して継続的に介護保険
事業の助言を行ううちに、よつばゆりかご会
の理事を兼務することとなり、介護保険事業
経営にも携わることになった。
社会福祉法人には小規模な法人が多くある

ことから、連携体制を構築し、事業ノウハウ
共有や人材確保等を共同で推進することで、
互いによりよいサービスを提供することが重
要と考えられた。このような考えに至る中で、
連携推進法人制度の大枠が示されたことから、
連携推進法人の制度に基づく法人間連携を検
討することとなった。
連携推進法人の設立にあたり、認定を受け

る前から首都圏の介護事業や社会福祉事業を
展開する様々な法人に声をかけた結果、社会
福祉法人大和会もその一つとして参加するこ
ととなった。大和会は千葉県柏市を本拠とし
ており、白寿会の拠点と地理的に近く、直接
協力しやすいこともあり、社員法人に参画す
ることとなった。
東京都には、連携推進法人設立に向けて一

般社団法人を設立するタイミングから相談を
した。東京都で初めてのケースであったが、
都の協力も得ながら準備を進め、令和４年12
月に連携推進法人を２法人で設立した。
その後、経営改善等を図る目的として新た

に社員法人４法人が参画し、現在６法人の社
員法人となっている。

設立経緯

●設立の経緯
社会福祉法人白寿会に社会福祉法人よつば

ゆりかご会が新規事業展開の相談をしたこと
が最初の契機となり、社会福祉法人への経営
支援を行うための事業形態として、連携推進
法人が選択され、設立に至った。
白寿会より社員法人に理事を派遣するなど、

経営状況を深く理解し、経営支援に向けた連
携体制の構築を進めている。

賛助会員
社会福祉法人や民間企業に連携推進法人へ

の参画を募ったところ、社会福祉法人以外に
も参画を希望する法人があった。
連携推進法人のルールとして社員法人の半

分以上が社会福祉法人でなければならないこ
とから、これら２つの民間企業は社員法人と
はならず、賛助会員として参画してもらうこ
ととした。社会福祉法人の社員法人が増えて
はいるが、令和７年２月現在、１つの有限会
社が賛助企業として参画している。

社員法人内での意思決定
社会福祉法人よつばゆりかご会では、社会

福祉法人白寿会の常務理事が理事として選任
されており、理事会でも他の理事とすでにコ
ミュニケーションができていたことから、特
に異論なく連携推進法人に参画することが合
意された。その後に参画した４法人において
も、それらの法人側から連携推進法人に参画
することを申し出ていることから、特に異論
なく合意されたと考えられる。

役員・評議会構成員の人選
社会福祉連携推進評議会の構成員の人選に

ついて、対象エリアが、東京都、千葉県、埼
玉県とまたがっており、選定するのに時間を
要した。結果的に新座市、朝霞市の社会福祉
法人の知人や元消防署長に構成員になっても
らった。
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●連携推進法人としての活動
主に社会福祉法人白寿会が中心となり、以

下の活動を行っている。特に社員法人から、
委託料を負担してもらう形で、経営支援業務
を行っているのが特徴である。

人材等確保業務

本連携推進法人の主要な業務として、白
寿会を中心とした他の社員法人の経営改善
に関するコンサルテーションがある。白寿
会職員約２名が、月に１，２回程度各社員
法人を巡回し、各法人が抱える課題等に対
して助言等を行っている。社員法人におい
て業務改善に向けたプロジェクトチームが
結成されており、巡回時にはプロジェクト
チームに対して助言等を行っているという
法人もある。
また、一部の社員法人においては、経理

業務や理事会運営等業務や定款変更手続き
などの事務業務、保育所新設に当たっての
企画や手続きなどの様々な業務を連携推進
法人で実施しており、業務の集中合理化を
図っている。

経営支援業務

白寿会が労働者派遣事業の許可を得て、
人材派遣事業を行っており、現在は１社員
法人に５名の白寿会職員が派遣されている。
人材採用の求人活動のサポートも行ってい
る。
また、社員法人で勤務する外国籍職員へ

の介護福祉士受験対策講座を、合同で実施
している。

物資等供給業務
物資等供給事業においては、例えば介護

ロボットの導入において、白寿会の現場で
使用する介護ロボット機器を各法人の職員
が実際に試す等により、機器のスムーズな
選定作業、現場導入を支援する取組も行わ
れている。
また、消耗品や給食の食材等について、

取引先を集約化して、共同購買を実施して
いる。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
経営支援の観点では法人の合併も考えられ

るが、連携推進法人設立は合併よりスピード
感をもって実現できることが、連携推進法人
を選択した理由である。また、東京都のある
補助金の支給要件として、一定の財務状況の
要件があるが、合併によって全体として財務
状況がよかった法人側も財務状況が悪くなり、
支給要件を満たさなくなるという懸念もあり、
合併とはならなかった。

貸付業務
運転資金の返済が困難な資金繰りの厳し

い社員法人に対して、白寿会が連携推進法
人を通じて３年間の貸付を実施し、経営の
立て直しを図っている。

以下のような業務を実施している。
• BCP（事業継続計画）策定支援
• 同一地域内事業所での合同訓練の実施
支援

• 災害物資リストの共通化、相互応援体
制の構築支援

• 災害（感染症）発生時相互応援協定の
運用支援

災害支援業務
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社員法人の拡大により、連携推進法人の地理的範囲が広範となってしまい、経営支援業務などの連
携推進業務の実施負担が大きくなっていることが課題である。そのため、エリアごとに核となる法人
を定めることで、担当エリア制の中で、社員法人同士で連携できるような体制を作りたいと考えてい
る。

連携推進法人としての課題

調査協力 当法人代表理事 川名康氏 氏

〇メリット
法人合併をすぐに進めるのではなく、まずは連携推進法人として法人同士の関係構築をすることで、

各社員法人が、現在の法人形態の継続又は合併という今後の選択肢を検討し、見定めるための期間を
設けることができるというメリットがある。

〇法人経営や法人運営における効果
①経営支援業務による事業改善

 経営支援業務の中で、稼働状況や加算取得状況を随時共有し、すぐにテコ入れをすることで、
増収効果につながっている。

②業務集約による効率化
  経理業務などを１法人に集約することによる効率化を図ることができている。単独法人では１
名の経理職員がいれば十分であるが、属人的になったり、退職すると不在になったりという問題
がある。しかし、他の法人分も含めて実施することで、集約化している法人では経理担当の複数
体制を敷くことができている。また、各社員法人においても、外部委託して委託先と連携や調整
をするよりも、集約化している社員法人と連携や調整をする方が容易である。

③ 物資の共同購入による支出削減
  消耗品や給食の食材を共同購買することで支出削減効果が生まれている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
① キャリア形成の多様化

他法人の運営やサービスの改善に関わる機会をもつことになり、キャリア形成の多様化につな
がりつつある。具体的には、リーダークラス・管理職クラスの職員が、他の法人に行って改善指
導や研修講師を実施する中で、自施設以外の業務改善というキャリア・業務が生まれている。例
えば、ある社員法人の施設長が自施設で外国籍職員向けの介護福祉士の受験対策講座をやってい
たところ、他法人も含めて合同で実施するようになったり、ある社員法人の介護福祉士資格を有
する外国人職員が他法人に派遣され、派遣先の外国人職員を指導することとなったりした事例も
ある。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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８ 黎明

岐阜県内の社会福祉法人・NPO  法人が連携し、経営基盤の強化と地域福祉の向上を目的に
設立された連携推進法人である。特に、一部の社員法人の本部機能を連携推進法人が担ったり、
月１回の定例会議において様々な経営的な相談を行い行政情報等の最新の情報提供をしたりす
る中で、各法人の経営や運営強化につながっている。

2023（令和３）年１月設立認定

社会福祉法人恵母の会
本部所在地：岐阜県海津市
実施事業 ：高齢者福祉

連携推進法人本部
岐阜県海津市

理事 ：６名 （社員法人の役員等、医師）
監事 ：２名
評議会構成員：３名 （社員法人の役員や町議会議員等）役員体制

参画要件 ：特になし
入会金 ：なし（設立当初は50 万円）
年会費 ：120 万円～240 万円（事業規模によって変動）
本部運営財源：年会費・業務委託費
設立費用 ：約 110 万円（登記費用、コンサル等への業務委託）
事業収支 ：令和６年度決算より運営

職員体制 ：兼任職員４名 ※社員法人と兼任
主な業務 ：連携推進業務の企画・運営、定例会議の開催、社員総会等の開催

本部体制

社会福祉法人育誠会
本部所在地：岐阜県多治見市
実施事業 ：児童福祉

特定非営利活動法人Forsmile
本部所在地：岐阜県羽島市
実施事業 ：児童福祉

サービス活動収益（円）
4,454千円

サービス活動費用（円）
6,415千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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●設立の経緯

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
恵母の会では、以前より他法人との経営面

での相談や協力関係を続けてきた。検討の過
程において、組織の一体化も選択肢の一つと
して議論されたが、介護と保育といった事業
特性や運営体制の違いを踏まえると、無理に
組織を統合するよりも、各法人が独立性を保
ちながら相互に支え合う仕組みがより実情に
即しているとの結論に至った。
こうした背景から、法人同士が継続的に連携
し、経営基盤の強化や人材・情報の共有を図
るため、連携推進法人という形態を選択した。

コロナ下で感染症対策等や災害再作等を共
同で取り組む必要性から連携の検討を開始し、
連携推進法人設立後、法人数の増減があり現
在は３法人の連絡体制となっている。

コロナ下において、恵母の会が従来から
関係者を通じてつながりのあった法人（現
在は参画していない法人）から経営相談等
を受ける中で、感染症対策や災害対策など
を共同で取り組む必要性が認識され、２法
人での連携の検討が始まった。２法人で防
災福祉連携協定なども締結する過程を経な
がら、連携推進法人の仕組みを活用できな
いかという検討がなされた。

2021 年頃（令和３）年

定期的な準備会議を開催し、定款、事業
計画、役員体制、費用負担のあり方等を協
議するとともに、BCP や災害時連携、物
資調達など、連携推進法人として重点的に
取り組むべき事業領域についても協議を実
施した。また、県に設立を相談する中で、
県から補助金活用についても案内があった。
事務所の設備費用として 100 万円の補助を
受けた。

2021～2022 年（令和３～４）年

連携推進法人を設立
2023 年（令和５）年１月

社会福祉法人育誠会と特定非営利活動法
人 Forsmile の 2 法人が加わり、社員法人
が４法人となる。２法人は、恵母の会の支
援企業とグループ形成をしていた法人と、
経営相談等を実施していた法人であった。
恵母の会と一体的に運営することをイメー
ジし、連携推進法人に参画したところであ
る。特に連携推進法人黎明が育誠会の理事
長候補者の推薦を行うなど、ガバナンス面
での連携や意思疎通が円滑になっている。

2023 年（令和５）12 月
～2024 年(令和６）１月

各法人の経営方針や組織運営の考え方を
改めて整理・協議した結果、それぞれの法
人がより自立的かつ持続的に運営していく
ことが望ましいとの判断に至り、構成の見
直しを行った。その結果、現在は3法人に
よる連携体制となっている。

2024 年(令和６） 10 月

社員法人からのお話（特定非営利活動法人
Forsmile）
企業主導型保育事業を実施しているが、黎

明とのつながりにより、地域や企業とのネッ
トワークが広がり、保育事業の安定的な運営
や利用促進につながっている。
また、黎明が有する地域資源や人材との連携
を通じて、保育内容の充実や保護者支援の強
化が図られ、地域に根ざした子育て支援の推
進に寄与している。

社員法人からのお話（恵母の会）
連携推進法人の社員法人として参画するこ

とで他法人との継続的な情報共有や意見交換
の機会が確保されている。
また、黎明とイベントを共催することで、そ
れぞれの知見やネットワークを活かした運営
が可能となり、活動の幅や発信力の向上につ
ながっている。
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経営支援業務

●連携推進法人としての活動

連携推進法人として、社員法人の本部機能
の一部事務手伝いを行う経営支援業務に加え、
災害用物資の一括購入・社員法人への配布を
行っている。

連携推進法人では育誠会の本部機能の一
部について事務的な支援を行っている。具
体的には、給与計算や会計入力、監査対応、
請求事務、補助金申請等の事務や、ホーム
ページ運営などの広報業務を担っている。
一方で、現預金管理などの管理に関わる

業務については育誠会が担っており、役割
分担を明確にした上で運営している。なお、
支援にあたっては連携推進法人の役員とし
て参画しているコン サルタント会社の職員
が制度面や実務面に関する助言を行いなが
ら、業務の円滑化を図っている。

災害等支援業務
災害用物資として、簡易トイレを連携推

進法人で一括購入し、社員法人へ配布して
いる。今後のさらなる一括購入に向けて、
対象とする物資の検討や見積もりの取得を
進めている。

連携推進法人の運営上の工夫
月 1 回を基本とした定例会議の開催によ

り、経営課題から現場の細かな運営課題まで
幅広く情報共有・議論できる場を確保してい
る。月１回の頻度とすることで、各法人に過
度な負担をかけることなく、制度改正や行政
動向等を継続的に把握し、課題を整理した上
で具体的な対応につなげることが可能となっ
ている。
会議では、新しい制度や運営上の課題につ

いての情報共有に加え、必要となる文書作成
や実務対応の進め方についても協議している。
また、連携推進法人の役員として参画してい
るコンサルタント会社の職員も参加し、行政
機関が公表している制度情報等を踏まえた助
言を行っている。
連携推進法人の事務局職員は、すべて社員

法人との兼務体制であるが、業務内容を整理
し、定例的な会議運営や事務作業を中心に業
務を集約することで、専従職員を配置せずと
も安定した運営を実現している。
また、設立初期には、定例会議の開催や災

害用物資の共同購入など、比較的取り組みや
すい活動から着手したことで、連携の効果を
早期に実感でき、社員法人間の信頼関係の構
築につながっている。
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調査協力 当法人理事長 宇野氏
業務執行理事安藤氏

恵母の会 長澤氏
育誠会 吉原氏

Forsmile 花村氏

現在、社員法人の数が限られているため、ネットワークとしての規模拡大が今後の課題となってい
る。また、事務局職員がすべて兼務体制であり、企画・調整にかけられる時間に制約がある。今後は、
業務の優先順位や段階的な体制強化を図りながら、参画法人の拡大を目指している。

連携推進法人としての課題

○メリット
月 1 回の定期的な情報共有や相談の場を設けることで、理事長や事務局同士で継続的に相談等がで

きる。これにより、経営や運営上の悩みを一法人で抱え込むことなく共有できる体制が整い、心理的
な負担の軽減につながっている。

○法人経営や法人運営における効果
①事務局機能を連携推進法人が担うことによる事務コストの低減

 連携推進法人が育誠会の事務局機能の一部を担うことで、育誠会が新たに事務員を雇用する場
合と比べ、事務コストの低減につながっている。また、育誠会の広報業務を支援する体制も構築
している。

②物資共同購入による経費削減
 連携推進法人による一括共同購入により、コスト削減や調達業務の効率化が図れている。

○人材確保・育成やサービス向上における効果
①連携推進法人からの求人活動のサポートによる採用力向上

育誠会のホームページ運営を支援する中で保育士の求人情報発信も行っている。これにより、
法人単独では十分に対応しきれなかった採用広報の強化が図られ、育誠会の採用力向上につな
がっている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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９ 園経営支援協会

園経営支援協会は、保育所等を運営する法人の経営基盤強化と保育の質向上を目的として設
立された社会福祉連携推進法人である。研修や実務マニュアル作成・提供、物資一括購入など
を通じて、社員法人の支援を実施している。

2023（令和５）年１月設立認定

社会福祉法人愛光福祉会
本部所在地：東京都立川市
実施事業 ：児童福祉

連携推進法人本部
東京都杉並区

理事 ：６名 （社員法人の役員等３名、学識経験者や元行政関係者等３名）
監事 ：２名 （税理士・弁護士）
評議会構成員：３名 （保育園の経営者等）役員体制

参画要件 ：特になし
入会金 ：なし
年会費 ：36万円
本部運営財源：年会費・業務委託費（物資購入費等）
設立費用 ：500万円（登記費用、設立資本）
事業収支 ：令和６年度決算より運営

職員体制 ：兼任職員１名 ※社員法人と兼任
主な業務 ：社員総会等の準備、連携推進業務の企画・運営、メルマガによる最新情報

の発信本部体制

社会福祉法人清心福祉会
本部所在地：東京都八王子市
実施事業 ：児童福祉

株式会社 三恭
本部所在地：東京都杉並区
実施事業 ：児童福祉

サービス活動収益（円）
6,059千円

サービス活動費用（円）
5,819千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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賛助会員について
設立当初から賛助会員制度を設けており、

現在５法人が賛助会員になっている。社員総
会などの社員法人ならではの手続き等をしな
くても、同じ連携体として活動していくこと
を実現するためのものである。

●設立の経緯
日ごろから付き合いがあった法人が集まり、

保育の質の全体的な向上を目指し連携推進法
人を設立。

日ごろの業務を通して付き合いがあり、
40年来の知り合いであった法人に、株式会
社三恭の代表であった柴田氏が声掛けをし
て検討が始まった。３法人とも保育事業を
実施しており、連携することで保育の質の
全体的な向上を目指すという目的で集まっ
たものである。
その後三恭が主導する形で連携推進法人

の具体的な実施内容や方針等を検討し、対
面での10回程度の打合せや電話での認識合
わせによる２法人への確認作業を経ながら、
構想を形にしていった。

2021（令和３）年頃

所轄庁である東京都へ相談を開始し、制
度内容や設立手続きについて協議

2022（令和４）年頃

園経営支援協会を設立・認定
2023（令和５）年１月

連携推進法人の運営上の工夫
社員法人向けにメルマガ等を活用し、最新

の制度・業界情報や経営ノウハウをタイム
リーに発信することで、社員法人の経営や保
育の質向上に寄与している。

経営支援業務

●連携推進法人としての活動

連携推進法人としては、各種研修の企画・
実施等を行う経営支援業務に加え、保育教材
等の一括購入を嫉視している。

保育、会計、人事労務等に関する各種研
修の企画・実施をしている。宿舎借上げの
課税の計算方法やAIとは何かなど、社員法
人の希望も踏まえながら、タイムリーなも
のや実務的なものなど幅広く実施している。
社員法人からの経営相談も受けている。
また、経営や事務などの実務的なマニュア
ルを連携推進法人として作成・出版してお
り、社員法人が目を通しながら、全体的な
実務が改善されるようなマニュアルを作成
している。社員法人・賛助会員は無償で入
手できる。

クレヨンや材料等の保育教材等を一括購
入することで、社員法人が市場価格より約
１割程度安く購入できるようにしている。

物資供給業務

社員法人からのお話（株式会社三恭）
保育用品全体のおおよそ四分の一程度を、

連携推進法人から定期購入している。従前は
なくなったら買うという手法をとっていたが、
様々な用品を定期購入できるおかげで、物品
管理や調達の負担が軽減された。連携推進法
人への参画にあたっては、特段不便等はなく、
参画してよかったと考えている。
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調査協力 当法人代表理事 柴田氏、事務佐野氏
株式会社三恭 竹山氏

手続きや監査対応など、事務的な負担に対して、連携効果が高くない状況を感じている。社員法人
の駆け込み寺という存在になることを目指し、賛助会員拡大による全体の規模やそれによるスケール
メリットを増やしていきたいと考えている。

連携推進法人としての課題

○法人経営や法人運営における効果
①業界の最新情報の入手
研修やメルマガを通して、業界の最新情報を手軽に入手できるようになっている。それにより、
あまり日常的に意識しない内容にも気づきを得られている。

② 保育教材等の一括購入による調達やコストの軽減
 保育教材等について一括で市場価格よりも低価格で購入できるようにしていることで、社員法
人の調達負担やコストの軽減につながっている。

○人材確保・育成やサービス向上における効果
①実務マニュアルによる事務負担軽減

連携推進法人で作成している実務的なマニュアルを通じて、事務の負担軽減が図れている。
PCのセット方法など、細部の部分で意外と面倒な部分もカバーされているという評判もある。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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職員体制 ：兼務職員３名
主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算管理、理事会運営事務

10 きょうと福祉キャリアサポート

連携推進法人設立以前から、社会福祉法人みねやま福祉会と社会福祉法人南山城学園は、人
材確保等において連携を行っていた。その後、連携を公的な位置づけとし、人材確保や地域貢
献の取組を更に推進していくことで、社会福祉に対する理解の促進および法人間連携のベンチ
マークとなることを目指し、連携推進法人を設立した。現在は、社員法人が持つ人材確保に関
するノウハウを生かし、合同での就職説明会などを開催している。

2023（令和５）年２月設立認定

社会福祉法人 みねやま福祉会
本部所在地：京都府京丹後市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

障害福祉、母子福祉、その他

社会福祉法人 南山城学園
本部所在地：京都府城陽市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

障害福祉、医業、その他

連携推進法人本部
京都府城陽市

社会福祉法人南山城学園内

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事長等
監事 ：２名 公認会計士、社員法人ではない社会福祉法人の理事長
評議会構成員：３名 学識者２名（大学教授、社会福祉協議会）

当事者１名（老人クラブ）役員体制

参画要件 ：連携の趣旨に賛同する社会福祉法人
入会金 ：なし
年会費 ：20万円 （事業活動収入が10億円未満の法人は10万円）
本部運営財源：年会費
設立費用 ：登記費用、行政書士への委託料、研修費用等
事業収支 ：令和５年度決算より運営

収入 金額（円）
会費 1,000,000
計 1,000,000

支出 金額（円）
人件費 230,000
事務費 249,374
事業費 28,084
計 507,458

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団
本部所在地：京都府京都市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉、

障害福祉、その他

社会福祉法人 宇治福祉園
本部所在地：京都府宇治市
実施事業 ：児童福祉、障害福祉

社会福祉法人 秀孝会
本部所在地：京都府八幡市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人 向陽福祉会
本部所在地：京都府向日市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人 山城福祉会
本部所在地：京都府宇治市
実施事業 ：障害福祉

※令和５・６年度にヒアリングを実施。（記載内容はヒアリング時点）
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当連携推進法人の社員法人それぞれが京
都府社会福祉法人経営者協議会（以下、京
都府経営協）の会員であり、当法人を設立
する以前から、人材確保などにおいて連携
体制を取っていた。
社会福祉法の改正により、地域における

公益的な取組が求められるなど、社会福祉
法人が果たすべき役割が増す中、さらに連
携を深めてこれに対応していくこと、また、
京都府経営協に所属する他の社会福祉法人
にとってベンチマークとなり得るような法
人間連携の事例となることを目的に、社会
福祉法人南山城学園が社会福祉法人みねや
ま福祉会に設立を呼び掛けたことが、当連
携推進法人の設立のきっかけとなった。
その後、さらに５法人に声をかけ、設立

に向けた議論や研修、組織設計を計７法人
で進めた。連携推進法人の設立における事
務手続きの関係で、先んじて２法人での設
立がなされたが、その後５法人も参画し、
計７法人の社員法人となった。

設立経緯

●設立の経緯 役員・評議会構成員の人選
理事には社員法人の理事長が就任している。

また、監事には公認会計士と社員法人でない
社会福祉法人の役員の計２名が就任しており、
評議会構成員には大学教授と社会福祉協議会、
老人クラブ関係者の計３名が就任している。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
合併ではない理由としては、資金面での連

携は構想になく、あくまでも業務の連携を目
指していたためである。また、連携推進法人
では、各社員法人の自主性を担保し、各法人
の長所を生かしつつ、連携ができると考えた
ためである。
一方、緩やかな連携にとどまらなかった理

由としては、公的な連携をもって人材確保育
成の業務を推進することで、社会福祉に対す
る地域理解が進み、社会福祉業務を目指した
いと思う人も増えると考えたためである。

●連携推進法人としての活動
社員法人間で１年間の取組内容について議

論し、計画を作成している。取組の中では、
社員法人の持つノウハウを生かして連携して
いる。

人材確保業等務
就職フェアとインターンシップフェアの

２回のイベントを社員法人合同で開催して
いる。就職フェアは、大学３年生を対象と
し、若手職員が中心となって企画・実施し
ている。また、インターンシップフェアは、
各社員法人のインターンシップへ申し込み
やすくなるように、各社員法人のプログラ
ムを紹介するイベントとなっている。
また、各社員法人は、京都府より「きょ

うと福祉人材育成認証制度」の認証もしく
は上位認証を受けており、府内でも高いノ
ウハウを保持していることから、その特徴
を生かして人材確保等業務にあたっている。

当連携推進法人設立以前から、社会福祉法
人みねやま福祉会と社会福祉法人南山城学園
は、人材確保等において連携を行っていた。
その後、連携を公的な位置づけとし、人材

確保や地域貢献の取組を更に推進していくこ
とで、社会福祉に対する理解の促進および好
事例の作成を目指し、連携推進法人を設立し
た。

連携推進法人として地域における公益的
な取組をどのように実施していくかを考え
るため、今一度、社会福祉法人の役割を見
つめ直すことをテーマとした内部セミナー
を実施し、令和６年度は各社員法人の職員
計67名が参画した。

地域福祉支援業務
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調査協力 当法人事務局 辻氏 佐々木氏 山口氏

理事会の開催など、活動規模に比して事務負担が大きく、また、事務局をどの法人が担うかという
課題もある中で、今後負担感の分散について検討していきたいと考えている。

連携推進法人としての課題

〇メリット
連携推進法人として、公的な枠組みの中で職員同士のつながりを持てていることにメリットを感じ

る。連携推進法人として緩い関係性ではなくなることで、社員法人の連携意識や参画意識が向上して
いると感じている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
① 合同での就職フェアの開催

社員法人合同での就職フェアにおいて、令和５年度は17名の参加者がおり、そのうち４名が採
用に至っているため、費用対効果の高さを感じている。

②人材確保ノウハウの共有
 採用担当者同士のコミュニケーションにより、学生とのコミュニケーションの取り方などの意
見交換ができており、それにより人材確保のノウハウの共有が図られている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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職員体制 ：兼任職員１名 ※社員法人との兼任
主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算管理、理事会運営事務

※事業を実施する際は、社員法人の職員も対応している

11 ジョイント＆リップル

従来より福祉理念を共にしながら、気軽に相談などをし合うという関係性を築いていた社
会福祉法人６法人で、社会福祉連携推進法人を設立した。

社員法人に小規模法人が多い中で、小規模法人であっても相互の相談や声掛け、連携に
よって、様々な取組への参画・関与・チャレンジが可能になっている。連携推進法人の設立は、
福祉に情熱を注ぐ人々が地域社会の夢を実現するための架け橋と捉え、地域の未来を照らし、
共に築く力強い未来を生み出すことをビジョンとして描きながら、活動している。

2023（令和５）年５月設立認定

社会福祉法人リデルライトホーム
本部所在地：熊本県熊本市
実施事業 ：高齢者福祉

連携推進法人本部
熊本県熊本市

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事長、医療法人の会計経験者等
監事 ：２名 大学教授、公認会計士
評議会構成員：３名 社会福祉法人の役員・園長、地域の福祉関係者役員体制

参画要件 ：特になし
入会金 ：１万円
年会費 ：１万円／１口 ※法人が何口年会費を払うかは任意
本部運営財源：年会費
設立費用 ：登記費用
事業収支 ：令和６年度予算より運営

収入 金額（円）
会費 150,000
計 150,000

支出 金額（円）
事務費 50,000
事業費 50,000
計 100,000

社会福祉法人おーさぁ
本部所在地：熊本県熊本市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

児童福祉

社会福祉法人ひまわり福祉会
本部所在地：熊本県合志市
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人わくわく
本部所在地：熊本県熊本市
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人青いりんごの会
本部所在地：熊本県玉名郡和水町
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人愛育学園
本部所在地：熊本県熊本市
実施事業 ：児童福祉

※令和６年度にヒアリングを実施。（記載内容は令和６年度時点）
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●設立の経緯

役員・評議会構成員の人選
連携推進法人の事業者や理念を理解しても

らっている者に依頼をした。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？

●連携推進法人としての活動
お互いの困りごとを解決できる仕組みづく

りをしている。社員法人には年間総収入が１
億円前後の小規模法人が多いが、毎月の定例
的な作業部会での集まり以外にも、毎日のよ
うに電話やメール、LINE等を利用して業務や
困りごとの相談を各法人間で共有し合い、各
法人の心の支えや安心、やる気にもつながっ
ている。

従来より、経営などについて気軽に相談な
どをし合うといった関係性が築かれていた６
法人が集まり、社会福祉連携推進法人を設立
した。

熊本地震があり、福祉避難所の開設や運
営をする中で、社会福祉法人の連携の必要
性を痛感した。

2016(平成28）年

人吉・球磨の豪雨災害があり、熊本県内
の法人が連携した熊本県DWATを設立し、
福祉避難所の開設や運営をする中で、連携
による広域支援の重要性を実感した。
また、新型コロナウイルス感染の拡大を

契機に、現在の社員法人でもある法人の就
労継続支援B型事業所においてパンやクッ
キーの販売場所がなくなるとともに、社会
福祉法人リデルライトホームの高齢者施設
では人材確保が困難になったため、高齢者
施設が、食事の準備・配膳業務について就
労継続支援B型事業所に委託するという連
携を構築した。また、学生の実習先がない
ことが問題となり、６法人で連携して学生
を受け入れるという体制も構築した。

2020(令和２）年

社会福祉法人リデルライトホームの小笠
原理事長が、法人間連携について改めて各
法人に呼び掛けたところ、現在の社員法人
のうち５法人が集まり、何ができるのか、
何が困りごととしてあるのかというのを会
議の中で出し合った。

2022(令和４）年

毎月の事務局会議を開いて社会福祉連携
推進法人設立に向けた準備を進め、５月に
連携推進法人ジョイント＆リップルを５法
人で設立した。その後８月には６法人と
なった。

2023(令和５）年

事業ごとに連携したり、単発で連携したりす
るよりも、経営課題に対して連携してかつ継続
的に対応するにあたっては、もう一段階レベル
を上げた連携が必要だと感じ、連携推進法人を
設立した。

小規模法人では自法人で福祉避難所を開
設することが難しいため、法人間で助け合
いながら福祉避難所を立ち上げる体制構築
を目指すことを目的として、社会福祉法人
リデルライトホームにて開発された福祉避
難所立上げゲーム（SgSE）を実施している。
このゲームを社員法人や社員法人がいる地
域で実施して、机上での災害訓練を手軽に
実施して、連携体制のイメージづくりをし
ている。また、このゲームに使う資材を社
員法人の就労支援B型事業所で作成して、
連携推進法人として広めていく活動を実施
している。青森県や徳島県など、熊本県外
の様々な社協や法人からも相談・依頼があ
り、ゲームの実施方法を教えに行っている。
また、能登半島地震の災害支援で熊本県

DWATとして活動する際には、社員法人間
で声掛けをして、連携推進法人全体で22名
の職員を派遣した。

災害支援業務
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人材確保業等務
求人票の作成方法や、高校や大学、専門学

校やハローワークへの求人票の提出方法など
について、話し合って共有することで、小規
模法人であっても求人をスムーズに出せるよ
うにしている。求人票を出す際は、共同で一
括送付して、求人の負担軽減も図っている。
連携推進法人として、「オープンケアキッ

ズ」という子どもの福祉・医療の仕事体験会
を、社員法人が協働しながら実施している。
また、法人が福祉人材を新たに雇用して基

本給を出すのは難しい中、福祉人材のシェア
リングとして、社員法人相互で職員の副業を
し合っている。副業をしたいという職員がア
ルバイト契約のもとで、他法人で宿直や日常
業務を実施している。

調査協力 当法人代表理事小笠原 嘉祐氏、木村氏、古賀氏

社会福祉法人リデルライトホームの高齢
者施設が、社会福祉法人わくわくの就労継
続支援B型事業所に昼食準備・配膳業務を
委託している。また、同施設は社会福祉法
人ひまわりの就労継続支援B型事業所に
シーツ交換やエアコン清掃、中庭管理の業
務を委託している。高齢者施設にとっても、
外部委託により業務改善が図られるなど、
社員法人相互の経営安定化が図られている。
また、複数の社員法人における就労継続

支援B型事業所が実施しているパンやクッ
キー販売において、販売先が手軽に発注す
ることができるようになるGoogleフォーム
を活用した授産品販売システムを、連携推
進法人として開発した。

経営支援業務

〇メリット
小さな法人では、やりたくてもできない取組が多く存在するが、連携推進法人という枠組みの中で

相互に手伝いや気軽な相談を実施することで、実現できる取組が多くある。例えば、災害派遣におい
て「これまで経験がないから職員を行かせたいとは考えつつも、どうして良いか分からない」という
思いや、生計困難者に対する支援事業において「相談支援までは出来ないけれども、何か協力はした
い」といった思いがある際に、経験している法人が声掛けをすることで、他法人においても積極的に
参加・関与・チャレンジすることが可能となる。

〇法人経営や法人運営における効果
①相互に恩恵のある事業連携

 相互に恩恵のある事業連携を実現できるという効果がある。例えば、高齢者施設から他法人の
就労継続支援B型事業所への業務委託については、就労継続支援B型事業所においては事業収入
となるほか、利用者にとっても他法人に出向いて業務をするという充実感につながっている。ま
た、委託元の高齢者施設においても、従前は介護福祉士なども昼食準備業務を実施していたため、
より専門的な業務へ従事できるようになるなどのメリットがある。

② 法人間での人的交流
  職員が他法人の施設に副業として業務従事しに行ったり、前述のように就労継続支援B型事業
所の職員・利用者が他法人の高齢者施設を訪問したりと、法人間で様々な人の行き来が実現でき
る。また、そのような人的交流は、身体拘束や虐待の予防においても効果があると考えている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
① 他法人での業務従事

職員が他法人の施設に副業として業務従事する際に、高齢者福祉と障害福祉など、多職種の業
務を経験できることにもつながっているほか、連携推進法人内での動きであるため、外部の法人
に人材が流出してしまうということにつながらないというメリットもある。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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職員体制 ：専従職員１名 ※飛騨市からの出向
主な業務 ：連携推進法人の運営統括、予算決算管理、理事会運営事務

12 共創福祉ひだ

飛騨市による行政の強力な支援・協力を得ながら、吉城福祉会と神東会の２法人で社会福祉
連携法人が設立され、その後新規法人の参画も見られている。
社会福祉連携推進法人が接着剤（ボンド）となることで、地域全体の福祉サービスの維持・
向上を目指していきたいと考えている。

2023（令和５）年６月設立認定

社会福祉法人吉城福祉会
本部所在地：岐阜県飛騨市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉、障害福祉

連携推進法人本部
岐阜県飛騨市

本部体制

理事 ：６名 社員法人の理事長及び理事、学識経験者
監事 ：２名 税理士事務所職員、飛騨市社会福祉協議会会長
評議会構成員：３名 学識経験者、飛騨市社会福祉協議会職員役員体制

参画要件 ：法人が飛騨市にあること、定款及び社会福祉連携推進方針等に同意
入会金 ：法人の職員数で異なる

（101人～：10万円、６～100人：１万円、～５人：５千円）
年会費 ：法人の職員数で異なる

（101人～：30万円、６～100人：３万円、～５人：１万２千円）
本部運営財源：入会金、年会費、飛騨市運営交付金
設立費用 ：約26万円（登記費用、設立準備委員会の委員謝金等）
事業収支 ：令和５年度決算より

運営

社会福祉法人神東会
本部所在地：岐阜県飛騨市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉、障害福祉

特定非営利活動法人飛騨市障がいのある人を支える会
本部所在地：岐阜県飛騨市
実施事業 ：障害福祉

収入 金額（円）
会費 800,000
サービス収入 5,286,170
その他収入 39,005
計 6,125,175

支出 金額（円）
人件費 742,839
事務費 4,460,838
事業費 123,698
その他支出 16,550
計 5,343,875

※サービス収入には、飛騨市運営交付金（198万円）を含む

※令和６年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正
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●設立の経緯

役員・評議会構成員の人選
地域の福祉をよく知る人に依頼している。

社員法人はいずれも地域福祉に密着している
サービスを展開している法人であり、その観
点で評議できる人である必要がある。

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
端的に言うと、合併はハードルが高く、緩

やかな連携では弱いことが感じられたことに
ある。
将来的に合併を目指すこととなっても、連

携推進法人から始めることで、そのハードル
を低くできると考えている。将来的に地域福
祉サービス維持のために、合併する可能性も
あり得る中で、まずは各社員法人において、
経営基盤の安定を目指しているところである。

飛驒市にある社会福祉法人吉城福祉会と社
会福祉法人神東会は、公設民営といった事業
形態が類似していた。
行政との積極的な連携のもと、飛騨市にあ

るそれらの社会福祉法人２法人が、地域全体
の福祉サービス維持を見据えて連携を図るた
めに、社会福祉連携推進法人共創福祉ひだを
設立した。

特に神東会が所在している神岡地域にお
ける人材確保が深刻になる中、８月から検
討懇談会という形式で、吉城福祉会と神東
会の２法人にて人材確保の在り方について
意見交換を実施し始めた（月に１回、計４
回程度実施）。
そのような中、12月に飛驒市から、効果

的な人材確保のために連携推進法人制度を
活用することの提案があり、市と両法人の
３者での設立検討を行う連絡会を、月に１
回程度の頻度で実施し始めた。その後、本
格的な設立準備に向けた準備委員会を３者
で立ち上げて、令和５年４月までの間に協
議を進めてきた（連絡会及び設立準備委員
会は、計11回程度実施）。

2021(令和３）年

６月に、吉城福祉会と神東会の２法人で
社会福祉連携推進法人を設立した。

2023(令和５）年

特定非営利活動法人飛騨市障がいのある
人を支える会が参画した。2024（令和６）
年の夏頃から意見交換をし始め、NPOの理
事会に連携推進法人の職員が出向いて説明
するなどしながら、参画に至った。

2025(令和７）年

飛騨市からの強力な支援・協力
設立当初から、飛騨市が積極的に支援を実

施している。職員１名を出向させているほか、
運営交付金も交付しており、それにより、
様々な連携推進業務が実現できている。
吉城福祉会と神東会の両法人としては、

様々悩みがある中で、行政の後押しがあった
ことが設立に向けて大きな影響をもたらした
と感じている。
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合同研修
従前各法人が実施していた職員研修や

キャリアアップ支援のための研修を、連携
推進法人として合同で開催している。

人材確保等業務

経営改善に向けた取組
令和５年度にコンサルタント会社に依頼

して、吉城福祉会と神東会の経営状況につ
いて現状分析を行った。現在の事業実施状
況や、時間外勤務や休日出勤状況などの
様々な状況把握のほか、飛騨市全体の将来
見通しを踏まえながら今後のサービスや職
員体制、人的余剰の見通しなどについても
分析し、いくつかの課題が見つかった。
令和６年度は、KPIを設定して今後具体

的にどのように経営改善を図っていくかに
ついての経営改善計画を、策定したところ
である。
コンサルタント会社や連携推進法人が第

三者目線で各法人の経営や事業を見ること
で、改善を促す流れを作っている。

経営支援業務

●連携推進法人としての活動

まずは社員法人における経営基盤の安定を
最重要課題として捉え、経営改善のための取
組のほか、様々な取組を実施している。

特定事務に関する事務処理代行
ホームページの運用支援や、介護保険・

障害福祉サービスの電子請求の請求代行、
求人チラシの作成など、連携推進法人にお
いて、各社員法人の事務を代行している。

AIやICT等の活用支援
MicrosoftTeamsによるビジネスチャット

を各法人に導入・展開し、管理までを連携
推進法人において実施している。
また、ChatGPTをケアマネジャーのケア

プラン作成にあたって試行的に導入する試
みも、連携推進法人として主導して実施し
ている。 岐阜県介護生産性向上総合相談センター

（公益財団法人介護労働安定センター岐阜
支部）と、連携推進法人による１本の窓口
としてつながりを持つことができており、
やりとりがスムーズになっている。
また、パソコンの購入について、2年間

かけて、約100台を社員法人合同で調達し
ている。

物資供給業務

同種サービス職員同士の意見交換会や勉強
会の実施
これまでに、各法人のケアマネジャーに

よる意見交換会・勉強会と、ホームヘル
パーによる意見交換会・勉強会を、それぞ
れ１回ずつ参集する形で開催した。
それぞれ管理者クラスの職員が集まり、

ケアマネジャーは２法人合わせて６名、
ホームヘルパーは４名が参加した。
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今後に向けて
新たな法人の参画や他法人との連携（協働化・大規模化）を進めていきたいと考えている。社会福

祉連携推進法人が接着剤（ボンド）となることで、地域全体の福祉サービスの維持・向上を目指して
いくとともに、デジタル（ICT）を利用した生産性向上について、広く連携していくことにより、地
域全体のリテラシー向上を図りたいと考えている。福祉＋デジタルによる「誰一人取り残されない、
人に優しいデジタル化」を目指す。

調査協力 当法人代表理事橋本 正人氏 事務局長 上葛 健介氏

理事会について、各社員法人で実施する内容と重複する内容で連携推進法人としても開催しないと
いけないなどの、事務負担が増えることが課題であるものの、それ以上のメリットを感じている。
また、社員法人の過半数が社会福祉法人に限られるため、地域で活動するNPO法人等と連携を広げ

る際には構成上の制約があり、非営利法人全体で過半数を満たせるような制度であれば、より柔軟な
地域連携が可能になると感じている。

連携推進法人としての課題

〇メリット
連携推進法人への参画という意識により、社員法人同士が一歩踏み込んだ意見交換をすることがで

きている。

〇法人経営や法人運営における効果
① 良い取組の横展開

  細かいことを含め、各法人の多くの良い取組が横展開されるという効果がある。例えば、社員
法人のある施設のみがビジネスチャットツールを導入していたが、それを全体に広げることで
ミーティングの開催など様々な調整がやりやすくなった。

② 集約化による事務負担等の削減効果
  介護保険や障害福祉サービスについて、連携推進法人として請求代行を実施することで、事務
負担や経費の削減効果が生まれている。また、パソコンの一括購入や、請求業務の電子証明書の
一括化などによっても、削減効果が生じている。

〇人材確保・育成やサービス向上における効果
①研修の充実

カスタマーハラスメントや情報研修について、従前はやりたくてもやれなかった内容の研修に
ついても、連携推進法人として実施することでできるようになった。また、外部の研修（デジタ
ル中核人材養成研修）についても、連携推進法人として各社員法人に声掛けをすることで、各法
人から計７名の参加がなされた。従前であれば、各法人において研修の案内の連絡があっても、
呼びかけられるというきっかけがなければ、参加がなされなかったことが想定される。

②同種サービス職員同士の交流による人材育成やサービス改善
  同種サービス職員同士の意見交換会や勉強会により、取組の共有がなされ、人材育成やサービ
ス改善につながっている。例えば、ケアマネジャー同士の意見交換会では、ケアプラン作成にお
けるスケジュールの組み方や科学的介護情報システム（LIFE）の導入などについて、共有化が図
られている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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ヒアリング実施後の主な変化

経営改善に向けた取組
令和５年度に現状分析、令和６年度に経営改

善計画の策定を経て、令和7年度には経営改善
実行支援を行っている。
コンサルタント会社に委託し、連携推進法人

が主体となって毎月の経営モニタリングを実施。
各社員法人の意識も変わり取り組みの成果が見
え始めている。

やさしいデジタルひだの取組
連携推進法人として社員法人に対して連携を

推進する中で、特にデジタル（ICT）を利用し
た生産性向上については、社員法人だけでなく
もっと広く連携していくことで、地域全体のリ
テラシー向上が見込まれるのではないかと考え
た。特に、一人ケアマネジャーなどの事業所で
は、ケアプランデータ連携ひとつとっても導入
するのに手間がかかっている現状。AIの著し
い進歩もしかり。
一方、マイナンバーカードによる健康保険証利
用など、高齢者にとってはパッと理解が難しい
デジタル技術の進歩がある。
「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル
化を」という観点から考えると、このデジタル
デバイドの解消は急務であると考えた。
これらのことから、社会福祉法人やNPO法

人、ケアマネ事業所などがネットワークを組ん
で連携し、デジタルリテラシーの向上と生産性
向上を図りながら、それらの法人のサービスを
利用する高齢者・障がい者・子どもやその家族
を含む地域の方々に対し、スマートフォン相談
会のようなことを、それら各法人のリソースを
使った地域貢献事業として行えないか考え令和
７年度はSlackを用い情報共有を図っている。
また、これらの活動にいずれは大学生・高校

生・中学生の参加を促し、共生と共創を育みた
い。
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13 秋田圏域社会福祉連携推進会

秋田県を拠点に、地域の社会福祉法人を中心に設立された連携推進法人。輪番制とした研修
や意見交換会等の定期的な実施により、連携推進法人事務局の負担軽減にもつなげながら、各
法人における課題や取組の共有、物資購入費低減に向けた検討、災害対策の協働した備えなど
を通じて、各法人のサービスの質向上や経営基盤の強化、人材育成を図っている。

2023（令和５）年８月設立認定

社会福祉法人正和会
本部所在地：秋田県潟上市
実施事業 ：高齢者福祉

連携推進法人本部
秋田県潟上市

理事 ：９名 うち、社員法人の役員等８名
設立時に関わっていた社会福祉法人の理事長１名

監事 ：２名 （弁護士・税理士）
評議会構成員：３名 （社員法人の評議員や民間の経営者等）役員体制

参画要件 ：特になし
入会金 ：25万円
年会費 ：15万円

※年会費負担等の観点から社員法人としての参画が困難な法人とも連携
するために賛助会員制度を設け、２法人が賛助会員になっている。年会
費２万円としている。主に研修への参加がメインとなっている。

本部運営財源：年会費
設立費用 ：11万円（登記費用等）
事業収支 ：令和６年度決算より

運営

職員体制 ：兼任職員２名 ※社員法人と兼任
主な業務 ：社員総会等の準備、連携推進業務の企画・運営

本部体制

社会福祉法人秋田県民生協会
本部所在地：秋田県北秋田市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、障害児福祉、

児童福祉、その他福祉関連事業

社会福祉法人双山会
本部所在地：秋田県三種町
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人敬仁会
本部所在地：秋田県潟上市
実施事業 ：高齢者福祉

サービス活動収益（円）
640千円

サービス活動費用（円）
466千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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●設立の経緯
少子高齢化などの社会情勢の中で、連携推

進法人設立に向け、近隣の社会福祉法人に呼
びかけて設立した。

正和会が、少子高齢化などの社会情勢か
ら厳しい経営が余儀なくされるという予見
のもと、連携推進法人制度ができ、新たな
取組として、近隣の社会福祉法人に呼びか
けながら、連携推進法人設立に向けた検討
を開始した。その際、従来より特別な結び
つきまではなかった青嵐会が取組に応じ、
２法人での検討が進められた。

2022（令和4）年頃

正和会と青嵐会の２法人で、連携推進法
人設立を見据えて、まずは一般社団法人を
設立した。正和会の当時の理事長が医師会
の会長もやっており、連携推進法人への参
画を医師会のネットワークでも呼び掛けた
ところ、正和会と同様に医療・福祉の両方
を実施している敬仁会、双山会も参画する
こととなった。
また、障害福祉サービスに力を入れている
秋田県民生協会は、医療的に脆弱な地域に
あるという背景もあり、医療を実施してい
る法人との連携を模索しており、当連携推
進法人へ参画することとなった。

2022（令和4）年11月

設立準備委員会を発足し、事務局主導で
開催・調整しながら、最終的な検討を実施
した。その際、青嵐会は社員法人ではなく
賛助会員での参画という方針となった。

2022（令和4）11月～2023（令和5）年７月

社員法人４法人＋賛助会員１法人で、秋
田圏域社会福祉連携推進会を設立した。

2023（令和5）年8月

連携推進法人の運営上の工夫
４法人とも特養を運営しているという共通

点もあり、顔が見える関係を構築したいとい
うことを目的に、特養や老健の施設長等が参
画する意見交換会を、年に４回のペースで実
施している。オンライン＋対面のハイブリッ
ド方式で、より多くの者が参加できるように
工夫しているとともに、連携推進法人事務局
の負担軽減の観点からも、社員法人が輪番制
で、テーマ等も設定しながら開催している。
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今後の災害への合同での備え
2025（令和７）９月にBCPの机上訓練を

正和会で実施した。40カ所ほどの介護施設
で合同で実施するなど、大規模での訓練で
あった。その際に、他の３社員法人も見学
し、ノウハウ等の共有を図った。
また、各法人や施設の個人携帯番号なども
含んだ災害時に活用できる緊急連絡網を連
携推進法人全体で整備したほか、各法人の
備蓄品や食料、衛生用品等のリスト化を行
い、いざというときに互いに供給しあえる
体制を構築した。

地域福祉支援業務

●連携推進法人としての活動

連携推進法人として、地域イベントの協力
を行う地域福祉支援業務に加え、能登半島地
震の支援や今後の災害に備えた訓練等の災害
等支援業務等を実施している。

地域イベント（マラソン大会）の協力を
実施している。当地域イベントは、ボラン
ティア不在等の各種問題から廃止される方
向にもなったが、社員法人である秋田県民
生協会が実行委員会事務局を引き継ぎ、連
携推進法人として各社員法人から職員を派
遣して、給水ポイントや救護所運営などの
運営協力を実施しているものである。

４法人の各用品（事務用品や介護用品、
ガソリンなど様々）の購入費を集約化して、
価格等の研究を行っている。その結果、今
年、最も予算的に大きい紙おむつについて、
納入業者を見直したことということもあり、
コストダウンにつながった。
単なるコスト比較だけではなく、例えば

使用方法や頻度など、価格面以外の見直し
にもつながっている。

物資等供給業務

人材確保等業務
社員法人合同研修・勉強会を実施してい

る。診療報酬、介護報酬の改定の勉強会、
経営に関する勉強会、高齢者虐待防止の研
修、熊被害防止対策の勉強会など、テーマ
は多様になっている。共同研修・勉強会は
社員法人の輪番制で実施している。

災害等支援業務
能登半島地震における支援

2024（令和６）１月に能登半島地震が発
生し、連携推進法人の代表理事と石川県内
の法人との間に接点があったことから、１
月４日に連携推進法人として、支援者を派
遣することを決定した。社員法人から、医
師や看護師、介護福祉士などの多職種チー
ムとして合計22人の職員が志願し、現地支
援に向かった。現地の道路事情やライフラ
インの状況、福祉施設の状況について連携
推進法人本部が中心となり情報収集をし、
富山県内にベースキャンプを置いて、そこ
から被災地まで支援に行った。選出したメ
ンバーの中には災害派遣医療チームの経験
者もおり、また、リーダーを決めて指揮系
統を明確にして、一体となって円滑に支援
を行った。なお、派遣された職員は、所属
する法人の業務として現地に派遣されてお
り、傷害保険などにも加入して訪問した。

社員法人からのお話（社会福祉法人敬仁会）
連携推進法人に参画している中で、人的交

流を一番のメリットとして感じている。職員
は自法人の施設だけで働いていると企業文化
等に染まり広い視野を持ちづらくなってしま
う懸念もある中で、連携推進法人での研修等
の様々な機会において他法人の職員と交流す
ることで、他法人の取組に刺激を受けたり、
共通する課題に対して知恵を出し合って検討
したりすることができる。また、イベント開
催や災害等での相互支援の場面においても、
顔が見える関係性があるからこその対応のし
やすさが生まれている。
連携推進法人における連携のポテンシャル

はまだあると考えているため、さらなる連携
を進めていきたいと考えている。
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調査協力 当法人理事 高橋氏、職員 三浦氏
当法人理事 社会福祉法人敬仁会 大坂氏

事務局職員が兼務体制であるため、事業企画や新規取組に割ける時間・人員が限られている。 参加
法人数の拡大や賛助会員の活用など、今後の組織規模・体制の在り方について検討の余地があると考
えている。

連携推進法人としての課題

○メリット
互いの状況を共有しながら知恵を出し合う中で、経営上の気づきを得られるとともに、災害支援や

物資購入の見直しなど、法人連携することで実現できる新たな取組を実施可能である。
○法人経営や法人運営における効果
① 新たな加算の取得など、経営・運営の向上

 意見交換会で、加算状況を取りまとめたことで、加算算定ができるようになった事業所があっ
た。また、調理員の確保が困難という共通的な課題が共有され、色々情報共有や知恵を出し合う
ことを実施したことで、スポットバイトの活用など、様々な仕組みを互いに発見できるというこ
ともあった。
また、コロナ発生時の面会方法など、法人間や施設間で対応にばらつきがある問題についても、
皆で検討しながら方法を模索し、サービス向上につながっていると感じている。

② 物資一括購入によるコスト軽減
 敬仁会では試算上では年間で140万円程のコストダウンとなる想定となった（実際は物価高の影
響により、そこまでのコストダウンに至ってはいない。しかし、確実に大きなコストダウンには
なっている）。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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14 となりの

愛知県豊田市を拠点に、複数の社会福祉法人が連携して、成年後見の受任を実施している。
連携推進法人事務局と各社員法人の役割分担のもと、各社員法人の利用者等に対する後見活動
を実施しながら、地域の成年後見の担い手不足解消や、各社員法人の職員の人材育成の場に
なっている。

2023（令和５）年９月設立認定

社会福祉法人無門福祉会
本部所在地：愛知県豊田市
実施事業 ：障害福祉

連携推進法人本部
愛知県豊田市

理事 ：８名 （社会福祉法人の役員等４名、弁護士１名、元行政関係者１名、
社会福祉士2名）

監事 ：２名 （地元の信用金庫の専務理事、会社経営者）
評議会構成員：６名 （福祉分野の学校長や弁護士、司法書士、障害を持つこどもの親

族、地域の会社経営者、介護サービス会社の経営者等）
役員体制

参画要件 ：地域の福祉課題の解決に向けて連携して取り組む意欲のある社会福祉法
人及び福祉関係団体

入会金 ：１万円
年会費 ：24万円、その他 法人後見運営負担金、充実財産投下あり
本部運営財源：年会費・事業収入
設立費用 ：16万円（登記費用等）
事業収支 ：令和６年度決算より

運営

職員体制 ：事務局３名（常務理事2名、非常勤職員１名）
主な業務 ：法人運営会議等の準備及び参加、成年後見業務に関するコーディネート、

社員法人職員への研修・ケース検討会の開催、社員法人及び地域関係機関
との連絡調整・情報共有本部体制

社会福祉法人大和社会福祉事業振興会
本部所在地：愛知県小牧市
実施事業 ：障害福祉、児童福祉

社会福祉法人輪音
本部所在地：愛知県豊田市
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人オンリーワン
本部所在地：愛知県豊田市
実施事業 ：障害福祉、障害児福祉

サービス活動収益（円）
9,366千円

サービス活動費用（円）
10,110千円

※令和７年度にヒアリングを実施。

73



●設立の経緯

●なぜ、「連携推進法人」なのか？
各法人は専門性や人材・ノウハウを活かす

ことができる強みを持っている。しかし一つ
の社会福祉法人で行うには限界があるため、
チームで支援のできる連携推進法人の立ち上
げに至った。

連携推進法人を活用した法人後見の実施を
検討し、地域内で賛同できる社員法人を集め、
連携推進法人を設立した。

豊田市の職員と無門福祉会で、社会福祉
法人に連携推進法人を活用した法人後見の
実施について、地域内の各法人を訪問して
回りながら説明をした。また、市内社会福
祉法人に本構想について手紙を書いて送っ
たうえで、説明会を開催した。そのような
中で、３法人が構想に賛同し、社員法人と
して参画することとなった。また、社員法
人になることが難しいとなった３者も、賛
助会員として関わりを持つこととなった。

2023（令和５）年１月～５月

設立までの間、市役所に約５，６回集ま
り、連携推進法人設立に向けた具体的な話
し合いなどを実施しながら、設立に至った。
家庭裁判所や豊田市、豊田市成年後見支援
センターとの綿密な調整も図った。連携推
進法人の仕組みを理解している行政や成年
後見として内情を知る者、社会福祉法人と
いったこれらの関係者の誰一人が欠けても、
連携推進法人設立はできなかった。

2023（令和５）年９月

賛助会員について
賛助会員制度を設け、社員法人としての参

画は難しくても、成年後見に対する理解醸成
や将来的な連携可能性の模索など、連携推進
法人とつながりを持ってもらうことに意義を
感じている。設立当初より、高齢者施設、障
害者支援施設等を実施している３つの社会福
祉法人又は事業所が賛助会員となっている。
研修や情報交換の場に参加している。

行政からの支援について
連携推進法人制度の具体的な実現に向けて、

豊田市職員が支援を行った。認可に向けた愛
知県の担当者との協議にも市の職員が同行し
た。また、法人後見をやっていくうえで、地
元の信用金庫や家庭裁判所などの関係者への
説明の際にも、協力を得た。

成年後見活動の実施
具体的な後見活動は、連携推進法人の専

従職員で後見業務の経験のある社会福祉士
と、社員法人の職員７名が行っている。現
在17名の方々を受任している。17名の被後
見人等のうち、社員法人の利用者が４名お
り、賛助会員の利用者は10名である。その
他３名は支援が難しく専門性が求められる
ケースである。となりのが受任するケース
の特徴として、比較的年齢が若く、長期に
わたって後見が必要な者であるということ
がある。

●連携推進法人としての活動
地域福祉支援業務として、成年後見活動を

実施し、成年後見に関する研修も実施。

事務局の
主な業務

• 被後見人等の全体管理
• 被後見人等の金銭管理
• 実務者会議の開催
• 社員法人の職員の実務研修の実施

社員法人
の職員の
主な業務

• 月に１回、本人の様子を見に行く
• ケアネット（行政が作っている情報共有
ツール）への記録入力

• 実務者会議への参加
• 初回の家庭裁判所への報告などの後見事務

地域福祉支援業務

豊田市における成年後見の必要性について
豊田市は企業城下町という特性から、就労

を機に他地域から単身で転入してきた市民が
他地域より多い。そのため、親族等が遠方で
頼ることができない単身高齢者が多く、より
成年後見の必要性が高い。
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利益相反とならないようにする仕組み
活動にあたっては利益相反にならないよ

う注意しており、仮に下図にあるように、
被後見人がB法人の利用者だった場合は、
B法人は後見活動に参加させず、利害関係
のないA法人の職員が業務として後見活動
に参画する。そうすることで、被後見人か
ら見た場合の利益相反関係にはならない仕
組みをとっている。

成年後見に関する研修の実施
各社員法人の後見活動を実施する職員は、

受任直後に支援方針を立てるところから、
連携推進法人の事務局の実務研修を受け、
後見活動のスキルを高めていく。各社員法
人では後見活動も業務の一環として位置付
けており、通常の業務を行いながら後見活
動も実施しているという状況である。
また、年に１度、成年後見制度をテーマと
した研修も実施しており、賛助会員等へも
広く開放している。

家庭裁判所

当連携推進法人

社員法人A 社員法人B

被後見人

法人後見受任

後見

後見活動
に参画 サービス

利用

支援員

社員法人からのお話（社会福祉法人輪音）
地域における公益的な取組について社会福

祉法人として実施しなければならないという
課題意識がある中で、１法人では取り組めな
かった成年後見という地域課題に対して、他
の法人と連携することで取り組めるように
なったことが一番のメリットとして感じてい
る。
現在は後見業務が主な連携推進業務となっ

ているが、今後防災など、他の地域課題に対
しても公益的な取組として実施していければ
よいと考えている。
また、輪音からは相談支援業務をやってい

る職員が後見業務にも携わっている。他の法
人のベテラン職員の支援方法や、実務者会議
における他法人の知識・経験の共有を図るこ
とで、４法人分のスキル習得ができる点も、
連携推進法人参画のメリットとして考えてい
る。
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調査協力 当法人職員 尾関氏 高橋氏
社会福祉法人輪音 千葉氏

制度や仕組みがまだ十分に地域に知られておらず、周知・広報が課題となっている。また、財源が
会費や限られた事業収入に依存しており、今後の事業拡大や人員体制の強化に向けた安定的な財政基
盤の構築も課題。制度自体が新しいということもあり、行政や関係機関との役割分担・連携のあり方
を模索している段階であり、実績を積みながらモデルを確立していきたいと考えている。

連携推進法人としての課題

○メリット
連携により実現した成年後見

 一法人では対応困難なケースを、複数法人で支えることで、支援の継続性・安定性が高まって
いると感じている。
共同で研修や事例検討を行うことで、法人同士のネットワークも強化され、日常的に相談し合

える関係性も構築されている。

○人材確保・育成やサービス向上における効果
① 月１回の実務者会議による後見活動のスキルアップ等

 月に１回の実務者会議で、各職員が担当する者の様子や今後どのような支援が必要になるかな
どを皆で情報共有や検討することで、支援の向上だけでなく、各職員が後見活動を実施する上で
の気づきやスキルアップにつながっている。

② 他法人のサービスへ関与することによるスキルアップやガバナンス強化
 後見活動に従事する職員は、他法人の利用者の支援をしていく中で、自法人にはないサービス
を知れるなど、後見活動以外の業務に関する知見等を得ることができている。また、連携推進法
人や自法人以外の社員法人という第三者的立場の者が各法人を出入りすることで、ガバナンスや
チェック機能が働き、不適切な対応や不祥事の予防につながっているとも考えられる。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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理事 ：６名 （社員法人の理事長等5名、学識経験者1名）
監事 ：２名
評議会構成員：４名 （社会福祉事業の経営団体の役員等）

15 キッズファースト

千葉県内の保育園を中心とする社会福祉法人等が参画し、保育園経営の実務に精通した税理
士が中心となって社員法人への経営支援を行う連携推進法人。
社会福祉法人会計や補助金制度、人事・処遇改善等に関する高度な専門知識を活かし、職員配
置・賃金制度・予算管理など、保育園経営の実務面を継続的にサポートしている。

2023（令和５）年10月設立認定

社会福祉法人さくら学園
本部所在地：千葉県千葉市
実施事業 ：障害児福祉、

児童福祉

連携推進法人本部
千葉県千葉市

役員体制

参画要件 ：特になし（ただし、保育事業を行う法人を中心としている）
入会金 ：なし
年会費 ：１万円
本部運営財源：年会費・業務委託費
設立費用 ：10万円（登記費用）
事業収支 ：令和６年度決算より運営

職員体制 ：兼任職員１名 ※社員法人と兼任
主な業務 ：社員総会等の開催や社員法人への経営支援、その他業務の企画・運営等

本部体制

社会福祉法人笑顔の会
本部所在地：千葉県千葉市
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人創成会
本部所在地：千葉県旭市
実施事業 ：障害児福祉、

児童福祉

株式会社こどもの木
本部所在地：千葉県千葉市
実施事業 ：児童福祉

学校法人正良学園
本部所在地：千葉県船橋市
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人きらぼし
本部所在地：千葉県柏市
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人櫻の会
本部所在地：千葉県南房総市
実施事業 ：児童福祉

サービス活動収益（円）
12,114千円

サービス活動費用（円）
10,885千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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連携推進法人の運営上の工夫
理事会・社員総会の場の工夫
単なる事務的な決議だけでなく、日々の経

営・運営の悩みをざっくばらんに話せる場に
している。
オンラインで開催し、２時間程度を上限と

しつつ、経営者同士の情報交換や気づきの共
有に重点をおいている。

●設立の経緯 ●なぜ、「連携推進法人」なのか？
税理士法人としての業務（会計・決算・税

務申告）だけでは、処遇改善や賃金設計、人
事制度や職員配置、補助金申請といった、保
育園経営の実務的な課題に十分対応しきれず、
既存の税理士業務の枠組みとは切り分けた
「経営支援の器」が必要だった。
よって、税理士業務だけでよい法人と、それ
以上の支援を必要とする法人を分け、後者に
はキッズファーストとして対応する体制を構
築した。

税理士法人が顧問先から税理士業務の範囲
を超える支援を求められる中で連携推進法人
制度を活用して支援できないかを検討した。

税理士法人（保育事業に特化した税理士
法人）が、顧問先から会計支援にとどまら
ず、処遇改善や補助金申請等の税理士業務
の範囲を超える支援を求められていた。そ
のような中、連携推進法人制度が設立され、
この仕組みの中で支援できないかと考えた。

2023(令和５）年始め頃

所轄庁（千葉市）に連携推進法人設立に
ついて相談を開始した。
税理士法人から、顧問先のうち４法人に連
携推進法人の声掛けを実施した。具体的に
は厚生労働省の連携推進法人制度をまとめ
た資料などを用いて、説明に回った。

 2023(令和５）年３月頃

さらに３法人が順次入会し７法人となる。
 2024(令和６）年～ 2025(令和７）年

声掛けをした４法人とキッズファースト
を設立。
設立直後、千葉県内で保育事業を行う社

会福祉法人に対し、連携推進法人制度の趣
旨やメリットを簡単にまとめた「はがき」
を郵送し、社員法人加入の呼びかけを実施
した。

 2023(令和５）年10月頃

LINE登録サイトによる保育士紹介
キッズファーストがLINEの公式アカウ

ント（人材登録用サイト）を開設。登録し
た保育士等に対し、社員法人の園見学の調
整を行っている。登録者数は約60名おり、
これまでに５～７名程度の園見学を調整し、
実際に採用につながった事例も複数ある。

人材確保等業務

経営支援業務

●連携推進法人としての活動

社員法人のニーズに応じた経営支援やLINE
登録サイトによる保育士紹介等を実施。

オンライン（定期・随時）又は対面訪問
により、税理士が社員法人のニーズに応じ
て、以下のような経営支援を実施。月に１
回の相談といった定期的な支援や相談が生
じたタイミングでの支援など、社員法人の
希望する方法やタイミングで支援している。
費用は、タイムチャージ制により算定した
額を、業務委託費として徴収している。
【経営支援の内容】
・処遇改善や賃金制度設計・見直し
・職員配置の分析や最適化
・自治体への補助金等の申請書類作成
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社員法人からのお話（社会福祉法人笑顔の
会）
保育業界における人員不足という共通課題

もある中で、理事会や社員総会の際に、様々
な媒体や効果的な人材確保の方法などを聞け
るなど、他の社員法人とも悩みや取組を共有
できる点がありがたいと感じている。
連携推進法人参画前は、コロナの影響もあ

り情報が入ってきづらくなっていた中で、代
表の片岡氏や多種多様な方がいる他社員法人
とお話して、わからないことやもう少し詳し
く聞きたいということもすぐ電話等で聞ける
という環境がよいと感じている。

○メリット
経営者にとって、保育園経営に関するあらゆる相談ができる専門窓口として機能している。また、

他の保育園経営者と悩みを共有し、意見交換できる場（理事会・社員総会）としても機能している。
そのような環境において、経営者の「孤独感」の軽減に寄与していると考えている。

○法人経営や法人運営における効果
① 適正な人員配置及び補助金の最大活用

 職員配置の現状や各自治体における補助金制度を踏まえた分析により、適正な採用や職員配置
の見直しをしたことで、補助金を最大限活用できるようになったケースもある。そのようなケー
スでは、人件費支出と補助金収入のバランスが改善していると考えられる。

② 事務負担の軽減
 自治体ごとの複雑な補助金申請等の書類作成に関する相談窓口ができたことで、各法人の事務
負担の軽減に寄与していると考えられる。

○人材確保・育成やサービス向上における効果
①人材確保力の改善

経営支援による賃金制度の見直しにより、求人時の条件が他園と比較して見劣りしない水準と
なっており、採用力は向上している。また、スカウト型求人サイト活用のノウハウについて助言
したところ、人材紹介会社に依存しない採用が可能となり、例えば一人当たり80万円程度かかっ
ていた採用コストが30万円程度まで下げられたという社員法人もある。そのように、採用単価が
大きく低減したという効果も見られている。

②社員法人間の見学による気づき
 社員法人間の園見学により、当たり前だと思っていた自園のやり方と他園の違いに気づき、保
育内容・運営の改善につながっている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果

キャッシュレス決済サービスの共同利用に
向けた取組
保護者からの実費徴収をキャッシュレス

化するため、保育園向けキャッシュレス決
済サービス提供会社と料金の割引等を交渉
した上で、連携推進法人の興味のある社員
法人に紹介している。

物資供給業務
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調査協力 当法人代表 片岡氏
社会福祉法人笑顔の会 久恒氏

スケールメリットの本格的な発揮
現時点における連携推進法人のスケールメリットについては、キャッシュレス決済サービスでの割

引条件獲得など、一部で出始めている段階にとどまる。一括での物品調達やサービス利用などには
至っておらず、今後の課題。

社員法人同士のコミュニケーションの深化
理事会・社員総会以外に、社員法人の経営者同士が自由に意見交換できる場を増やしたいと考えて

いる。現状においては、社員法人同士が税理士を介さずに直接連絡を取り合う関係性は、まだ十分に
は形成されていない。

連携推進法人としての課題
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16 いーまーる

沖縄県内の社会福祉法人・学校法人の５法人が参画し、外国人人材確保の地域のハブとなる
ことなどを目指して連携を深めている連携推進法人。連携推進法人内だけでとどまるのではな
く、地域全体のサービス向上や人材確保力向上などを図りたいと考えている。

2024（令和６）年11月設立認定

社会福祉法人麗峰会
本部所在地：沖縄県那覇市
実施事業 ：高齢者福祉

連携推進法人本部
沖縄県那覇市

理事 ：６名 （社員法人の役員等５名、外部有識者1名）
監事 ：２名
評議会構成員：４名 （デザイン会社員、県社協職員等）役員体制

参画要件 ：検討中
入会金 ：なし
年会費 ：48万円
本部運営財源：年会費・補助金（設立時のみ）
設立費用 ：240万円（登記費用、人件費、備品等購入費）
事業収支 ：令和６年度決算より運営

職員体制 ：兼任職員１名 ※社員法人と兼任
主な業務 ：社員総会等の準備、連携推進業務の企画・運営

本部体制

社会福祉法人光和会
本部所在地：沖縄県国頭郡金武町
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人一心福祉会
本部所在地：沖縄県国頭郡大宜味村
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

有限会社ケアセンターきらめき
本部所在地：沖縄県中頭郡読谷村
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、障害児福祉

学校法人大庭学園
本部所在地：沖縄県那覇市
実施事業 ：学校、児童福祉

サービス活動収益（円）
3,577千円

サービス活動費用（円）
2,522千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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連携推進法人の運営上の工夫
プロジェクトチーム形式の運営
５つのプロジェクトチームを立ち上げ、活

動している。プロジェクトチームの運営方法
はチームによるが、定例会を実施している
チームやLINEグループによって検討を進め
ているチームなど、様々である。プロジェク
トのメイン担当法人が中心となり、各プロ
ジェクトを率いている。（サブはPTにより
複数法人）
また、プロジェクトの全体的な方向性につ

いては、月に２回定例会で検討している。定
例会のメンバーは理事や評議会の構成員、各
法人の職員など、約10名以上で構成されてい
る。（希望者の定例会への参加は自由として
いる）

【プロジェクトチーム】※以下PT構成参考

●設立の経緯 ●なぜ、「連携推進法人」なのか？
沖縄では、離島を含めた広域で慢性的な人

材不足が続いており、１法人だけでは採用・
育成・定着の仕組みに限界があった。従来の
任意の連携では、責任や役割が曖昧で事業化
が進みにくかったが、連携推進法人とするこ
とで、法的な枠組みの中で中長期の取組がし
やすくなると考えた。
学校法人を社員に含めることで、「学び

（教育）」と「現場（社会福祉法人・事業
所）」を一体的に結び、地域全体で福祉人材
を育てるという連携が可能になると考えた。

県内の介護人材不足の解消を目的に連携推
進法人化を検討。

社員法人である学校法人大庭学園（介
護・保育の専門学校）より、「沖縄県内の
介護人材の供給のためにも、どうにか専門
学校を存続できるよう協力頂けないか」と、
日頃から実習生受入れ等で連携していた社
会福祉法人麗峰会に声掛けがあり、麗峰会
においても人材不足の危機感を抱いていた
ことから、二つ返事で連携強化する運びと
なった。
当初は連携推進法人の話は出ていなかっ

たが、連携推進法人制度を知った際、活用
できるのではないかと考えた。具体的な連
携場面として、学生の研修実施や卒業生の
受入れなどにおいて連携できないかと考え、
特に外国人の学生確保においては、外国人
への理解のある法人との連携が必要ではな
いかということを考えた。

2024（令和６）年１月

共に目的達成に向け連携しながら協働で
きそうな「人物」を中心に、従来から関係
性のあった５法人に麗峰会より声掛けをし
た。そのうち３法人が社員法人となること
となった。残り２法人の内、１法人は加入
前提で動いていたが、理事会の賛同が得ら
れず途中離脱となり、１法人は保留となっ
た。
設立まで毎月２回以上、合計20回以上の

準備会を開き、検討を進めた。

2024（令和６）年２月～11月

社会福祉連携推進法人「いーまーる」設
立

2024（令和６）年11月

主 副

中期経営計画コア きらめき 麗峰会、光和会

人材採用 光和会 大庭学園、きらめき

人材育成 大庭学園 麗峰会、光和会

経営効率・DX 一心福祉会 麗峰会、光和会

災害対策（応援体制） 大庭学園 一心福祉会
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外国人人材確保に向けた取組
連携推進法人として、地域全体の外国人

人材の確保を促進する仕組みづくりを実施
している。社員法人が積極的に外国人人材
を受け入れるように、ノウハウの共有等を
図っている。また、より長く介護職として
従事できるよう、介護福祉士の資格取得に
ついても促進している。また、登録支援機
関としての登録手続きも実施中である。連
携推進法人内の外国人人材獲得だけではな
く、地域全体の外国人人材の獲得を図るう
えで、連携推進法人が中核となれるように
仕組みを整えたいと考えている。

※参考：①いーまーる全体外国人就業者数
約50名、学生数約40名（2026年１月現
在）
②登録支援機関設立（2026年１月、光和会
（中部））、南部北部も別社員法人で検討
中。

人材確保等業務

経営支援業務

●連携推進法人としての活動

外国人人材確保や人材定着・離職防止に向
けた人材確保等業務や事務処理の効率化に向
けた研究を実施

バックオフィス研究
５法人の事務職員が集い、各法人・事業

所にて使用している事務処理の統一含めた
効率化に向けた研究（人事、労務、火災・
車両・賠償保険、請求ソフト、経理会計ソ
フト、給与勤怠など）

物価高で米が高騰していた中で、１つの
業者に共同で購入した場合にどれくらい下
がるのかを見積もりを取った。その後、契
約できそうな法人のみ契約を行うに至った。

物資供給業務

職階別研修等の実施
社員法人である大庭学園が教育プログラ

ムのノウハウを有している。階層別研修等
を県のプログラムとも連携する形で大庭学
園が実施し、講師を社員法人職員が務める
形で実施している。30人規模の定員を複数
回実施している。

SE（システムエンジニア）育成
５法人で職員１名ずつ選出し、外部企業

の育成事業を使い、助成金を活用しながら
SE育成（約半年～１年のスキーム）を行い、
連携推進法人や各法人におけるDX推進や
生産性向上につなげる狙い。（初回2026.3
～4月スタート）

人材定着・離職防止に向けた取り組み
テオリア・テクノロジーズ㈱と介護職員

向けのアプリを開発中。介護特化したAI
チャットを使用し、日々の介護業務におけ
るアドバイスや、セルフケア（悩み相談な
ど）といった部分を、AIにより補完し、離
職防止に繋げるとともに、蓄積されたデー
タを用いた統計やレポートなどを適宜出力
する事により、経営運営面でのサポートに
もつなげる。ひいては連携推進法人のみで
なく、県内全域や全国展開、また介護業界
以外の分野においても有効活用できるよう
現在社員法人の職員にてPoC実施中。

※参考：OKINAWA Co-Creation Lab. 
2025 DEMODAY

https://eiicon.net/about/okinawa-co-
creation-Lab2025-demoday/
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調査協力 当法人理事 磯氏、事務局職員 長嶺氏

設立間もない段階であり、計画している事業をどこまで具体的に実行できるか、事務局体制・人員
確保や方針決定プロセスの遅さが大きな課題となっている。プロジェクトメンバーの定例会への参画
など、効率的な運営方法について検討したいと考えている。

特にスタートにおいては、連携推進法人の収入源が会費や補助金のみで限られている事から、活動に
おいては、各社員法人においては先行投資的な労力の投入をしていて、その殆どがボランティア的な
ところで動いているため、効果的効率的に動けるよう、連携推進法人として早めのリソース確保が課
題。

連携推進法人としての課題

○メリット
５法人で800名の職員になるということで、仲間意識が強くなった。他法人職員とも仲間意識の中

でより踏み込んだ話し合いや意見交換ができ、他法人の取組方法を見て自法人でも同じようなことを
できないかという感化される場面も生まれている。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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17 WTBASE

東京都の西多摩地域を拠点に、１法人１施設による特養経営という共通項をもつ社会福祉法
人４施設で設立した連携推進法人である（１法人のみ特養以外にグループホームも経営）。同
じ法人規模の年齢層が近い経営者同士という類似性もあり、経営層同士の気軽な相談や法人間
の活発な職員交流など、様々な連携効果を生み出している。

2024（令和６）年12月設立認定

社会福祉法人亀鶴会
本部所在地：東京都羽村市
実施事業 ：高齢者福祉

連携推進法人本部
東京都羽村市

理事 ：６名
（社員法人の役員等３名、学識経験者２名、保育事業の経営者１名）

監事 ：２名 （市議会議員１名、会計事務所職員１名）
評議会構成員：３名

（地域の民生委員や看護教員、地域福祉に精通されている元保護司）
役員体制

参画要件 ：特になし（現在のプロジェクトが安定するまでは、当面、社員法人を
増やす予定はない）

入会金 ：なし
年会費 ：360万円
本部運営財源：年会費
設立費用 ：400万円（登記費用、設立準備時の職員人件費）
事業収支 ：令和６年度決算より

運営

職員体制 ：専従職員（常勤）１名

主な業務 ：月１定例会の開催や社員総会の開催等、連携推進業務における社員法人
との調整など本部体制

社会福祉法人瑞仁会
本部所在地：東京都西多摩郡瑞穂町
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人福信会
本部所在地：東京都あきる野市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人ほうえい会
本部所在地：東京都西多摩郡日の出町
実施事業 ：高齢者福祉

サービス活動収益（円）
4,800千円

サービス活動費用（円）
4,740千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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連携推進法人の運営上の工夫
役員や各社員法人の理事長、施設長、副施

設長などのメンバーが集まって、月１回の定
例会を開催し、連携推進業務の検討や情報共
有を行っている。

●設立の経緯

●なぜ、「連携推進法人」なのか？

検討過程においては合併という話も出たも
のの、簡単にはできないというハードルを感
じていた。そのようなおり、社会福祉連携推
進法人制度が創設され、各法人のこれまでの
歩みや文化、成り立ちといった特色は残しつ
つ、課題となる部分を連携して対応していく
ことが可能という判断に至り、連携推進法人
設立を進めた。

小規模法人で主事業が特養１つの経営とい
う共通性をもつ法人が集まり連携推進法人を
設立。

西多摩地域の特養では将来的な入居者の
減少が懸念されるようになり、西多摩に所
在する施設が協働し特養案内Webサイト
“西多摩特養ガイド”を立ち上げた。その際、
中心メンバーの中で東京都高齢者福祉施設
協議会の当時秋川ブロックのブロック長で
あった窪島氏（現WTBASE社員法人理事長
と、青梅ブロック会員であった特別養護老
人ホーム神明園園長（現WTBASEの代表理
事）中村氏の出会いがあった。
小規模法人で主事業が特養１つの経営と

いう共通性をもつ両法人の課題は、施設の
老朽化対応や人材確保難、入居者確保など
共通する事案が多く、１法人１施設の経営
体制では将来的に限界を迎える、という意
識が一致していたことから両法人の協働す
る合理的経営の模索を開始した。

2017年（平成29）頃～

１法人１施設で特養を経営し、年齢も近
く、腹を割って話ができるなどの共通項を
もとに、瑞仁会も参画することとなった。
３法人で月に１，2回協議することを開始
し、課題や将来の構想を共有していった。
協議は原則対面で実施し、約20回程度実施
した。検討途中で、同様の共通項を持つほ
うえい会にも声掛けをした結果、参画する
こととなり、協議も４法人で実施する形と
なった。

2023（令和５）年～

６月に一般社団法人を設立し、12月に連
携推進法人を設立した。法人職員が兼務し
ながら手続きを進めるということは困難だ
と認識しており、設立準備にあたっては専
従の職員を配置した。

2024（令和６）年

社員法人からのお話（社会福祉法人ほうえい
会）
専従職員である五箇氏が社員法人を訪問す

る中で、様々な相談ができることが助かって
いる。決算書や職員給与などを比較した結果
などの情報提供をしてもらう中でこれまで自
法人単独では判断しづらかった運営水準や人
員配置の妥当性について、客観的な基準を
もって把握できるようになった。
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WTBASEとして福祉人材を確保してゆく
構想は検討しているものの、現状では連携
推進法人の認知度も低く、特別な優遇措置
があるわけでないことから、新たに法人内
各施設での就労者を確保する実効性が得ら
れている状況ではない。今後、連携推進法
人としての活動から実績を得てブランディ
ングを確立することでの成果を期待してい
る。

経営支援業務

●連携推進法人としての活動

各法人の財務諸表を取りまとめた社員法人
間の比較や職員が社員法人を訪問し経営層の
相談に乗る経営支援業務や職種ごとの人材交
流等を実施。

本部の専従職員である五箇氏（現
WTBASE業務執行理事兼事務局長）が各法
人の財務諸表をとりまとめて、経費や人件
費比率、職員配置数、職員給与など各指標
を社員法人間で比較している。五箇氏が各
社員法人を訪問する中で、経営層の相談に
乗ったり、経営層と職員間の間に入ったり
ということをしている。五箇氏自身からは、
「経営分析に熟知しているわけではないも
のの、社員法人間で比較分析することで各
社員法人が他とは違う部分を発見でき、検
討することができる」という話があった。
そのほか、加算要件・取得状況の整理や非
常勤職員の給与職員を揃えるなどの取組を
実施している。

物資等供給業務と共同購入によるランニン
グコストの削減
共同購入（おむつ、リネン、衣類洗濯委

託）を実施している。また、揃えられる部
分から業者を揃えるよう共同で見積もりを
取るなどしながら検討を進めた結果、ス
ケールメリットから経費削減効果を得られ
た。また、顧問契約（弁護士、社労士、会
計、建築関係の相談先）の集約化を進めて
いる状況である。

物資供給業務

職種ごとの人材交流（事務員、看護師同
士など）を毎月定例で実施している。管理
栄養士など各法人で単数又は少数である職
種については、より重点的に実施してきて
いる。毎回テーマを決定して、それについ
て検討等をするなどの交流をし、専門性が
高いテーマなどの際には、外部講師を呼ん
で勉強するなどの取組も実施している。外
国人の交流として、「災害想定ゲーム
KIZUKI」という災害シミュレーション
カードゲームをする会を実施した際には、
災害についての認識向上など災害対策にも
つながった。

人材確保等業務
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調査協力 社会福祉連携推進法人WTBASE代表理事 中村氏（社福/亀鶴会理事兼特養神明園園長）
業務執行理事兼事務局長 五箇氏

社員法人 小山氏（社福/瑞仁会理事長兼特養良友園施設長）
窪島氏（社福/福信会理事長兼特養麦久保園施設長）

三鴨氏（社福/ほうえい会理事兼特養栄光の杜施設長）

○メリット
類似している法人形態の他法人に気軽に深い相談ができることで、経営者としての孤独感の解消に

つながっている。

○法人経営や法人運営における効果
① 加算取得による収益改善

 加算要件の整理を法人内で実施したことで、新たに加算を取得することができ、４法人で年間
約2000万円の収益増を実現した。また、加算要件の根拠がきちんと揃っているかなどの手続き等
の協働確認ができることもよい効果と考えている。

② 共同購入の成果
 消耗品等の購入を大ロッド化したことで、４法人合計で年間約800万円程度のコストカットに成
功した。

○人材確保・育成やサービス向上における効果
①活発な職員交流

他法人の祝賀会にも職員が気軽に参加できるような関係となっており、職種別の交流会などの
機会も含めて、職員交流が盛んに行っている結果、「ちょっと他法人（他の社員法人）を見に
行っていいですか」という職員からの声も多く生じている。

②人材流出の防止
 現在の職場をやめたいという職員がいた際に、他の社員法人で働けないか相談をしたところ、
雇用につながり現在その社員法人で活躍しているという例もある。そのように、１法人１施設で
はやめるという際に他の職場に移るということができないが、連携推進法人があることで選択肢
の幅が広がったということがある。
また、連携推進法人内で副業をサポートする仕組みを整備し、令和７年12月より試験運用を開始
している。

● 連携推進法人設立のメリット・効果
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18 ありがとう安心サポート協会

社会福祉法人６法人が参画し、高齢者等終身サポート事業等の先駆的な取組について、連携
推進法人及び各社員法人の役割を明確化しながら、連携して実現している。

2025（令和７）年１月設立認定

社会福祉法人武蔵野療園
本部所在地：東京都中野区
実施事業 ：高齢者福祉、医業

連携推進法人本部
東京都中野区

理事 ：６名 （社員法人の役員等６名）
監事 ：２名 （弁護士と歯科医師）
評議会構成員：３名 （元社協会長、元介護業界団体事務局長、元東京都職員等）役員体制

参画要件 ：特になし。ただし商売目的による参画は不可と考えている。
入会金 ：250万円
年会費 ：12万円
本部運営財源：各社員が負担する本部事務受託収入
設立費用 ：約150万円（登記費用、ホームページ・事業パンフレット作製費用等）
事業収支 ：令和６年度決算より運営

職員体制 ：専従職員３名

主な業務 ：社員総会・理事会・事務局会・委員会に関する事務、決算に関する一連の
会計事務、日常的な経理事務、労務事務、庶務、外部機関との調整、
その他法人本部における事務等本部体制

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団
本部所在地：東京都世田谷区
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人敬和会
本部所在地：神奈川県厚木市
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人湘北福祉郷
本部所在地：神奈川県相模原市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人共生会
本部所在地：神奈川県藤沢市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、医業

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会
本部所在地：島根県吉賀町
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉等

サービス活動収益（円）
240千円

サービス活動費用（円）
73千円

※令和７年度にヒアリングを実施。
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連携推進法人の運営上の工夫
各事業（高齢者等終身サポート事業、人材

シェアリング、災害関係）について、それぞ
れ、委員会、事務局会を設置している。委員
会は、各社員法人の職員で構成され、実務的
な検討や情報共有を行い、それぞれの活動を
推進している。事務局会は、各事業の担当理
事により構成され、事業方針の検討、委員会
への助言・進捗管理等を行い、委員会の活動
を支援している。また、法人事務局が委員会、
事務局会議の調整や運営サポートを行ってい
る。各事業に係る事務局会は年４回程度、委
員会は概ね隔月開催している。

●設立の経緯
高齢者に対する終身サポート事業を体系化

し本格実施する際に、先行して実施していた
法人と協働することを目的に連携推進法人を
設立した。

社会福祉法人湘北福祉郷の理事長である
飯村氏は、既存の介護福祉サービスを含め
諸々の福祉サービスから漏れている意思決
定が薄弱な高齢者がおり、ケアマネー
ジャーや社会福祉士等が無償でサポートし
ている状況に限界を感じていた。そのよう
な中で高齢者に対する終身サポート事業を
体系化し、本格的に実施することを考えた。
単一法人でやるよりも、先行事例として

実施している法人等と協働して実施したほ
うが、より効率的に人材育成もできるなど
の利点もあると考え、従来より相談やアド
バイスをしあうような仲であった法人同士
で情報共有や検討を少しずつ進めてきた。
なお、このときはまだ、６法人全体で関係
構築をしていたのではなく、一部の法人間
で関係性があったという状況であった。

2020(令和2）年頃

社会福祉連携推進法人制度の創設や、内
閣府の高齢者等終身サポート事業のガイド
ライン策定などの情勢を踏まえ、参加法人
で協議を重ね、具体的な定款案・事業ス
キームの検討を本格化させた。まず３法人
（武蔵野療園、世田谷区社会福祉事業団、
湘北福祉郷）が中心となり、本格的に議論
をはじめ、まもなく他の３法人も賛同し参
画することとなった。所轄庁である東京都
とも協議を開始した。

2023(令和5）年～2024（令和6）年頃

社会福祉連携推進法人ありがとう安心サ
ポート協会として設立認定。

2025（令和7）年1月

●連携推進法人としての活動
高齢者終身サポート事業や人材シェアリン

グの検討等を行っている。

高齢者等終身サポート事業
【高齢者等終身サポート事業とは】
身元保証人がいない、または家族に頼れ

ないなどの高齢者に対して、生前の日常生
活支援から、入院・入所時の身元保証、死
後の事務手続きまでを一貫してサポートす
る事業であり、社員法人が以下のメニュー
を実施することを支援するのが連携推進法
人の役割となる。

地域福祉支援業務
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人材シェアリングの検討
専門人材が不足する中で、社員法人間で

の人材シェアリングの実現に向けた協議を
行っている。具体的には、若いうちに都会
で働きたい人がいる中で、基本的なスキル
を武蔵野療園（東京都中野区）で教え、吉
賀町社会福祉協議会（島根県吉賀町）にい
ずれは戻るということを想定しており、他
の社員法人にも展開ができるよう雛形を作
成する活動をしている。現在就業規則を整
えて、ベースとなる生計費を両法人間で整
えたところである。

連携版BCPの策定に向けて、連携推進法
人としての災害時対応の在り方について協
議を行うとともに、防災士の取得に向けた
検討や、連携推進法人として目指す災害時
対応について情報収集や協議を行っている。

災害等支援業務

高齢者等終身サポート事業の実施につい
て、各社員法人（吉賀町社会福祉協議会を
除く）が定款等で定め、連携推進法人本部
や弁護士等と連携を図りながら利用者に対
して支援を実施していくという想定で動い
ている。また、湘北福祉郷が助葬事業を他
の社員法人の利用者についても実施してい
くなど、社員法人間で支援を補完し合うこ
とも想定されている。現在は、各社員法人
がそれぞれの所轄庁と定款変更内容につい
て調整を図っている段階にあり、本格稼働
はされていないが、各法人において、無償
によるテストケースとして２、３ケースの
支援を開始している。また、人員的な状況
も踏まえ、社員法人によっては実際上やれ
ない支援もあるため、スタート時点では一
定程度社員法人ごとにカスタマイズされる
部分も生じる想定でいる。本格稼働は定款
変更ができた法人から開始することを想定
し、2026年の春頃を見込んでいる。
また、連携推進法人の役割としては、例

えば各社員法人が金融機関と調整する際の
調整方法などのノウハウ提供をしたり、
ファイナンシャルプランナーや弁護士など
の専門人材と連携推進法人が提携して社員
法人に派遣したりするなど、社員法人の取
組を補完していく役割がある。金融機関と
の調整方法等のノウハウについては、飯村
氏と連携推進法人の監事でもある弁護士が
中心になって構築している。

人材確保等業務
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調査協力 当法人理事 飯村氏、事務局 近藤氏
社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会 永田氏

元々経営理念等は似通っている法人が集まっているものの、やり方の違いなど様々な気づきがある
ことが大きなメリットとして感じている。
また、高齢者等終身サポート事業は、単一法人で実施するには弁護士や金融機関との連携やノウハ

ウの構築などにおいてかなりハードルが高いものであり、連携推進法人設立がなければなしえなかっ
たものと考えている。

● 連携推進法人設立のメリット

社員法人からのお話（社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会）
連携推進法人参画の一番のきっかけとしては、人材確保の厳しさであった。ハローワークを利用

した求人活動などを実施していても、なかなか確保できない状況がある中で、視点を変えた新たな
取組が必要という意識があった。そのような中、都会に出てみたいという若者ニーズも踏まえなが
ら、東京の法人と連携して、一定期間東京で就職したのち、地元に帰ってくるという仕組み設計を
したことは非常に魅力的だと考えている。また、吉賀町はＩターンも一定数いるため、都市部の人
における田舎暮らしのニーズもあると考えている。そのようなニーズが人材確保につながる可能性
もあるため、都市部の法人とのチャネルを持つということ自体に意味を感じている。
また、経営面においても、人材配置の方法や事業展開など自己流でやってきた部分もある中で、

他法人の情報を得られることは刺激や参考になっており、メリットとして感じている。
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職員体制 ：本グループの事務局機能は、社会福祉法人昌和福祉会が担っている
参画要件 ：福山市内で児童福祉事業を実施する法人であり、子育て支援活動に協働

で取り組むこと、また必要な会議や研修に参加すること
入会金 ：なし
年会費 ：なし
運営財源 ：地域子育て支援拠点事業の委託費や参加法人の寄附等により支えられて

いる

福山市内の複数の社会福祉法人が連携し、地域の子育て家庭を支援するために設立された子
育て支援グループである。
1999（平成11）年に設立され、現在も継続して地域に開かれた子育て支援活動を実施してい
る。
本グループは、保育施設に通っていない家庭も含めた地域の子育て家庭を対象に、遊びの場
や相談の機会を提供するとともに、法人間の情報共有や人材交流を通じて、地域全体の保育力
の向上を図ることを目的としている。 1999（平成11）年設立

1990年代、少子化の進行に伴い、保育園
の入園児童数が減少し、地域の保育施設は
経営面でも厳しい状況に直面していた。
そのような状況の中で、地域に根差した

保育施設として、園児だけでなく、地域の
子育て家庭全体を支える取組が必要である
との認識が共有され、福山市内の複数の法
人が連携して活動を行うこととなった。
また、福山市は人口約46万人の中核市で

あり、子育て家庭も多いことから、単独の
施設による支援だけでなく、複数の保育施
設が連携して活動することで、より幅広い
支援が可能になると考えられた。

●設立の経緯

運営体制

事務局本部：昌和福祉会が担う
いずれの法人も福山市内で児童福祉事業を実施

社会福祉法人あゆみ会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人八葉会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人さつき会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人育正福祉会
実施事業 ：児童福祉

宗教法人實相寺
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人和泉福祉会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人幸栄福祉会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人昌和福祉会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人の法人間連携
～連携推進法人以外の取組～

３

１ 子育て支援グループ「ほいくの園」

※令和７年度にヒアリングを実施。

●活動内容

こうした背景のもと、法人間の信頼関係
を基盤として本グループが設立された。

2000（平成12）年から、市内の商業施設
において月1回の「おでかけ保育」を実施
している。
保育園に通っていない家庭も含め、多様

な親子が自由に参加できる交流の場として、
遊びの場や子育て相談の場を提供している。

「おでかけ保育」
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コロナ禍では対面での活動が困難となっ
たが、Zoomを活用したオンラインひろば
を実施するなど活動を継続し、現在も再開
している。
この取組は25年以上継続しており、地域

の子育て支援活動として定着している。
●連携・協働の効果
・法人内の理解の深化
連携・協働を通じて、活動に参画する法人

間で多様な考えや実践が共有されることによ
り、各法人内における子育て支援への理解が
さらに深まり、支援者の育成につながった。

また、地域全体で子育てを支える意識が高
まり、子育てにやさしい地域づくりに向けた
基盤の強化にもつながっている。

・法人間の連携強化
日常的な活動を通じて法人間の信頼関係が

醸成され、施設拡充や事業実施の際には人材
を相互に派遣するなど、実務面においても連
携体制が強化されている。

・法人の基盤強化
活動に参加する法人の多くが、公立施設の

受託など複数施設を運営するようになり、子
育て支援活動で培った経験が法人経営の基盤
強化にもつながっている。

年1回、商業施設において各園の保育活
動を紹介する展示や子育て相談会を実施し
ている。
地域の保護者に対し、各園の特色や子育て
支援の内容を分かりやすく発信するととも
に、子育ての悩みを相談できる機会を提供
している。

子育て相談会・保育紹介

「子育てサポートステーションいくたす」
社会福祉法人昌和福祉会では、商業施設

内に子育て相談・一時預かりを行う「子育
てサポートステーションいくたす」を設置
している。

2010（平成22）年に広島県の緊急雇用対
策事業として開設され、その後2016（平成
28）年からは福山市の地域子育て支援拠点
事業として運営を継続している。
年間約310日開所し、地域の子育て家庭

の相談や交流の拠点として機能している。
今後の課題
昨今の深刻な保育士不足により、活動に必要

な人員の確保はもとより、月１回の会議時間を
確保することさえ難しい状況となっている。今
後もよりよい子育て支援活動を継続していくた
め、オンライン会議の活用など、つながり方を
工夫しながら連携体制の維持・強化を図る必要
がある。あわせて、多様化するニーズに応える
支援の充実に向け、全国の先駆的な取組の研究
や専門家による研修の充実を進め、グループ各
園の支援担当者一人ひとりが自らの役割を再認
識し、その使命を果たしていきたいと考えてい
る。

今後は、本事業の趣旨に賛同する社会福
祉法人等との連携を広げ、地域の未就園児
家庭への子育て支援として、地域全体で支
える仕組みへと発展させていくことを目指
している。

「子育て定期便（ふく福BOX）」の推進
社会福祉法人昌和福祉会では、2025（令

和7）年度から、妊娠期から18か月児まで
の未就園家庭を対象として、育児用品や子
育て支援サービスを届ける「子育て定期便
（ふく福BOX）」の取組を開始した。
本事業は、年間約100万円の経費を法人

が負担し、育児用品の提供に加えて、子育
て相談や地域の子育て支援情報の提供を行
うことで、妊娠期から就園前までの子育て
家庭に安心感とつながりを届けることを目
的としている。
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連携推進法人の可能性
現在のところ、「おでかけ保育」は社会福祉

事業（第二種社会福祉事業：地域子育て支援拠
点事業）として、社会福祉法人昌和福祉会が中
核となり、今後も子育て支援グループとして継
続して実施することを想定している。
一方、「ふく福ボックス」は自主事業であり

社会福祉事業には該当しないことから、連携推
進法人の主な共同事業として各法人が連携して
運用することを想定している。将来的には、可
能であれば「おでかけ保育」と一体的に位置付
け、福祉事業として展開できる仕組みづくりも
検討していきたい。
現行制度では、連携推進法人が共同で社会福

祉事業を実施することは制度上難しいとされて
いる。しかしながら、本事業は地域子育て支援
という共通目的のもとに実施されており、事業
間の関連性や相乗効果も高いと考えられること
から、将来的には制度改正等により実現可能と
なることを期待している。
また、連携推進法人へ移行することで、組織

的な連携体制がより強化されるとともに、新た
な人材の確保や育成の仕組みづくりの推進にも
つながると考えられる。

調査協力 社会福祉法人昌和福祉会 理事 難波氏

さらに、この取組を発展させ、地域全体の子
育て支援環境の向上を図るためには、これまで
の保育施設間の連携に加え、地元企業や地域住
民など幅広い地域資源との連携が不可欠である
と考えている。連携推進法人は、こうした多様
な主体の参画を受け入れる枠組みとしても機能
することが期待される。
実際に連携推進法人を設立するかどうかにつ

いては、参画を希望する事業者の意向を踏まえ、
互いの信頼関係の確認や目的・効果の共有、さ
らにリスクや負担等の整理を行った上で、自治
体とも連携しながら慎重に判断していく必要が
ある。
現在は、継続的な運営を支えるための法的・

会計的な側面を担うパートナーの検討や、
SDGsの観点から社会貢献に関心を持つ地元企
業等との意見交換を進めているところである。
また、福山市の担当課からも、地域連携を進め
るうえでの橋渡し役として協力を得られる意向
を確認している。
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職員体制 ：社会福祉法人福智町社会福祉協議会（以下、「福智町社協」という。）
が事務局。専従の非常勤１名、社協職員２名（兼務）

参画要件 ：（正会員）町内の社会福祉法人
（準会員）取組に賛同する社会福祉法人以外の介護サービス事業者

入会金 ：なし
年会費 ：（正会員）10,000円、（準会員）5,000円
本部運営財源：年会費、寄付金・配分金（寄付金付き自販機他）、県又は民間からの助

成金（単年度のため年度により金額は異なる）、法人後見報酬

２一般社団法人福智町社会福祉連携協議会
町内の全ての社会福祉法人が参画し、地域における公益的な取組を実施。また、事務の共同
化等を行うことで連携・協働のメリットを感じられるようにしている。

2021（令和３）年一般社団法人化

運営体制

社会福祉法人慶寿会
実施事業 ：高齢者福祉

事務局本部：福智町社協
法人はいずれも福岡県田川郡福智町
に事業所がある

社会福祉法人久和会
実施事業 ：障害福祉、高齢者福祉

社会福祉法人赤池福祉会
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人福智会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人豊徳会
実施事業：障害福祉、高齢者福祉

社会福祉法人福寿会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人菊陽会
実施事業：児童福祉、高齢者福祉

社会福祉法人見真会
実施事業：障害福祉

社会福祉法人伊方福祉会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人サンヒルズふくち会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人方城福祉会
実施事業：障害福祉

社会福祉法人レーヴ福岡
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人宝福祉会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人彦水会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人福智町社会福祉協議会
実施事業：地域福祉、高齢者福祉

社会福祉法人頓野児童福祉会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人ぎんなん会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人上金田福祉会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人全和会
実施事業：障害福祉

社会福祉法人筑豊福祉会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人佳寿会
実施事業：障害福祉

社会福祉法人日王福祉会
実施事業：高齢者福祉、母子福祉

社会福祉法人朝日会
実施事業：障害福祉

社会福祉法人政芳会
実施事業：高齢者福祉

●設立の経緯

株式会社武広
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人青空福祉会
実施事業：障害福祉、児童福祉（正会員）

（準会員）

2016（平成28）年の社福法改正を機に、各
法人が抱える共通の危機感に対し 連携・協
働して対応しようとする機運ができた。

ことに対し、町内の社会福祉法人では。ど
のように対応すればよいか不安を感じてい
た。同年4月に福智町社協が町内で施設や
事業所を経営する社会福祉法人に対し、連
携・協働して対応していくことを呼びかけ、
６月に福智町社会福祉法人地域公益活動連

2016（平成28）年の社会福祉法改正で社
会福祉法人の公益的な取組が義務化される

※令和７年度にヒアリングを実施。
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●活動内容
連携・協働の内容は大きく分けて①地域に

おける公益的な取組と②事務の共同化。法人
数が多く、全体で協議して進めることは難し
いため、理事会を毎月開催し具体的な取組方
針や進捗状況を確認して進めている。また、
地域における公益的な取組だけでは各法人が
メリットを感じにくいため、事務の共同化等
を行うことで、連携・協働のメリットを感じ
られるようにしている。

各施設・事業所で、特につながりの薄い
孤立者・引きこもり・障がい（児）・高齢
者・要支援者と地域住民の交流の場を提供
し、あわせて施設・事業所の地域交流の促
進を実施している。

代表的な連携・協働内容
＜地域における公益的な取組＞
地域交流活動提供事業

現在32施設・事業所に地域に身近な相談
窓口を設置し、一時相談窓口として生活困
窮者や認知症など地域の要支援者の相談又
はその要支援者への支援について相談を受
けるとともに、ゲートキーパーとしての役
割を担っている。相談内容に応じて他施設
や関係機関へつなげ福智町社福連を中心と
した相談支援ネットワークの構築を図って
いる。

福祉相談窓口連携事業等

外国人介護人材の確保
2025（令和7）年11月にインドネシアの

LPK（職業訓練機関）２校と協定を結び、
外国人の介護人材の確保を目指している。
協定を結ぶことで都市部ではなく福智町に
人材が集まることを企図している。現在は
各法人で外国人の受け入れや住まい確保な
ども実施しているが、将来的には町全体で
調整できればと考えている。

携協議会が発足した。社福法改正に関する
合同セミナーを開催して、つながり作りと
課題共有を図ったことで、その後の連携が
スムーズにできた。その後、2021（令和
3）年4月に一般社団法人福智町社会福祉連
携協議会（以下、「福智町社福連」とい
う。）を設立した。

「大規模特約割引契約」を実現し、福智町
社福連全体で年間約1,500万円の経費削減が
見込まれた（現在はエネルギー価格が世界
的に高騰したため実施できていない。）

2020（令和２）年11月、電力会社による
高圧電力契約施設における割引交渉を行い、

＜事務の共同化＞
合同電力割引交渉

2021（令和３）年に役員による成年後見
制度研修会を実施し、2023（令和5）年10
月から受任に関する審査や後見人の選任を
開始した。福智町社協が実施する日常生活
自立支援事業と連携し、地域住民や福祉関
係団体と連携しがら見守りのネットワーク
を構築。福智町社福連の会員間が相互に職
員が後見人になることで後見人の人数を確
保できる。
後見実務の実績を積み重ねることで組織

としてもノウハウを蓄積できる。法人組織
による対応のため後見実務担当者が交代し
ても長期にわたって一貫した本人支援が実
現。また、組織内で後見実務のチェック体
制があるため不正防止につながる。

＜その他事業＞
法人後見事業の展開

赤い羽根自動販売機設置推進事業
福智町社福連では、会員の施設・事業所、

関係企業、福智町の協力を得て、赤い羽根
自販機の設置を推奨し、赤い羽根自販機に
よる寄附金を活用して、構成会員からの会
費とあわせて公益的な取組の財源としてい
る（2023（令和５）年度の寄附金額は約60
万円）。
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●連携・協働のメリット
①ライバル関係にある各法人が生き残るため
にお互いが協力・協働する姿勢を醸成するこ
とができた。

②公益的な取組を行うことで、地域における
課題解決をすることができた。

③事務の共同化などを行う際に、スケールメ
リットを最大限に活用し効率的でハイリター
ンな効果を得られた。

今後の課題
参画法人が多いため、職員を含めた組織全体

への情報共有が課題である。そのため、公式
LINEを使った全ての職員への情報提供を行っ
ている。

連携推進法人の可能性
2021（令和３）年４月に一般社団法人化し

た際には、連携推進法人化も視野に入れていた
が、現在連携推進法人化は検討していない。

調査協力 社会福祉法人豊徳会 理事長 芦馬氏
社会福祉法人福智町社会福祉協議会 事務局長 中野氏
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職員体制 ：なし（事務局機能はなく、取組ごとに法人が事務を担う）
参画要件 ：利用者へのケアに対する理念が共通しているかどうか。普段のやり取り

や食事会等で話をする中で共通化するか否かはわかる。
入会金 ：なし
年会費 ：なし
本部運営財源：なし

３「社会福祉法人コレクティブ」
利用者へのケアに対する理念が共通する全国８法人が集まり経営連携の共同体を発足。人材
育成や物品調達、災害時の応援体制などを実施。イベント後の食事会での顔の見える関係性を
重視。アプリ機能を通じたコミュニケーションも積極的に取っている。

2020（令和２）年設立

●設立の経緯
以前から、社会福祉法人ゆうゆう、愛川舜

寿会、福祉楽団の３法人では、役員の相互乗
り入れを行うなどして経営ナレッジを共有し、
よりよい経営を目指す目的で「３社福アライ
アンス」という経営連携を実施していた。
2020（令和２）年に社会福祉連携推進法人制
度が創設された中で、生活クラブ、南高愛隣
会からの呼びかけもあり、より広範に連携・
協働の在り方を検討し、これまで研修の共催
などで関係性があった法人やケアの理念が近
しい法人が集まり設立した。

2014（平成26）年に福祉楽団の飯田理事
長と愛川舜寿会の馬場拓也理事長（当時常
務理事）が若者に対して介護の仕事の魅力
を発信するための書籍作成を目的に、任意
団体「介護男子スタディーズプロジェク
ト」を立ち上げた。「介護男子スタディー
ズ」での取組や職員の相互交流を通じてさ
らなる連携の重要性を確信し、2017 （平
成29）年4月施行の社会福祉法改正に伴い、
従来から事業や理念に共感をしていたゆう
ゆうも含めて３社福アライアンスを締結し
た。

運営体制

社会福祉法人薫英会
本部所在地：群馬県北群馬郡吉岡町
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人ライフの学校
本部所在地：宮城県仙台市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、

児童福祉

社会福祉法人生活クラブ
本部所在地：千葉県佐倉市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、

児童福祉

社会福祉法人福祉楽団
本部所在地：千葉県千葉市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、

児童福祉

社会福祉法人子供の家
本部所在地：東京都清瀬市
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人みねやま福祉会
本部所在地：京都府京丹後市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、

児童福祉

社会福祉法人愛川舜寿会
本部所在地：神奈川県愛甲郡愛川町
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉、

児童福祉

社会福祉法人南高愛隣会
本部所在地：長崎県諫早市
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

※令和７年度にヒアリングを実施。
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●活動内容
「社会福祉法人コレクティブ」として、経

営に関する情報交換、研修の共催、人事交流、
災害時の応援体制、研究活動などを協働して
行っている。

年１回の経営情報交換会を実施し、各法
人の決算や事業報告、今後の事業計画を発
表しあい、意見交換を行う。開催場所は各
法人が持ち回りで開催する。また、現場レ
ベルで情報交換を行う場として、３か月に
１回程度、現場の職員自身がイベントを企
画し、情報交換を行っている。
取組ごとにSlack（スラック）を用いるなど、
随時情報交換を行える環境を整えている。
また、顔の見える関係性も重視し、経営情
報交換会の後には食事会を行い、関係を深
めている。

情報交換の実施

●連携・協働のメリット
理事・監事の相互乗り入れを行うことで、

会社の社外取締役のように客観的に意見をも
らうことができる。災害時に応援をもらえる
かも知れないという安心感がある。

社会福祉の業界に人が留まることが重要
と考えている。一方、各法人が相互交流す
る合同研修は任意参加であり、研修内容に
応じ参加法人が異なる。研修内容としては、
次 世 代 リ ー ダ ー 育 成 を 目 的 と し た
DrawUp！研修や、自分たちでアポイント
を取って施設見学を行う海外（デンマーク

人材育成

災害時の応援体制
能登地震の際に、2024（令和５）年１月

８日に、医療法人社団オレンジから飯田理
事長に応援依頼を受けたため、過去に勉強
会等関係性があった６法人（福祉楽団、愛
川舜寿会、みねやま福祉会、生活クラブ、
薫英会、小田原福祉会）が参加する形で災
害福祉支援チーム「FamSKO（ファムス
コ）」を結成。
輪島市の福祉避難

所を支援するため、
介護福祉士等の福祉
専門職を延べ369名
派遣した。経験を一
般化するために、イ
ンタビュー調査など
を実施し協働して
「介護福祉士被災
地派遣ガイドブック」を制作した。

今後の課題
実施活動への参加は任意参加で事務局機能も

なく柔軟に活動を行っており、各法人の負担も
少ないことから課題は感じていない。

３社福アライアンスでは理事・監事の相
互乗合いや経営のナレッジの共有、３社合
同での職員の研修、交流活動を行ってきた。

2020（令和２）年６月の社会福祉法改正
で社会福祉連携推進法人制度が創設された
際に、生活クラブや南高愛隣会からの呼び
かけがあり、ケアの考え方や法人の理念が
近しい法人でアライアンスを組むことに
なった。社会福祉法人連携推進法人の設立
も検討したが、資金を融通する必要はなく、
人材育成や経営情報の共有は任意団体でも
できること、法人化した場合の法人事務の
煩雑さから、法人化は見送った。

連携推進法人の可能性
長期的には連携推進法人化を視野に入れる。

調査協力 社会福祉法人福祉楽団 理事長 飯田氏

やインド等）研修などが存在する。
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職員体制 ：なし
参画要件 ：現在参画する施設長全員の承認
入会金 ：なし
年会費 ：なし
本部運営財源：なし

石川県、愛知県、熊本県の社会福祉法人と災害時広域相互支援協定を結び災害時に備えると
ともに、平時から顔の見える関係を保つための活動を実施。

2025（令和７）年協定締結

2016（平成28）年、熊本地震の半年前に
恵寿会職員と中村園長がFacebookで知り合
い、熊本地震の発生後、職員から施設の窮

●設立の経緯
熊本地震の発災前からSNSを通じて知り合

い、発災後に施設長の苦悩を聞き支援を行う
中で関係性を深め２者で災害支援協定を結ん
だ。その後防災研修を通じて知り合った法人
との協定を協議する中、能登地震で偶然支援
を行った別法人との間で広域協定に発展し４
者で協定を締結した。。

状の相談を受ける中で、被災地の施設長の
苦悩を聞いた。義援金を集め支援を行い関
係性が深くなったことで、２者で遠隔地の
災害応援協定を協議し、同時被災がない施
設で、職員交流を平時から行い顔の見える
関係づくりを行うことを合意した。2021
（令和３）年に恵寿会と碧晴会が防災研修
を通じて知り合い、亀鶴会とも併せて３者
協定にする協議を始めた。

2023（令和５）年能登地震時に全国高齢
者福祉施設協議会からの施設支援要請を受
けて、亀鶴会職員が偶然渚会に支援に行っ
た

運営体制

社会福祉法人亀鶴会
本部所在地：東京都羽村市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人恵寿会
本部所在地：熊本県御船町
実施事業 ：高齢者福祉他

社会福祉法人碧晴会
本部所在地：愛知県碧南市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人渚会
本部所在地：石川県宝達志水町
実施事業 ：高齢者福祉他

①災害時広域応援協定

社会福祉法人亀鶴会が締結した

災害時相互応援協定
４

※令和７年度にヒアリングを実施。
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●活動内容
協定施設が被災した際に支援を行うこと

に加え、平時の職員交流を実施している。
職層、職域別にオンラインと相互乗り入れ
を行うことで各施設から学びを得ている。
相互乗り入れは年１回職員（２名程度）の
交換を行い、３日間～１週間の研修を実施
している。なお、研修費用は送り出す側が
負担することを協定に明記している。
また、オンラインアクティビティを月１

回実施している。災害時の支援と受援は互
いに顔を知らないことが弊害となるため、
オンラインでも顔をつなぐことを実施して
いる。

●連携・協働のメリット
遠隔地で通常は関わることのない地域性や

施設の考え方を学べる。また、同時に被災し
ない観点から支援体制を作れることに加え、
支援や受援の際に顔見知りの施設に派遣され
ることで派遣される職員の心理的ハードルを
軽減できる。

今後の課題
災害協定に関わる職員の平時の往来は、協定

の実効性を担保する上で重要だが、遠隔地ゆえ
に乗り入れ研修を行うための金銭的な負担に加
え、職員出張中の自施設のローテーションをど
う維持するかという問題もある。

ことをきっかけに４者の広域協定へと発展
し、2025（令和７）年６月に災害時広域応
援協定を締結した。

連携推進法人の可能性
連携推進法人化は検討していない。

職員体制 ：なし
参画要件 ：羽村市で事業を行っている特別養護老人ホーム
入会金 ：なし
年会費 ：なし
本部運営財源：なし

市内で特養事業を展開する３施設が集まり災害時相互応援協定を締結。日ごろから定期会合
や合同防災訓練を実施し。顔の見える関係性を構築している。

2016（平成28）年協定締結

運営体制

②羽村市３特養災害時相互応援協定

社会福祉法人亀鶴会
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人東京武尊会
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人園盛会
実施事業 ：高齢者福祉

いずれの法人も羽村市内に事業所がある

●設立の経緯

市内で特養事業を展開する３施設の施設長
が集まり協定を締結。熊本地震を契機に協定
の必要性を再認識した。

2016（平成28）年度に東京都社会福祉協
議会の下部組織の高齢者福祉施設協議会で
活動を行う中で、市内で特養事業を展開す

する３施設の施設長で諸般の経営課題等の
共有や解決策の検討を行うために協定を締
結した。経営上の情報共有に加え、災害時
における各事業所の業務継続の観点から、
相互応援協定を策定することを合意してい
た際に熊本地震が発生したことで必要性を
再認識し、協定締結につながった。
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●活動内容
各施設の防災担当者の定期会合や防災訓練、

平時の相互乗り入れ研修を毎年実施し、職員
レベルでの顔の見える関係性を構築。

相互応援協定を有効に機能させるべく、
各施設の防災担当者の定期会合を組織し、
合同の防災訓練を行うほか、職種ごとの相
互乗り入れ研修を毎年実施し、施設長のみ
のつながりではなく職員レベルでの顔の見
える関係性の構築を進めている。合同の防
災訓練は「災害想定ゲームKIZUKI」とい
うボードゲームを用いている。本ゲームは
デイサービス施設想定であったものを、羽
村市特養施設長会が開発者とともに入所型
高齢者介護施設の夜勤時想定に再編したも
ので、指揮者不在時に職員がとるべき行動
を学べる。（開発元：NPO法人 高齢者住
まいる研究会）

●連携・協働のメリット
各施設の災害対策担当者で定期的にミー

ティングを行うことで情報共有が図られ、防
災意識を補完できる。

今後の課題
羽村市内の施設間の協定であるため、地震の

場合には同時被災による応援不能状況が想定さ
れる。そういった事態の補完のためにも別の広
域応援協定との連携も検討している。。

連携推進法人の可能性
連携推進法人化は検討していないが、羽村市

内の施設間の協定であるため、地震の場合には
同時被災による応援不能状況が想定される。そ
ういった事態の補完のためにも別の広域応援協
定との連携も検討している。

調査協力 社会福祉法人 亀鶴会 中村氏
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職員体制 ：市社協と幹事法人から職員を出し共同事務局を設置。職員数は３名
参画要件 ：会の目的に賛同した南あわじ市に拠点を置く社会福祉法人及び南あわじ

市に事業所を置く社会福祉法人等。ただし、現在は社会福祉法人のみ参
加

入会金 ：なし
年会費 ：5,000円
本部運営財源：年会費に加え、小規模法人ネットワーク補助金（年90万円）

ほっとかへんネット

南あわじ市で複数の社会福祉法人が連携することで、地域の生活・福祉課題の解決を図る取
組を実施。 2014（平成26）年設立

運営体制

①ほっとかへんネット南あわじ

兵庫県では「ほっとかへん」を合言葉に、市区町域で複数の社会福祉法人が連携することで、地
域の生活・福祉課題の解決を図る取組を実施。兵庫県社会福祉法人経営者協議会及び兵庫県社会福
祉協議会が地域公益活動の奨励を始め、2014（平成26）年度からモデル的に市区町域で社会福祉法
人連絡協議会を組織化（モデル地区の１つが南あわじ）。取組開始から10年以上が経過し、現在は
県内49全ての市区町で設立。

2025（令和７）年度から「誰も取り残されない地域共生社会」の実現への寄与を目的として、一
定要件を満たすほっとかへんネットを「ひょうご ほっとかナイト」とする認定制度を開始。令和７
年度はほっとかへんネット南あわじとほっとかへんネット兵庫の２か所が認定。

社会福祉法人淡路島福祉会
実施事業：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人みはら福祉会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人緑風会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人みかり会
実施事業：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人いちえ福祉会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人淡鳳会
実施事業：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人むつみ福祉会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人西光寺和順会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人平成記念会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人育世会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人南あわじ市社会福祉協議会
実施事業：地域福祉

事務局本部：共同事務局を設置
いずれの法人も南あわじ市内に事業所が
ある

５ ほっとかへんネット
※令和７年度にヒアリングを実施。
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●連携・協働のメリット
異職種との交流や話合いによる相互理解か

ら、日頃の業務の連携もスムーズに行えてい
る。また、市内の課題を共有できる場ができ
たことで、地域の実情に合わせた制度外の
サービスや活動を展開できている。ほっとか
へんネットの活動で顔の見える関係性づくり
ができることでお互いの相談ができる関係性
にも発展できている。

また、ほっとかへんネットのテーマソング
を作成するなど、ほっとかへんネットの地域
への浸透やイメージアップにも努めている。

。
今後の課題
現状、実務担当者会議に出てきている職員だ

よりになってしまっているのが課題となる。法
人内でのほっとかへんネットの活動の周知・共
有や、代表者だけでなく管理者等に対し協議会
の目的や意義を共有することが必要。

連携推進法人の可能性
連携推進法人化は検討していない。

●設立の経緯
兵庫県社会福祉法人経営者協議会等が地域

公益活動の奨励を始めた際、２か所のモデル
地区のうちの１つとしてスタートした。立ち
上げに向けて市内の社会福祉法人に声をかけ、
2014（平成26）年からスタートし、視察研
修・研修会等を通じ、目的・意義を共有した。
2016（平成28）年度から名称はほっとかへん
ネットに変更した。

●活動内容
実務担当者会議で話し合いを行い、具体的

な取組として、➀広報と周知、➁災害時の仕
組みづくり、➂生活困窮者等への相談と支援、
➃施設を活用した子供への支援の４つの活動
を軸に法人間の連携、協働をすすめている。

非常食をほっとかへんネットで購入して、
各施設で保管し、有事の際に活用するよう
にしている。また、ほっとかへんネットの
枠組みを活用しDWAT登録を2022（令和
４）年度に行った。2024（令和６）年の能
登半島地震の際には、洲本市社会福祉法人
連絡協議会と合同チームで活動した。
また、2023・2024（令和５・６）年度で

通所事業所向けにBCP作成にあたっての研
修を集中的に実施した。BCP研修で被災施
設がどのように通常業務に戻るかを議論し
た際に、情報共有の手段としてアプリを使
用しているという話を聞いたことで、法人
間で緊急災害時の情報共有に活用できるた
めのアプリ開発を検討している。

災害時における仕組みづくり

緊急的な入院・入所者等へ衣類等の物品
支援を行っている。市社協の福祉まつり時
に福祉相談会を実施。また、社協が行って
いるパントリープロジェクト（地域住民や
企業等から寄付を受けた食材配布）に年２
回協力をしている。

生活困窮者等への相談と支援

施設を活用した子供への支援
地区ごとの公民館に声掛けをしながら公

民館を利用した子ども食堂（ほっとねっと
食堂）を開設している。また、勉強会と食
事を組み合わせて実施している。運営には
法人職員だけではなく、地域のボランティ
アなどにも関わっていただいている。

社会福祉士の実習生の受け入れ
2023（令和５）年度から武庫川女子大学

（兵庫県西宮市所在）から、社会福祉士の
実習生を受け入れている。実習プログラム
については、大学と協議して決め、ほっと
かへんネットは実習指導者がいる施設に学
生の受け入れを依頼する。宿泊施設はほっ
とかへんネットが民宿を用意している。

調査協力 南あわじ市社会福祉協議会 事務局長 平見氏
淡路島福祉会 阿部氏
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②ほっとかへんネット兵庫

職員体制 ：兵庫区社会福祉協議会（以下、「区社協」という。）に事務局を置き、
実質的に３名で連絡調整や会議の開催事務、渉外等を担当

参画要件 ：会の目的に賛同した神戸市兵庫区に拠点を置く社会福祉法人及び神戸市
兵庫区に事業所を置く社会福祉法人等

入会金 ：なし
年会費 ：5,000円
本部運営財源：会費１割、市補助金（約７割）、前年度繰越（約２割）

神戸市兵庫区で複数の社会福祉法人等が連携することで、地域の生活・福祉課題の解決を図
る取組を実施。 2016（平成28）年設立

運営体制

社会福祉法人イエス団
実施事業 ：高齢者福祉

事務局本部：区社協
法人はいずれも兵庫県兵庫区に事業
所がある

社会福祉法人いかり
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人海光園
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人共生会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人きょうどう
実施事業：障害福祉

社会福祉法人基督教日本救霊隊神戸実業学院
実施事業：児童福祉

社会福祉法人光朔会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人神戸光有会
実施事業：児童福祉、高齢者福祉等

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会
実施事業：社会福祉

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団
実施事業：障害福祉

社会福祉法人神戸花みさき
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人神戸福祉会
実施事業：障害福祉

社会福祉法人神戸福生会
実施事業：高齢者福祉

宗教法人光明寺
実施事業：児童福祉

社会福祉法人フジの会
実施事業：高齢者福祉、児童福祉

社会福祉法人報恩会
実施事業：高齢者福祉

社会福祉法人報恩感謝会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人ゆたか福祉会
実施事業：児童福祉

宗教法人西光寺
実施事業：児童福祉

社会福祉法人シティライト
実施事業：障害福祉

社会福祉法人神徳保育会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人大慈厚生事業会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人野花会
実施事業：児童福祉

社会福祉法人はっく兵庫
実施事業：障害福祉

社会福祉法人ゆりかご
実施事業：児童福祉

●設立の経緯
兵庫区に住む人々が、一人残らず毎日を心

豊かに笑顔で幸福感をもって暮らせるような
地域づくりを目指し、2016（平成28）年に設
立した。
●活動内容
プロジェクトは「総合相談」と「災害支

援」、「生活環境改善」の大きく３つの事業
を実施している。社会福祉法人等の職員が自
ら手を挙げてプロジェクトに参加する形で進
めている。職員の自発性を重視し参加者を募
ることでモチベーションの増加につなげる。

総合的な相談活動
当初は制度の狭間にある住民の困りごと

に応えるため、地域のイベントごとに年数
回相談会を実施したが、相談者が少なかっ
た。コロナ禍で相談会の実施自体が難しく
なった中、令和３年に相談会の在り方を検
討し直し、月１回の福祉相談会や本と食品
等の交換窓口の設置を実施することとした。
また、令和６年から生活困窮者支援団体等
と連携した出張相談窓口を月１回開設。
加えて、令和７年からは加盟法人や協力

団体と連携し、多様な人が集まれるイベン
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●連携・協働のメリット
ほっとかへんネット兵庫は、①法人のマン

パワーを活用できること、②法人の経験値や
専門性を発揮できることで優位性を持つ。一
方、ほっとかへんネット兵庫だけでは継続し
た支援は難しいため、区や専門機関と連携し
て対応している。

今後の課題
イベント等への参加に積極的な施設とそうで

ない施設に差が生じないように、イベント等の
中身や開催日を変更することで参加者を増やす
工夫を行いたい。

連携推進法人の可能性
連携推進法人化は検討していない。

トを企画・運営している。社会的に孤立する
方が多くいる課題意識のもと、食品配布だけ
ではないつながりを作るため、相談窓口と並
行してスポーツ体験会や手仕事体験会等を開
催することで、関係性を深められている。

地域等からの相談を受け、必要性を確認
したうえで生活環境の整備（室内片付け、
清掃等）を年平均１・２回実施する。まず
区社協に相談があり、本人の意向を確認し
たうえで、区の担当部局と連携して対応し
ている。その後の見守りは区社協や関係機
関で行う。

地域公益活動（生活環境改善事業の実施）

災害時の地域公益的な福祉支援体制を協
議し、災害時を想定した情報交換会の実施
や炊き出し訓練を年1回実施。

災害時の支援活動

調査協力 ほっとかへんネット兵庫 金子代表
兵庫区社会福祉協議会 向井課長

幅広い事業者が相談窓口に参加することで、
単独の相談窓口では話が聞けないような具体
的な内容や、分野がまたがる内容の話を利用
者が聞くことができる。

施設同士が助け合う意識を醸成でき、不足
する物資の調整等も行えた。相談窓口に参加
した職員の中には、他分野の法人の話を聞け
たことでモチベーションが向上したという声
もあった。互いの課題を共有しあうなどして
関係性を深めることで、互いの施設見学につ
ながった例もあった。

。
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６ 京丹後市福祉サービス事業者協議会

職員体制 ：参画法人が持ち回りで、事務局機能を担っている
参画要件 ：京丹後市内に事業所があること
入会金 ：なし
年会費 ：６千円
本部運営財源：年会費収入のみ

当プラットフォームは市町村合併にともない、京丹後市内の社会福祉事業者の連携を強化、
福祉サービスの品質向上を主目的として設立された。多くの事業者が参加して、継続的に活動
が進められている。

2005（平成17）年設立

株式会社相弥
実施事業 ：高齢者福祉

加盟する法人はいずれも京都府
京丹後紙に事業所がある
事務局本部：
参画法人１年ごとの持ち回り

社会福祉法人あしぎぬ福祉会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人あみの福祉会
実施事業 ：障害福祉

医療法人上田医院
実施事業 ：高齢者福祉、医業

当プラットフォームのある京丹後市は、
平成16年に峰山町・大宮町・網野町・丹後
町・弥栄町・久美浜町の６つの町の合併に
より誕生した。
合併直後、京丹後市内の社会福祉事業者

はそれまで違う自治体で活動していたこと

●プラットフォーム設立の経緯
市町村合併がきっかけとなり、プラット

フォーム設立にいたった。

もあり、１つの市として連携して社会福祉
サービスを提供する体制が整っていなかっ
た。そのため、当プラットフォームを設立
することで、社会福祉事業者の交流を促し、
旧町間の垣根をなくすことで、京丹後市と
して一体的な社会福祉サービスの提供を目
指した。現在では24の法人が参画しており、
医療・介護・障害・児童など幅広い分野の
法人から構成されている。

特定非営利活動法人おおみや共同作業所
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人北丹後福祉会
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会
実施事業 ：障害福祉 他

社会福祉法人太陽福祉会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人丹後大宮福祉会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人丹後視力障害者福祉センター
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人丹後福祉会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人はしうど福祉会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

社会福祉法人みねやま福祉会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

児童福祉

社会福祉法人よさのうみ福祉会
実施事業 ：児童福祉、障害福祉

特定非営利活動法人ふくし京丹後
実施事業 ：高齢者福祉

京丹後市立久美浜病院
実施事業 ：医業

社会福祉法人ふるさとの会
実施事業 ：高齢福祉

京丹後市立弥栄病院
実施事業 ：医業

社会福祉法人不動園
実施事業 ：児童福祉、高齢者福祉

一般社団法人Create YourLife
実施事業 ：福祉人材資格取得研修

特定非営利活動法人藹々
実施事業 ：高齢者福祉

特定非営利法人いやしの郷ほっこ里
実施事業 ：高齢者福祉

運営体制

※６～10は「令和５年社会福祉推進事業 社会福祉連携推進法人制度の活用の促進に関する調査研究事業」
においてヒアリングした「法人間連携プラットフォーム」の事例である。

※令和５年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正

社会福祉法人久美の浜福祉会
実施事業 ：障害福祉
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●プラットフォームとしての活動
年に１度、全ての参画法人の代表者が出席

する総会を開催し、事業案について議論する。
この総会に提出する事業案は、各部会（高齢
者福祉部会、障害者福祉部会、児童福祉部
会）が作成している。なお、総会での役員
（会長１名、副会長２名、事務局２名）は各
法人が持ち回りで担当している。

各部会での活動

事務局主体の取組として、各部会の垣根
を超えて地域貢献活動を行っている。近年
では、福祉教材の開発や社会資源マップな
どを作成した。
事業のテーマ決めから事業担当者に任せ

ることで、法人間の垣根を超えて京丹後市
全体の福祉の実態と将来像を考える機会を
創出している。

地域貢献のための共同事業

各部会にて取組内容を検討し、技術研修
や理念研修、意見交換会などを開催してい
る。
近年行った研修としては、義務化された

虐待防止に関する研修や、BCP策定研修、
法改正研修などを開催しており、時事的な
テーマを多く取り扱っている。
他にも、研究発表大会として各自の研究

テーマを発表する取り組みを行っており、
プラットフォーム内での意見交換を促進し
ている。また、京丹後市の市役所からも職
員がオブザーバーとして参加するなど、地
域の自治体とも連携して活動している。

・スキルアップや経費の削減
部会などで、複数法人が集まって研修を行

うことで講師を招待する経費などを共同で支
出することで、１法人当たりの支出額を削減
できている。また、法人を跨いで研修をする
ことで、通常の業務では交流のない職員とも
交流が生まれ、新たな気づきにつながってい
る。

・ブランド力の向上
連携して人材確保を進めることで、単独の

法人で人材を募集するよりも、求職者に訴求
しやすくなっていると考えている。事例こそ
少ないものの、当プラットフォームの求人広
告をきっかけに、IターンやUターンを決意し
てくれる求職者もおり、効果を実感している。

・地域課題の解決
特に小規模な法人では費用や人員が足りず、

単独での地域貢献は難しい。そのため、当プ
ラットフォームでの活動を通じて、小規模な
法人であっても、通常業務に支障のない範囲
で地域貢献に参画できることはメリットだと
考える。

●プラットフォームのメリット

人材確保に向け、求人用ホームページ等
の媒体作成を行っている。地域貢献活動と
同様に、各法人から有志を募って活動して
おり、毎年20人程で担当している。事業の
目的としては、京丹後市全体の福祉ブラン
ディングであり、地元での雇用のみならず、
京都府全体や日本全国の求職者が対象であ
る。
参画法人の中には、人材確保に向けた費

用や人員の稼働を単独では捻出することが
難しい小規模法人も多いため、プラット
フォーム全体で人材確保の対策を行ってお
り、当事業での求人広告がきっかけで京丹
後市への移住を決意してくれた人もいるな
ど、京丹後市の進めているIターンやUター
ンにも貢献している。

京丹後の福祉魅力発信プロジェクト
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連携推進法人の可能性
現時点では、連携推進法人新設に向けた動き

はない。とはいえ、参画法人の中には連携推進
法人に社員法人として参加している法人もいる
ため、設立に意欲を示す法人もいる。

調査協力 京丹後市福祉サービス事業者協議会事務局長 仲原氏

今後の課題

経営者同士が膝を突き合わせて今後の連携と
協働の在り方について話せる場を作りたいと考
えている。現状の活動は、現場の職員が主体と
なって作業を進めているため、今後は経営者同
士の交流も深めていきたい。
また、法人格を有しておらず、プラット

フォーム内のガバナンスに法的な規則がなく、
意思決定が遅いことも問題視している。そのた
め、今後は参画法人の足並みを揃えつつも意思
決定の迅速化を目指したい。
そして、資金面に関しても現在受領している

プラットフォーム事業に対する補助金の終了が
迫っているため、事業内容に関して費用面を中
心に再検討する必要性を感じている。

ヒアリング実施後の主な変化
「小規模法人のネットワーク化による協働推

進事業（補助金事業）」は制度の期限により、
令和５年度をもって終了しました。以降、年会
費収入による財源のみでの運営となった。
令和６年度では、全会員の共通課題である人

材確保の新たな戦略の一つとして、ハローワー
ク等の公的機関や専門学校と連携して「在籍型
出向」の仕組みをつくった。
これは、他業種の地場産業の低迷による余剰

人材を、福祉職への理解促進と研修の機会を経
て、市内の福祉職場へ出向して働いてもらう仕
組みである。50歳代後半が対象の中心だが、福
祉現場では10年以上は当たり前に活躍できる。
事例はまだ少ないものの、福祉人材として定

着しつつある成功例もあります。業務仕分によ
る補助的業務の可視化や業界理解促進の活動を
しっかりと取り組むことで、市内人材調達の有
効な戦略になると考えている。
現場の工夫と課題を共有する高齢者・障害者

の両福祉部会の活動は、そのまま継続している。
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職員体制 ：社会福祉法人飛山福祉会が事務局を担っている
参画要件 ：真岡市内に福祉施設・事業所を有する団体等
入会金 ：なし
年会費 ：なし
本部運営財源：社会福祉法人等協働推進事業費補助金を主たる財源としている

2018（平成30）年設立

社会福祉法人飛山の里福祉会
本部所在地：栃木県宇都宮市
実施事業 ：高齢者福祉

障害福祉

加盟する法人はいずれも栃木県真岡市に事業
所がある
事務局本部：真岡市社会福祉協議会内

障害者機関相談支援センター

運営体制

社会福祉法人真岡市社会福祉協議会
本部所在地：栃木県真岡市

社会福祉法人山坂福祉会
本部所在地：栃木県真岡市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人福桜会
本部所在地：栃木県真岡市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人恵光会
本部所在地：栃木県真岡市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人あかつき寮
本部所在地：栃木県真岡市
実施事業 ：児童福祉

社会福祉法人真亀会
本部所在地：栃木県真岡市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人益子のぞみの里福祉会
本部所在地：栃木県芳賀郡益子町
実施事業 ：障害福祉、その他

栃木県車いすの会
本部所在地：栃木県芳賀郡益子町
実施事業 ：障害福祉、その他

当プラットフォームの事務局を務める社
会福祉法人飛山の里福祉会では、社会福祉
法の改正によって地域事業が義務化される
以前から近隣の法人と地域活動にあたって
いた。
この活動をさらに推進していくため、社

会福祉法人真岡市社会福祉協議会（以下、
真岡市社協）にプラットフォーム設立を相

●プラットフォーム設立の経緯
地域活動の更なる推進のため、市内の社会

福祉協議会と協力しつつ地域の法人に対して
声かけを行ったことで設立につながった。

談したところ賛同を受け、これがきっかけ
で市内の全社会福祉法人へプラットフォー
ム参画への声かけを行い、市内の10法人で
構成される当プラットフォームが設立され
た。
また、各法人の困りごとや地域課題とし

て感じている点に関するアンケートを声か
けと並行して行ったことで、参画法人の意
見を広く収集することができ、現在の活動
にもつながっている。

特定非営利活動法人まわた
本部所在地：栃木県真岡市
実施事業 ：障害福祉、その他

７ 294たがやしネット

※令和５年度にヒアリングを実施。一部内容等を加筆修正

当プラットフォームは、以前より地域の法人で連携して取り組んでいた地域貢献活動をさら
に推進していくため設立された。地域課題の解決に向けた活動に注力している。
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●プラットフォームとしての活動
各法人の代表などが参加する定例会を月に

１度開催。課題感の共有や活動方針について
議論を行い、活動内容を決めている。令和７
年度には以下の活動を行った。

プラットフォームとして令和7年度に以
下の取組を実施した。

ワーキンググループ活動
その他、福祉事業所へのイベント時Eス

ポーツ機器の貸出しを実施した。

福祉避難所グループ

たがやしNET以外の市内参加者も募り、
仮の被害・受入状況を想定して各事業所職
員でどう対応していくのか、具体的な課題
は何かをグループワークでシミュレーショ
ンを行った。

複合交流拠点活用グループ

障害福祉サービス事業所への理解向上・
工賃アップを目的に物販を実施した。
また、障害者週間にあわせて、たがやし

NET以外の市内障害福祉サービス事業者に
も協力を募り、福祉の普及啓発を兼ねて作
品を展示した。
また、対話を通じて、相互理解と偏見・

差別・固定観念の解消を目指すイベントに
ついて企画・学習を行った。

・社会福祉協議会との連携
当プラットフォームでは、真岡市社協と連

携しながら地域福祉活動に取り組んでおり、
会議室の貸し出しや地域情報の提供、市役所
との連携などの支援を受けている。
プラットフォームを設立することで、より

密に社会福祉協議会と連携できるようになっ
たことはメリットであると考える。

・課題解決に向けた議論の推進
参画法人が共通して抱える課題にについて

深い議論ができていると感じる。
プラットフォームとしての活動を続ける中

で、人材確保や業務の効率化といった共通す
る課題を把握・共有することができた。この
ような課題に対して、理事長同士だけでなく、
現場の職員の間でも法人の垣根を越えて意見
を交換できる場が作れたため、課題解決に向
けて新たなアイデアが生まれるのではないか
と期待している。

●プラットフォームのメリット

福祉・介護に関する教育活動

小学生対象の障害者理解促進イベントの実
施

障害理解を目的に、真岡市図書館と市内
の高校生、障害者福祉サービス事業所等が
協働し、市内の小学生を対象に障害につい
て学べるイベントを年２回開催した。

福祉・介護に関する教育活動として令和
7年度に以下の取組を実施した。

高校生対象の障害者理解促進研修の実施

障害理解を目的に、高校の授業として障
害当事者をファシリテーターとする障害平
等研修（Disability Equality Training) を実
施。障害のない住みよい街にしていくには
自分が何ができるかを考える機会を作った。
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連携推進法人の可能性
現時点では連携推進法人は検討してない。１

つの法人格を新設することで、自由な経営が阻
害されてしまうと感じる法人もいるのではない
かと思う。
しかし、６年間のプラットフォーム事業を通

じ、人材確保の共同化や事務負担の効率化等の
課題が色濃く見えてきたため、それらの解決策
として連携推進法人の制度が機能するのであれ
ば、設立する余地はあると思う。
例えば、人材確保に向けて、外国人人材の新

規雇い入れを連携推進法人として進めるなどの
活動であれば、参画法人としてもメリットを感
じやすいのではないかと考えている。

調査協力 社会福祉法人飛山の里福祉会 理事長 直井氏
294たがやしネット 事務局 斎藤氏

今後の課題
任意団体としての合議体であることによって

動きが鈍くなってしまったところがあったため、
ワーキンググループを昨年度から設置し、活動
が活性化している。また、それぞれの分野での
取り組みに触れる情報交換の場ともなっており、
相乗効果が起きている。
一方で、それぞれの団体で人手不足である中

で、この会への職員の派遣が難しくなってきて
いる。また、多分野（児童・障害・高齢など）
からの参加であるため、それぞれの業務の延長
線上で企画していかないと協力を得られにくい。
現状は事務局で取りまとめているが、それぞれ
の活動で核となる人材を見つけていく必要があ
る。
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職員体制 ：社会福祉法人岳寿会が事務局を担っている
参画要件 ：趣旨に賛同する社会福祉法人
入会金 ：なし
年会費 ：なし
本部運営財源：小規模法人のネットワーク化による協働推進事業での補助金

当プラットフォームは、熊本地震が契機となり、地域の社会福祉法人同士での連携の必要性
を感じたことが設立のきっかけとなった。震災後、地域での連携活動を経てプラットフォーム
設立に至り、現在では人材確保・定着活動の他、ICT導入支援などの活動を行っている。

2019（令和元）年設立

事務局本部：社会福祉法人岳寿会が担う

2016（平成28）年の熊本地震にて、当プ
ラットフォームのある阿蘇も一時孤立状態
になるなど、多くの被害を受けた。この被
災がきっかけとなり、地域の社会福祉法人
同士での協力をより強固なものとし、安定
的かつ持続的な社会福祉の構築を目指すた
め、翌年の2017年に地域での連携活動を開
始した。

●プラットフォーム設立の経緯
2016（平成28）年の熊本地震が契機となり、

地域の社会福祉法人同士での連携の必要性を
感じ、地域での連携活動を経てプラット
フォーム設立に至った。

社会福祉法人岳寿会
本部所在地：熊本県阿蘇郡高森町
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人治誠会
本部所在地：熊本県阿蘇市
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人蘇清会
本部所在地：熊本県上益城郡
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人白久寿会
本部所在地：熊本県阿蘇郡南阿蘇村
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人順和会
本部所在地：熊本県阿蘇郡南阿蘇村
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人昭寿会
本部所在地：熊本県阿蘇郡南阿蘇村
実施事業 ：高齢者福祉

当初はプラットフォームを設立せずに活
動していたが、社会福祉法人岳寿会が地域
の社会福祉法人に呼びかけ、賛同した法人
の協力のもと、就職説明会を合同で開催す
るなど、人材確保業務に取り組んでいた。
その後、2019年に小規模法人のネット

ワーク化による協働推進事業が開始される
と、当事業を活用し「福祉の魅力発信 阿蘇
ネットワーク」として再スタートした。現
在では、人材確保・育成業務のほか、ICT
の活用に向けた業務などに注力している。

運営体制

８ 福祉の魅力発信 阿蘇ネットワーク

社会福祉法人愛敬会
本部所在地：熊本県菊池市七城町
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人広友会
本部所在地：熊本県菊池市旭志
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人泗水福祉会
本部所在地：熊本県菊池市泗水町
実施事業 ：高齢者福祉

※令和５年度にヒアリングを実施。一部ヒアリング後の内容等を加筆修正

114



●プラットフォームとしての活動
年度計画を策定し、活動の方針と、各活動

の担当法人を決めている。年度計画の素案は
事務局業務を担っている社会福祉法人岳寿会
が定め、それを元に全法人で議論を進める。
また、年度計画の策定以外の会議は参画法人
が持ち回りで議題を検討し、開催している。

ICT導入支援

人材確保・定着活動

参画法人の中でICTに関するノウハウを
共有している。例えば、入居者の睡眠状態
を把握できる機器を導入した参画法人に対
し、その使用状況や感想などを聞きに行く
見学会などを開催している。また、新型コ
ロナウイルス感染症の流行期にはプラット
フォームにてタブレットを購入し、参画法
人に配布することで、オンライン会議の環
境を整えた。

・求人活動の強化
プラットフォームとして、連携して合同イ

ンターンシップを開催したことで、学生を呼
びやすくなった。単独の法人では、情報発信
や、受け入れられる人数、職種に限りがあっ
たが、プラットフォームとして動くことで、
受け入れる体制が整えやすくなったこと、ま
た、学生目線でも申し込みやすい印象になっ
たと感じる。

・行政とのつながり
補助金を受けながらプラットフォームとし

て活動することで、公共団体とのつながりが
深まった。例えば、社会福祉法人 阿蘇市社会
福祉協議会からは、地域の学校にて、福祉に
ついて取り扱うパイロット授業への協力を打
診されるなど、実際の活動にもつながってい
る。

●プラットフォームのメリット

HPでの魅力発信

参画法人の施設を写真付きで紹介し、各
法人の活動の普及を行っている。また、阿
蘇の地元情報や、各施設のお便りをHPに
記載するなど、福祉施設の紹介に限らず、
阿蘇の地域の魅力も発信している。

学生のインターンシップ受け入れ

福祉業務のイメージアップを目的に、学
生のインターンシップの受け入れを行って
いる。近隣に大学がないため熊本県や長崎
県の大学を訪問し、インターンシップ制度
を紹介しており、希望者には宿泊施設の斡
旋や有償でのインターンシップの相談にも
乗るなど、学生に寄り添った制度作りをし
ている。

職種別の交流会

仕事の不安を軽減し人材の定着を推進す
るため、参画法人の職員を対象に同じ職種
同士の職員を集めた交流会を開催している。
介護士や看護師といった職種別の交流会を
開催し、通常の業務では交流のない同職種
の職員と交流する機会を作り、悩みの相談
や、意見交換ができる場を創出している。

今後の課題
地域の社会福祉事業者の経営層の意識改革を

進めるなど、意思統一が課題であると考えられ
る。阿蘇地域は人口減少や少子高齢化に加え、
熊本市などの近隣都市に働き手が流れる傾向も
あり、継続的に安定した福祉サービスを提供す
るには人材確保の強化や業務の効率化が必須と
なる。そのため、中長期的なビジョンを参画法
人で共有しつつ、事務業務の集約化や合同での
求人活動などに地域で取り組んでいきたい。

連携推進法人の可能性
連携推進法人とは異なるが、ホールディング

ス制のような企業組織を構想したことがある。
それにより、プラットフォームよりもさらに踏
み込んだ連携が可能となり、会計等の事務業務
を一か所に集約することができ、業務の効率化
につながると考える。しかし、そのような企業
組織を採用すると、１つの法人の赤字を他の法
人が補填する状況に陥るなどの懸念もあり、実
現には至っていない。

調査協力 福祉の魅力発信阿蘇ネットワーク
田代氏 住吉氏
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ヒアリング実施後の主な変化
令和６年度より、グループ名を「asowel＋

（プラス）」へ変更し、従来の阿蘇地域を中心
とした連携体制から対象エリアを拡大した。新
たに菊池地域の２法人が参画し、広域的な連携
のもとで事業を推進した。さらに令和７年度に
は、菊池地域の１法人が新たに加わり、連携体
制は一層強固なものとなった。
令和６年度以降の活動内容の具体的な取組と

しては、人材確保に向けた共同広報の強化や採
用支援体制の整備、人材育成を目的とした合同
研修の体系化、さらには地域内外の関係機関と
の連携強化など、多面的かつ実効性の高い施策
へと内容の充実を図っている。
各法人が抱える運営上の課題についての共

有・協議を定期的に実施するとともに、情報交
換会の充実、実践的なDX研修の導入、各種専
門研修の開催、災害時における相互支援体制の
具体化など、取組の質的向上を進めている。
これらの取組を通じて、地域福祉サービスの

さらなる質の向上と、地域全体として持続可能
な運営基盤の確立を目指している。
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職員体制 ：気仙沼市社会福祉協議会が事務局を担う
参画要件 ：本吉地区内の介護・福祉事業運営法人等
入会金 ：なし
年会費 ：３千円
本部運営財源：年会費に加え、小規模法人のネットワーク化による協働推進事業での補

助金

当プラットフォームは、地域貢献・福祉人材の育成を目的に社会福祉法人春圃会がある気仙
沼市本吉地区の、地域の福祉事業者に声をかけしたことで設立に至った。社会福祉法人に加え、
特定非営利活動法人、株式会社など、多様な種別の法人が参画している。

2019（令和元）年設立

宮城県社会福祉法人経営者協議会が「小
規模法人のネットワーク化による協働推進
事業」を県内の社会福祉法人に周知し、そ
れを社会福祉法人春圃会が知ったことが設
立のきっかけとなった。
その後、地域貢献と福祉人材の育成を目

的に、社会福祉法人春圃会が音頭を取り、
本吉地区の介護・福祉に関わる事業所すべ
てに声かけをしたことで当プラットフォー
ムの設立に至った。
事務局は、設立当初は社会福祉法人春圃

会が担当し、現在は社会福祉法人気仙沼市
社会福祉協議会が担当している。

●プラットフォーム設立の経緯
地域貢献・福祉人材の育成を目的に地域の福
祉事業者に声をかけしたことで設立に至った。

社会福祉法人春圃会
実施事業 ：高齢者福祉、児童福祉

運営体制

株式会社介援隊
実施事業 ：高齢者福祉

特定非営利活動法人セミナーレ
実施事業 ：障害福祉

医療法人社団晃和会
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会
実施事業 ：高齢者福祉、障害福祉

その他

●プラットフォームとしての活動
毎月、定例会を開催し、実施する事業内容

や担当法人を決めている。各法人から委員と
して理事長や園長、管理職等が３名程出席し
ている。

地域への福祉啓発活動

福祉マップ

プラットフォーム発足当初に行った活動
で、参画している法人の福祉事業所の場所
をマップにまとめ、地域住民に配布した。
マップの作成にあたっては、地域の新聞社
の社員を講師に招き、記載のレイアウト等
に関して研修を受けた。

福祉映画上映会

令和２年から毎年介護や福祉を題材とし
た映画を上映しており、中学校や高等学校
等へチラシを配布し、学生をはじめ地域住
民の方々に広く介護や福祉を知るきっかけ
をつくることで、未来の担い手の確保につ
なげることを目的としており、毎年継続し
て実施している。

事務局本部：気仙沼社会福祉協議会が担う
いずれの法人も気仙沼市内に事業所がある

医療法人社団湖聖会
実施事業 ：高齢者福祉

９ 気仙沼市本吉地区小規模法人連携事業協議会

※令和５年度にヒアリングを実施。一部ヒアリング後の内容等を加筆修正
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人材確保育成業務
・顔の見える関係性の構築
プラットフォーム設立以前は、お互いの事

業者の存在は知っているものの深い関係はな
かった。しかし、設立以降は定例会などを通
して交流が生まれ、顔の見える関係を構築す
ることができ、相談し合える環境が生まれた。
今後は、共同研修や上映会といった企画に複
数法人の社員が集まった際に、積極的な会話
等の交流が生まれるよう、工夫していきたい
とのことである。

・研修の効率化
特に小規模な法人では、講師を招く際の費

用や、その準備にかかる事務作業などが負担
となり、研修の開催が難しかった。しかし、
法人間連携プラットフォームで共同研修を開
催することで、費用面や事務作業面での負担
を軽減することができ、効率的な研修開催が
可能となった。

●プラットフォームのメリット

連携推進法人の可能性
定例会にて連携推進法人の設立について何度

か議題に上がったことはあるものの、今後実施
予定の事業の計画についての議論が優先されて
おり、現時点では設立に向けた具体的な話し合
いは行われていない。

調査協力
気仙沼市本吉地区小規模法人連携事業協議会

阿部氏

今後の課題
参画法人ごとに異なる考え方を持っているた

め、意思統一が課題となっている。法人間のす
り合わせを行う等により意思統一を行い、円滑
に事業実施につなげられるよう、議論の方法を
工夫していきたい。
また、事業を継続していくための財源確保も

課題となっており、補助金に依存しない形での
財源確保方法を情報収集を行い検討を進めてい
きたい。

地域貢献活動
地域清掃活動

令和５年度からこどもの帰宅時間に合わせ
見守り兼ねたごみ拾い活動を実施している。
地域住民との接点が、福祉事業者が地域貢
献を実感できる場としても機能している。

こども食堂活動

令和５年度から参画法人の春圃会と共催
でこども食堂を実施している。食事を提供
と合わせ地域内の世代間交流やコミュニ
ティの場となっている。

福祉体験支援

気仙沼市社会福祉協議会が本吉地区内の津
谷小学校から依頼を受けた高齢者疑似体験
や車いす体験などの福祉体験の支援を行い
こどもたちの福祉意識向上に繋がっている。

職員スキルアップ研修

職員スキルアップ研修として、参画法人
に向けた虐待防止研修等を実施している。
研修講師は外部講師を招いて実施し、講師
選定については、宮城県社会福祉協議会な
どの協力も得ながら行っている。
現在は計画段階ではあるが、今後は福祉

の担い手育成として、中堅職員の育成の機
会を創出していきたいと考えている。

新任職員交流会

気仙沼市本吉地区内の介護・福祉に関わ
る法人の入社３年未満の新任職員を対象と
した交流会を実施している。
他法人の事業内容などを知る機会や職員

間の顔の見える関係性の構築、多職種連携
の推進にも繋がっている。
今後も住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、地域全体で住民を支える
体制づくりとして地域包括ケアシステムの
構築を目指していく。
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職員体制 ：１名 袋井市社会福祉協議会が事務局を担う
参画要件 ：袋井市内の社会福祉法人・NPO法人であること
入会金 ：なし
年会費 ：なし
本部運営財源：静岡県社協「社会福祉事業振興のための助成金」を活用

当プラットフォームは、地域と連携した公益的な活動や、法人の経営基盤
強化について、複数法人で連携して取り組みたいと考える社会福祉法人等の
参画を得て設立した。

2021（令和３）年設立

事務局本部：袋井市社会福祉協議会が担う
いずれの法人も袋井市内に事業所がある

平成９年度より、市内の福祉施設が参加
する福祉施設連絡会を年一回開催していた
が、具体的な連携事業にはつながらなかっ
た。
令和２年度に静岡県社会福祉協議会から

「小規模法人のネットワーク化による協働
推進事業」について説明があり、既に先行
して取り組んでいた隣接する磐田市社協の
活動内容を参考に令和３年度より事業を開
始し

●プラットフォーム設立の経緯
静岡県社会福祉協議会から「小規模法人の

ネットワーク化による協働推進事業」の活用
について提案があったところ、地域貢献を行
いたいと考える社会福祉法人の協力を得て、
法人間連携プラットフォーム設立につなげる
ことができた。

社会福祉法人なごみかぜ
実施事業 ：児童福祉、障害福祉

た。設立にあたっては、市内の9の社会福
祉法人にアンケートや訪問により参加を呼
びかけたところ、特に防災対策での地域貢
献を行いたいと考える法人が多かったこと
もあり、８法人が参加し、社協を加えた９
法人で現在に至っている。（新規でNPO法
人が令和６年度に１法人参加）
当プラットフォームの活動に取り組むこ

とで活用できる補助・助成事業があったた
め、人材確保のパンフレット作成やBCP計
画の策定につなげることができている。

運営体制

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
実施事業 ：児童福祉、高齢者福祉

医業 他

社会福祉法人遠州中央福祉会
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人三宝会
実施事業 ：児童福祉、高齢者福祉

社会福祉法人ひつじ
実施事業 ：障害福祉

社会福祉法人天竜厚生会
実施事業 ：生活保護関連

児童福祉、高齢者福祉
障害福祉、医業
介護福祉士養成

社会福祉法人萬松会
実施事業 ：高齢者福祉

社会福祉法人明和会
実施事業 ：児童福祉、高齢者福祉

障害福祉

社会福祉法人袋井市社会福祉協議会
実施事業 ：児童福祉、障害福祉

高齢者福祉 他

10 袋井市福祉施設連絡会

NPO法人やくわり
実施事業 ：障害福祉

※令和５年度にヒアリングを実施。一部ヒアリング後の内容等を加筆修正
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●プラットフォームとしての活動
主に「災害対策」への取組を中心に、BCP

計画の策定、共同での訓練を行っている他、
高校生に向けた人材採用のための福祉教育、
普及活動を行っている。

人材採用力の強化

災害対応力の強化
参加法人への意向調査の結果、課題とし

て「災害対策」が多く挙がったこと、さら
に「BCP作成に苦慮している」「他法人や
地域とのかかわりが少ないため、連携のた
めの話し合いの場が欲しい」といった意見
が挙がったことから防災対策の取組を事業
の柱としている。

事業継続計画（BCP）策定

各法人のBCP策定のため、学識経験者よ
りBCP策定のアドバイスを行ったり、福祉
避難所の運用についての訓練を実施したり
している。

ICTを活用した情報共有

2018（平成30）年に発生した台風被害の
経験を活かし、迅速に情報共有ができる
オープンチャットを開設した。また、クラ
ウドサービスを活用して災害発生時の必要
物資を融通できるシステムの構築と法人へ
の周知を行っている。

高校生に向けた福祉の仕事に関するパンフ
レットの作成

高校卒業後に福祉事業に就職してもらえ
るよう、社会福祉事業についてのパンフ
レットを作成し、市内の高校に配布した。
また、保護者や学校の先生に福祉の仕事に
ついてイメージを持ってもらい、卒業後の
就職先候補となるよう、理解促進を行って
いる。
学生に対する福祉教育

プラットフォームに参加する社会福祉法
人の職員が講師となり、学校での福祉教育
を実施している。福祉教育の印象をもとに、
実際に社会福祉法人への就職を決めた学生
もいた。

・顔の見える関係性の構築
BCP策定を通じて、地域の防災訓練や話し

合いに参加することで、社会福祉法人同士で
話し合える顔の見える関係性が築けた。これ
により、普段の業務の中で相談したいことや
困ったことが起きた際、プラットフォーム内
の他の法人と相談できるようになった。
例えば、移動支援業務での車両提供や、光

熱費高騰への協議対応は、社会福祉法人同士
の関係性が構築できたことで実現したことで
ある。

・地域住民からの理解促進
BCP策定に伴う訓練を地域住民に公開する

ことで、住民の福祉避難所に対する理解が進
むほか防災知識の向上につながっている。実
際、令和５（2023）年に発生した台風では、
施設につながる道が倒木でふさがれてしまっ
たが、地域住民が重機を用いて倒木の除去を
行っており、地域住民と社会福祉法人の相互
理解が進んでいると感じている。

●プラットフォームのメリット

連携推進法人の可能性
連携推進法人を新設する議論は出ていない。

参加法人の法人規模が異なり、対応できる職員
の数にも差があることから、連携推進法人を設
立した場合の運営に不安があるため、現在のプ
ラットフォームの形態を維持し、活動を継続し
ていきたいと考えている。

調査協力 社会福祉法人袋井市社会福祉協議会
杉氏
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ヒアリング実施後の主な変化
人材採用力の強化
令和７年度は、人材確保対策をさらに推進

するため、袋井市内外の高等学校・専門学校・
大学等を対象とした体系的なアプローチを開
始した。
従来の高校生向け魅力発信パンフレットの内

容を更新するとともに、各法人の採用情報を一
元化したランディングページを構築し、各教育
機関の実習担当・進路指導担当教員等とのネッ
トワーク構築を進めている。袋井市社会福祉協
議会が調整機能を担い、施設見学、職場体験、
短期ボランティアなど段階的につ なぐ仕組み
を構築した。
また、外国人材の複数法人の連携による受け

入れについても調整を行い、２法人で連携し
て同じ国から技能実習生を受け入れる契約を
締結した。これにより、入国後の生活支援、
日本人介護スタッフの事前研修、語学教育な
どスケールメリットを活かすことが可能とな
る。

経営改善の方策
物価高騰が継続する中、参画法人の経営負担

軽減を目的として、衛生用品等を中心とした
共同発注の実態調査を実施した。各法人の購
入品目・数量・契約状況等を整理し、スケー
ルメリットを活かした共同発注の可能性につい
て検討を行った。これにより、従来は各法人が
個別に契約していた物品について、価格比較や
条件の見直しを行う基礎資料を整備することが
できた。本取組は、単なるコスト削減にとどま
らず、法人間で経営課題を共有し、協働による
解決策を模索する契機となっている。今後は対
象品目の拡大や、契約方法の標準化等について
も検討を進める予定である。
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厚生労働省 令和７年度社会福祉推進事業
社会福祉連携推進法人制度の活用の促進等に関する調査研究事業

社会福祉連携推進法人及び 社会福祉法人の法人間連携
取組事例集

令和８年３月
PwCコンサルティング合同会社
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